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第１章 計画の方針 

第１節 計画の目的及び前提 

 第１ 計画の目的 

 第２ 計画の前提 

第２節 計画の構成 

 第１ 計画の体系と構成 

第１部 武蔵野市の総力を結集した地域防災力の高度化に向けて 
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 第２ 根幹をなす法令・計画等との関連 

国

都

武蔵野市

東日本大震災に対する
武蔵野市の取り組みと
今後の防災対応指針

武蔵野市地域防災計画

武蔵野市

業務継続
計画

市民防災意識調査

令和３年 10 月

武蔵野市
国土強靭化
地域計画

武蔵野市
震災復興
マニュアル
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第３節 計画の習熟 

第４節 計画の修正 
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第２章 武蔵野市の現状と被害想定 

第１節 武蔵野市の自然的・社会的条件 

 第１ 自然的条件 

 １ 位置及び地勢 

                               

 ２ 気象 

第１部 武蔵野市の総力を結集した地域防災力の高度化に向けて 
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 第２ 社会的条件 

 １ 人口等 

(1) 人口分布  

( )

観測場所：成蹊気象観測所（成蹊学園） 

観測時刻：午前９時 
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( )

(2) 昼間人口 

 ２ 産業 
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 ３ 建物 

(1) 建物構造別棟数 

(2) 用途別棟数 

 ４ 道路 

 ５ 交通 

(1) 車両交通量の状況 
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(2) 鉄道 

(3) バス（（市内の一日平均乗客数） 
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第２節 被害想定 

 第１ 首都直下地震等による被害想定 

 １ 前提条件 

(1) 想定地震 

(2) 気象条件等 
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 ２ 想定結果の概要 （武蔵野市における被害想定結果） 

(1) 武蔵野市における被害想定の各項目最大値 
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(2) 武蔵野市における被害想定の総括表 

条
件 

規模 都心南部直下地震 

時期及び時刻 冬の朝５時 冬の昼１２時 冬の夕方１８時 

風速 ４ｍ／秒 ８ｍ／秒 ４ｍ／秒 ８ｍ／秒 ４ｍ／秒 ８ｍ／秒 

人
的
被
害 

死者数 22 人 22 人 18 人 18 人 28 人 28 人 

原

因

別 

ゆれ建物被害 14 人 14 人 6 人 6 人 9 人 9 人 

屋内収容物 2 人 2 人 2 人 2 人 2 人 2 人 

急傾斜地崩壊 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

火災 6 人 6 人 10 人 10 人 16 人 16 人 

ブロック塀等 0 人 0 人 1 人 1 人 2 人 2 人 

負傷者 486 人 486 人 472 人 472 人 528 人 529 人 

(重傷者） 37 人 37 人 48 人 48 人 68 人 68 人 

原

因

別 

ゆれ建物被害 427 人 427 人 380 人 380 人 384 人 384 人 

屋内収容物 49 人 49 人 51 人 51 人 47 人 47 人 

急傾斜地崩壊 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

火災 8 人 8 人 13 人 13 人 25 人 26 人 

ブロック塀等 2 人 2 人 28 人 28 人 72 人 72 人 

屋外落下物 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

物
的
被
害 

全壊・焼失棟数 513 棟 516 棟 628 棟 633 棟 908 棟 914 棟 

原

因

別 

揺れによる建物 

全壊 
249 棟 249 棟 249 棟 249 棟 249 棟 249 棟 

焼失棟数 264 棟 267 棟 379 棟 384 棟 659 棟 665 棟 

半壊棟数 1,482 棟 1,482 棟 1,482 棟 1,482 棟 1,482 棟 1,482 棟 

ラ

イ

フ

ラ

イ

ン 

電力（停電率） 3.2  ％ 3.3  ％ 3.6  ％ 3.6  ％ 4.5  ％ 4.5  ％ 

通信（不通率） 1.1  ％ 1.0  ％ 1.4  ％ 1.4  ％ 2.3  ％ 2.3  ％ 

ガス（供給停止率） 0.0 ％ 0.0 ％ 0.0 ％ 0.0 ％ 0.0 ％ 0.0 ％ 

上水道（断水率） 19.4  ％ 19.4  ％ 19.4  ％ 19.4  ％ 19.4  ％ 19.4  ％ 

下水道 

（管きょ被害率） 
1.7  ％ 1.7  ％ 1.7  ％ 1.7  ％ 1.7  ％ 1.7  ％ 

そ
の
他 

帰宅困難者 

(武蔵野市全域） 
- 人 - 人 27,284 人 27,284 人 27,284 人 27,284 人 

避難者 15,938 人 15,955 人 16,561 人 16,585 人 18,114 人 18,156 人 

エレベーター停止台数 173 台 173 台 175 台 175 台 181 台 181  台 

要配慮者死者数 12 人 12 人 10 人 10 人 16 人 16  人 

自力脱出困難者 130 人 130 人 127 人 127 人 123 人 123  人 

災害廃棄物 16 万ｔ 16 万ｔ 17 万ｔ 17 万ｔ 18 万ｔ 18  万ｔ 
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条
件 

規模 多摩東部直下地震 

時期及び時刻 冬の朝５時 冬の昼１２時 冬の夕方１８時 

風速 ４ｍ／秒 ８ｍ／秒 ４ｍ／秒 ８ｍ／秒 ４ｍ／秒 ８ｍ／秒 

人
的
被
害 

死者数 39 人 39 人 32 人 32 人 59 人 60 人 

原

因

別 

ゆれ建物被害 25 人 25 人 12 人 12 人 17 人 17 人 

屋内収容物 3 人 3 人 3 人 3 人 3 人 3 人 

急傾斜地崩壊 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

火災 11 人 11 人 16 人 16 人 37 人 37 人 

ブロック塀等 0 人 0 人 1 人 1 人 3 人 3 人 

負傷者 733 人 733 人 803 人 803 人 932 人 934 人 

(重傷者） 72 人 72 人 92 人 93 人 144 人 144 人 

原

因

別 

ゆれ建物被害 629 人 629 人 649 人 649 人 615 人 615 人 

屋内収容物 86 人 86 人 89 人 89 人 82 人 82 人 

急傾斜地崩壊 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

火災 14 人 15 人 21 人 22 人 122 人 124 人 

ブロック塀等 3 人 3 人 43 人 43 人 112 人 112 人 

屋外落下物 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

物
的
被
害 

全壊・焼失棟数 935 棟 941 棟 1,088 棟 1,096 棟 2,080 棟 2,099 棟 

原

因

別 

揺れによる建物 

全壊 
450 棟 450 棟 450 棟 450 棟 450 棟 450 棟 

焼失棟数 485 棟 491 棟 638 棟 646 棟 1,630 棟 1,649 棟 

半壊棟数 1,592 棟 1,592 棟 1,592 棟 1,592 棟 1,592 棟 1,592 棟 

ラ

イ

フ

ラ

イ

ン 

電力（停電率） 4.9  ％ 5.0  ％ 5.4 ％ 5.4  ％ 8.4  ％ 8.5  ％ 

通信（不通率） 1.9  ％ 1.8  ％ 2.2  ％ 2.3  ％ 5.6  ％ 5.7  ％ 

ガス（供給停止率） 80.4 ％ 80.4 ％ 80.4 ％ 80.4 ％ 80.4 ％ 80.4 ％ 

上水道（断水率） 29.6  ％ 29.6  ％ 29.6  ％ 29.6  ％ 29.6  ％ 29.6  ％ 

下水道 

（管きょ被害率） 
3.1  ％ 3.1  ％ 3.1  ％ 3.1  ％ 3.1  ％ 3.1  ％ 

そ
の
他 

帰宅困難者 

(武蔵野市全域） 
- 人 - 人 27,284 人 27,284 人 27,284 人 27,284 人 

避難者 25,124 人 25,152 人 25,877 人 25,931 人 30,768 人 30,861 人 

エレベーター停止台数 217 台 217 台 219 台 238 台 237 台 237 台 

要配慮者死者数 22 人 22 人 18 人 18 人 34 人 34 人 

自力脱出困難者 254 人 254 人 263 人 263 人 248 人 248 人 

災害廃棄物 26 万ｔ 26 万ｔ 26 万ｔ 26 万ｔ 29 万ｔ 29 万ｔ 
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条
件 

規模 大正関東地震 

時期及び時刻 冬の朝５時 冬の昼１２時 冬の夕方１８時 

風速 ４ｍ／秒 ８ｍ／秒 ４ｍ／秒 ８ｍ／秒 ４ｍ／秒 ８ｍ／秒 

人
的
被
害 

死者数 7 人 7 人 8 人 8 人 13 人 13 人 

原

因

別 

ゆれ建物被害 2 人 2 人 1 人 1 人 1 人 1 人 

屋内収容物 2 人 2 人 2 人 2 人 2 人 2 人 

急傾斜地崩壊 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

火災 3 人 3 人 5 人 5 人 9 人 9 人 

ブロック塀等 0 人 0 人 0 人 0 人 1 人 1 人 

負傷者 200 人 200 人 202 人 203 人 226 人 227 人 

(重傷者） 12 人 12 人 18 人 18 人 27 人 27 人 

原

因

別 

ゆれ建物被害 157 人 157 人 142 人 142 人 142 人 142 人 

屋内収容物 39 人 39 人 40 人 40 人 37 人 37 人 

急傾斜地崩壊 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

火災 4 人 4 人 7 人 7 人 12 人 12 人 

ブロック塀等 1 人 1 人 14 人 14 人 35 人 35 人 

屋外落下物 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

物
的
被
害 

全壊・焼失棟数 194 棟 196 棟 280 棟 283 棟 452 棟 457 棟 

原

因

別 

揺れによる建物 

全壊 
62 棟 62 棟 62 棟 62 棟 62 棟 62 棟 

焼失棟数 132 棟 134 棟 218 棟 221 棟 390 棟 395 棟 

半壊棟数 660 棟 660 棟 660 棟 660 棟 660 棟 660 棟 

ラ

イ

フ

ラ

イ

ン 

電力（停電率） 1.4  ％ 1.4  ％ 1.7  ％ 1.7  ％ 2.2  ％ 2.2  ％ 

通信（不通率） 0.5  ％ 0.5  ％ 0.8  ％ 0.8  ％ 1.3  ％ 1.3  ％ 

ガス（供給停止率） 0.0 ％ 0.0 ％ 0.0 ％ 0.0 ％ 0.0 ％ 0.0 ％ 

上水道（断水率） 10.8  ％ 10.8  ％ 10.8  ％ 10.8  ％ 10.8  ％ 10.8 ％ 

下水道 

（管きょ被害率） 
1.6  ％ 1.6  ％ 1.6  ％ 1.6  ％ 1.6  ％ 1.6  ％ 

そ
の
他 

帰宅困難者 

(武蔵野市全域） 
- 人 - 人 27,284 人 27,284 人 27,284 人 27,284 人 

避難者 8,352 人 8,361 人 8,821 人 8,836 人 9,760 人 9,785 人 

エレベーター停止台数 159 台 159 台 161 台 161 台 164 台 164 台 

要配慮者死者数 4 人 4 人 5 人 5 人 7 人 7 人 

自力脱出困難者 38 人 38 人 41 人 41 人 38 人 38 人 

災害廃棄物 7 万ｔ 7 万ｔ 7 万ｔ 7 万ｔ 8 万ｔ 8 万ｔ 
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条
件 

規模 立川断層帯地震 

時期及び時刻 冬の朝５時 冬の昼１２時 冬の夕方１８時 

風速 ４ｍ／秒 ８ｍ／秒 ４ｍ／秒 ８ｍ／秒 ４ｍ／秒 ８ｍ／秒 

人
的
被
害 

死者数 5 人 5 人 6 人 6 人 9 人 9 人 

原

因

別 

ゆれ建物被害 1 人 1 人 0 人 0 人 1 人 1 人 

屋内収容物 2 人 2 人 2 人 2 人 2 人 2 人 

急傾斜地崩壊 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

火災 2 人 2 人 4 人 4 人 6 人 6 人 

ブロック塀等 0 人 0 人 0 人 0 人 1 人 1 人 

負傷者 163 人 163 人 163 人 163 人 181 人 181 人 

(重傷者） 9 人 9 人 14 人 14 人 21 人 21 人 

原

因

別 

ゆれ建物被害 120 人 120 人 107 人 107 人 108 人 108 人 

屋内収容物 39 人 39 人 40 人 40 人 37 人 37 人 

急傾斜地崩壊 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

火災 3 人 3 人 5 人 5 人 9 人 9 人 

ブロック塀倒壊 1 人 1 人 10 人 10 人 27 人 27 人 

屋外落下物 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

物
的
被
害 

全壊・焼失棟数 150 棟 151 棟 215 棟 217 棟 332 棟 336 棟 

原

因

別 

揺れによる建物 

全壊 
51 棟 51 棟 51 棟 51 棟 51 棟 51 棟 

焼失棟数 99 棟 100 棟 164 棟 166 棟 281 棟 285 棟 

半壊棟数 540 棟 540 棟 540 棟 540 棟 540 棟 540 棟 

ラ

イ

フ

ラ

イ

ン 

電力（停電率） 1.3  ％ 1.3  ％ 1.5  ％ 1.5  ％ 1.9  ％ 1.9  ％ 

通信（不通率） 0.4  ％ 0.4  ％ 0.6  ％ 0.6  ％ 1.0  ％ 1.0  ％ 

ガス（供給停止率） 0.0 ％ 0.0 ％ 0.0 ％ 0.0 ％ 0.0 ％ 0.0 ％ 

上水道（断水率） 9.8  ％ 9.8  ％ 9.8  ％ 9.8  ％ 9.8  ％ 9.8  ％ 

下水道 

（管きょ被害率） 
1.5  ％ 1.5  ％ 1.5  ％ 1.5  ％ 1.5  ％ 1.5  ％ 

そ
の
他 

帰宅困難者 

(武蔵野市全域） 
- 人 - 人 27,284 人 27,284 人 27,284 人 27,284 人 

避難者 7,314 人 7,321 人 7,661 人 7,671 人 8,276 人 8,294 人 

エレベーター停止台数 153 台 153 台 154 台 154 台 156 台 156 台 

要配慮者死者数 3 人 3 人 3 人 3 人 5 人 5 人 

自力脱出困難者 30 人 30 人 32 人 32 人 30 人 30 人 

災害廃棄物 6 万ｔ 6 万ｔ 6 万ｔ 6 万ｔ 6 万ｔ 6 万ｔ 
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第３節 地震に関する調査研究 

 第１ 地域危険度測定調査 
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第３章 計画の概要等 

第１節 計画修正の概要 

 第１ 計画の基本目標と基本方針 

 第２ 修正作業の概要 

第２節 修正の視点 

 第１ 修正の視点 

第１部 武蔵野市の総力を結集した地域防災力の高度化に向けて 
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 第２ 主な修正内容 
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第３節 計画の全体像 

第１部 武蔵野市の総力を結集した地域防災力の高度化に向けて

第２部 責務と体制

地域防災計画の概要、東京の現状（地勢等）と被害想定、
計画の概要等、被害軽減と都市再生に向けた目標（減災目標）

第１章 市等の基本的責務と役割

第２章 初動態勢・応急対応体制

第３部 施策ごとの具体的計画（予防・応急・復旧計画）

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 地震後の行動（復旧対策）

第1章 市民と地域の防災力向上

第2章 安全な都市づくりの実現

第3章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保

第4章 自治と連携による応急対応力の強化

第5章 情報通信の確保

市民による自助の備え

地域による共助の推進

事業所防災体制の強化

ボランティアとの協議・連携

消防団による活動体制の充実

自助による応急対策の実施

市民による救出・救助活動

事業所による救出・救助活動

ボランティアとの協働・連携

消防団による救出・救助活動

安全に暮らせる都市づくり

建築物の耐震化及び安全対策の促進

出火、延焼等の防止

長周期地震動への対策の強化

河川施設等の応急対策による二次災害防止

消火・救助・救急活動

危険物等の応急措置による危険防止

公共の安全確保、施設の本来機能の回復

交通関連施設の安全確保

緊急輸送ネットワークの整備

ライフライン施設の安全化

交通ネットワークの機能確保

発災時のライフライン機能の確保

発災時のエネルギー供給機能の確保

緊急輸送路等の機能確保と被害拡大防止

ライフライン機能の早期復旧

初動対応体制の整備

広域連携体制の構築

応急活動拠点の整備

初動態勢

応援協力・派遣要請

応急活動拠点の調整

防災機関相互の情報通信連絡体制の整備

市民への情報提供体制の整備

住民相互の情報連絡等の環境整備

防災機関相互の情報通信連絡体制

広報・広聴体制等

住民相互の情報連絡等

市民・行政・事業所等の連携
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第６章 医療救護等対策

第７章 帰宅困難者対策

第８章 避難者対策

第９章 物流・備蓄・輸送対策の推進

第 10 章 放射性物質対策

第 11 章 住民の生活の早期再建

初動医療体制等の整備

医療品・医療資器材の備蓄・確保

遺体の取扱い

医療施設の基盤整備

初動医療体制

医療品・医療資器材の確保

行方不明者の捜索・遺体の検視・検案・身元確認等

医療施設の確保

防疫活動

火葬体制等

帰宅困難者対策条例に基づく取組の周知徹底

帰宅困難者への情報通信体制整備

帰宅支援体制の整備

一時滞在施設の確保

駅周辺での混乱防止

帰宅困難者の子ども（園児・児童・生徒）等の保護

徒歩帰宅者の支援

代替輸送手段の確保

避難体制の整備

避難所・避難場所等の指定・安全化

避難所の管理運営体制の整備等

避難誘導

避難所の開設、管理運営

被災者の他地区への移送

飲料水・食料・生活必需品等の確保

備蓄倉庫及び輸送拠点の整備

輸送体制の整備

飲料水・食料・生活必需品等の供給

国・他道府県等からの支援物資の受入れ・配分

物資の輸送

飲料水・食料・生活必需品等の安定供給

情報伝達体制の整備

市民への不安払拭・安全確保のための対策

放射線等使用施設の安全化

情報連絡態勢

市民への情報提供等・空間放射線量等の測定

放射線等使用施設の応急措置

保健医療活動

放射性物質への対応

風評被害への対応

生活再建のための事前準備

トイレの確保及びし尿処理

ごみ処理、がれき処理事前対策

生活再建のための応急・復旧対策

トイレの確保及びし尿処理

ごみ処理、がれき処理

し尿処理

ごみ処理、がれき処理

第４部 震災復興計画

付編 東海地震事前対策

復興本部、復興計画、復興マニュアルの仕組み

東海地震の警戒宣言時等に関する事前対策

帰宅困難者の子ども（園児・児童・生徒）等の保護

事業所等における帰宅困難者対策

車中泊

災害時におけるペット対策

車中泊

多様なニーズへの対応

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 地震後の行動（復旧対策）
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第４節 施策相互の連携相関イメージ図 

発災直後から応急復旧に至るまで、全ての対策のベースとなる活動

活動態勢の構築（初動態勢、広域連携等）

情報通信の確保（防災行政無線、無線 LAN 等）

道路ネットワークの確保（交通規制、道路啓開）

発
災
直
後

（各機関）

救出救助

消火活動

自助・共助

救助活動

初期消火

避難支援

医療

救護

活動

避難対策

被災者に

配慮した

運営

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

の支援

など

物流・備蓄

対策

備蓄物資

の供給

燃料の

確保

支援物資

の調達・

輸送・供給

ライフ

ライン

の確保

非常用

電源確保

被害状況

の確認

応急復旧

生活再建

り災証明

義援金

応急仮設

住宅等

24h

72h

連携

派遣

連
携

帰宅困難者等

対策

一斉帰宅

の抑制

帰宅困難者

へ情報提供

一時滞在

施設の確保

帰宅支援

発災後、４日目以降に重点的に行う活動

発災直後から７２時間以内において特に重要な活動
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第４章 被害軽減と市民生活再生に向けた目標（減災目標） 

第１部 武蔵野市の総力を結集した地域防災力の高度化に向けて 
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目標４ ライフラインを６０日以内に９５％以上回復する 
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第１章 市等の基本的責務と役割 

第１節 基本理念及び基本的責務 

 第１ 基本理念 

○ 地震による災害から一人でも多くの生命及び貴重な財産を守るためには、まず第一に「自

らの生命は自らが守る」という自己責任原則による自助の考え方、第二に地域における助

け合いによって「自分たちのまちは自分たちで守る」という共助の考え方、この二つの理

念に立つ市民と公助の役割を果たす市とが、それぞれの責務と役割を明らかにしたうえで、

連携を図っていくことが欠かせない。 

○ 市民の生活の場である市域を、震災から守ることは、行政に課せられた責務である。 

○ 震災対策の推進にあたっては、市が基礎的自治体として第一義的責任と役割を果たすも

のであるとともに、広域的役割を担う都や国と一体となって、市民と連携し、市民や市域

に集う多くの人々の生命及び財産を守り、市域の様々な機能を維持しなければならない。 

 

 第２ 基本的責務 

 １ 市の責務 

○ 市は、災害対策のあらゆる施策を通じて、市民の生命、身体及び財産を震災から保護し、

その安全を確保するとともに、被災後の市民生活の再建及び安定ならびに都市の復興を図

るため、最大の努力を払わなければならない。 

○ 市は、被災時における避難並びに救出及び救助を円滑に行うため必要な体制の確立及び

資器材の整備に努めなければならない。 

○ 市は、災害により重大な被害を受けた場合で、速やかに計画的な都市の復興等を図るた

め必要と認めるときは、市災害復興本部を設置し、必要な対策を講じなければならない。 

 

 ２ 市民の責務 

○ 市民は、災害による被害を防止するため、自己の安全の確保に努めるとともに、相互に

協力し、市民全体の生命、身体及び財産の安全の確保に努めなければならない。 

○ 市民は、次に掲げる事項について、自ら災害に備える手段を講ずるよう努めなければな

らない。 

(1) 建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性の確保 

(2) 家具の転倒・落下・移動防止 

(3) 出火の防止 

(4) 初期消火に必要な用具の準備 

(5) 飲料水及び食料の確保 

(6) 避難の経路、場所及び方法並びに徒歩による帰宅経路についての確認 

第２部 責務と体制 
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(7) 家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段の確保 

○ 市民は、被災後の市民生活の再建及び安定並びに都市の復興を図るため、地域社会を支

える一員としての責任を自覚し、被災後においては、相互に協力し、事業者、ボランティ

ア及び市その他の行政機関との協働により、自らの生活の再建及び居住する地域の復興に

努めなければならない。 

○ 市民は、市その他の行政機関が実施する災害対策事業に協力するとともに、自発的に災

害 対策活動に参加する等災害対策に寄与するよう努めなければならない。 

 

 ３ 事業者・学校等の責務 

○ 事業者・学校等は、市その他の行政機関が実施する災害対策事業及び市民が協働して行

う地域の復興に関する活動に協力するとともに、その社会的責任を自覚し、災害による被

害の防止、被災後の市民生活の再建及び安定並びに都市機能の復興を図るため、最大の努

力を払わなければならない。 

○ 事業者・学校等は、その活動に関して災害による被害を防止するため、来所する顧客・

訪問者、従業者・学生等及び周辺住民並びにその管理する施設及び設備について、その安

全の確保に努めなければならない。 

○ 事業者・学校等は、その管理する事業所・学校等の周辺地域における震災を最小限にと

どめるため、周辺住民に対する震災対策活動の実施等、周辺住民等との連携及び協力に努

めなければならない。 

○ 事業者は、東京都帰宅困難者対策条例（平成 25 年４月施行）に基づき、震災時には、施

設の安全等を確認した上で、従業者を事業所内に待機させるなど、一斉帰宅の抑制に努め

なければならない。そのため、あらかじめ、従業者の３日分の飲料水及び食料等を備蓄す

るよう努めなければならない。  

○ 事業者は、あらかじめ、従業者との連絡手段の確保に努めるとともに、従業者に対して、

家族等との連絡手段を確保すること、避難の経路、場所及び方法並びに徒歩による帰宅経

路の確認等の周知に努めなければならない。  

○ 事業者は、その事業活動に関して災害による被害を防止するため、市及び都が作成する

防災計画を基準として、事業所単位の防災計画（以下、「事業所防災計画」という。）を作

成しなければならない。 

○ 学校等の設置者又は管理者は、大規模災害の発生時に、設置・管理する施設及び設備の

安全性並びに周辺の状況を確認の上、幼児・児童・生徒等に対し、当施設内での待機の指

示その他安全確保のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 
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第２節 市・都及び防災機関の役割 

 第１ 市の役割 

名     称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

 

市 

１ 武蔵野市防災会議及び武蔵野市災害対策本部に関すること 

２ 防災に係る組織及び施設に関すること 

３ 災害に強いまちづくりの推進に関すること 

４ 災害に係る情報の収集、伝達及び被害の調査に関すること 

５ 都及び防災関係機関との連絡調整に関すること 

６ 市民等への避難の指示及び誘導に関すること 

７ 市民等への災害時広報及び災害相談に関すること 

８ 緊急輸送道路及び緊急輸送の確保に関すること 

９ 被災者に対する救助及び避難受け入れに関すること 

10 医療、防疫及び保健衛生に関すること 

11 災害時における飲料水・食料等の供給に関すること 

12 救助物資の備蓄及び調達に関すること 

13 災害時要援護者及び要支援者の支援に関すること 

14 帰宅困難者の支援に関すること 

15 被災した児童及び生徒の応急教育に関すること 

16 自主防災組織・ボランティアへの支援、育成及び指導に関すること 

17 被災した公共施設の応急復旧に関すること 

18 災害復興に関すること 

19 防災に係る知識及び技術の普及啓発に関すること 

20 防災教育及び防災訓練に関すること 

21 過去の災害から得られた教訓を伝承する活動の支援に関すること 

22 応急給水に関すること 

23 水道施設の点検、整備及び復旧に関すること 

24 ごみ処理、し尿処理、がれき処理に関すること 

25 遺体の取り扱いに関すること 

26 他自治体等との連携に関すること 

27 その他災害の発生及び拡大の防止のための措置に関すること 

消    防    団 

１ 水･火災及びその他災害の予防､警戒、防御に関すること  

２ 災害時の情報収集に関すること 

３ 地域住民への火災予防、初期消火、応急救護活動等の普及・啓発に

関すること 

４ 消火活動、救出・救護活動に関すること 

５ その他消防に関すること 
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 第２ 都の役割 

名     称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

都 

１ 東京都防災会議に関すること 

２ 防災に係る組織及び施設に関すること 

３ 災害情報の収集及び伝達に関すること 

４ 自衛隊に対する災害派遣の要請に関すること 

５ 政府機関、他府県、公共機関、駐留軍、海外政府機関等に対する応

援の要請に関すること 

６ 警備、交通規制その他公共の安全と秩序の維持に関すること 

７ 緊急輸送の確保に関すること 

８ 被災者の救出及び避難誘導に関すること 

９ 人命の救助及び救急に関すること 

10 消防及び水防に関すること 

11 医療、防疫及び保健衛生に関すること 

12 帰宅困難者の支援に関すること 

13 市が行う応急給水の支援に関すること 

14 救助物資の備蓄及び調達に関すること 

15 被災した児童及び生徒の応急教育に関すること 

16 市区町村による防災市民組織の育成への支援、ボランティアの支援

及び過去の災害から得られた教訓を伝承する活動の支援に関するこ

と 

17 公共施設の応急復旧に関すること 

18 災害復興に関すること 

19 市区町村及び防災関係機関との連絡調整に関すること 

20 防災に係る知識及び技術の普及啓発に関すること 

21 事業所防災に関すること 

22 防災教育及び防災訓練に関すること 

23 その他災害の発生及び拡大の防止のための措置に関すること 

警 視 庁 

第 八 方 面 本 部 

武 蔵 野 警 察 署 

１ 被害実態の把握と各種情報の収集に関すること 

２ 被災者の救出及び避難・誘導に関すること 

３ 行方不明者の捜索及び調査に関すること 

４ 遺体の見分（検視）に関すること 

５ 交通規制に関すること 

６ 公共の安全と秩序の維持に関すること 

７ 緊急通行車両確認標章の発行に関すること 

東 京 消 防 庁 

第 八 方 面 本 部 

武 蔵 野 消 防 署 

１ 水･火災及びその他災害の救助､救急情報に関すること 

２ 水･火災及びその他災害の予防､警戒及び防御に関すること 

３ 人命の救助及び救急に関すること 

４ 危険物施設(石油コンビナート等特別防災区域を除く)及び火気使用

設備器具類等の安全化のための規制指導に関すること 

５ 市民の防災知識の普及及び防災行動力の向上並びに事業所の自主防

災体制の指導育成に関すること 

６ 応急救護知識・技術の普及及び自主救護能力の向上に関すること 

都 税 事 務 所 
１ 被災者に対する都税の減免及び徴収猶予に関すること 

２ 災害時における市区町村の応援に関すること 
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名     称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

北 多 摩 南 部 建 設 事 務 所 

１ 道路、橋りょう及び河川の保全に関すること 

２ 道路、河川等の災害予防、災害応急対応及び災害復旧に関すること 

３ 水防に関すること 

４ 河川、道路等の障害物の除去に関すること 

多 摩 府 中 保 健 所 
１ 保健医療全般の情報センターに関すること 

２ 防疫その他の保健衛生に関すること 

西 部 公 園 緑 地 事 務 所 １ 公園の保全、復旧及び震災時の利用に関すること 

東 京 都 下 水 道 局 

流 域 下 水 道 本 部 

１ 下水道施設の点検、整備及び復旧に関すること 

２ 仮設トイレ等のし尿の受け入れ・処理に関すること 

 第３ 指定地方行政機関の役割 

○ 指定地方行政機関とは、災害対策基本法第２条第４号に基づき、指定行政機関の地方支

分部局その他の国の地方行政機関のうち、防災行政上重要な役割を有するものとして内閣

総理大臣が指定するものである。 

名     称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

東 京 管 区 気 象 台 

（ 気 象 庁 ） 

１ 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関すること 

２ 気象業務に必要な観測体制の充実及び予報、通信等の施設や設備の

整備に関すること 

３ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限

る。）、水象の予報及び警報･注意報、並びに台風、大雨、竜巻等突風

に関する情報等の防災機関への伝達及びこれらの機関や報道機関を

通じた住民への周知に関すること 

４ 気象庁が発表する緊急地震速報（警報）に係る緊急地震速報の利用

の心得などの周知・広報に関すること 

５ 市町村が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ

等の作成に関する技術的な支援・協力に関すること 

６ 災害の発生が予想されるときや、災害発生時における、都道府県や

市町村に対する気象状況の推移やその予想の解説等に関すること 

７ 都道府県や市町村、その他の防災関係機関と連携した防災気象情報

の理解促進、防災知識の普及啓発活動に関すること 

 第４ 自衛隊の役割 

名     称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

陸 上 自 衛 隊 

第 １ 師 団 

第 １ 後 方 支 援 連 隊 

１ 災害派遣の計画及び準備に関すること 

２ 災害派遣の実施に関すること 
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 第５ 指定公共機関の役割 

○ 指定公共機関とは、災害対策基本法第２条第５号に基づき、公共的機関及び公益的事業

を営む法人のうち、防災行政上重要な役割を有するものとして内閣総理大臣が指定するも

のである。 

名     称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

日 本 郵 便 株 式 会 社 

（ 武 蔵 野 郵 便 局 ） 

１ 郵便物送達の確保、窓口業務の維持及びこれら施設等の保全に関

すること 

２ 災害時における郵便業務に係る災害特別事務取扱に関すること 

(1) 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

(2) 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

(3) 被災地宛救助用郵便物の料金免除 

(4) 被災者援助団体に対するお年玉付郵便葉書等寄附金の配分 

東日本旅客鉄道株式会社 

（吉祥寺駅･三鷹駅･武蔵境駅） 

１ 鉄道施設等の保全に関すること 

２ 震災時における鉄道車両等による救助物資及び避難者輸送の協力

に関すること 

３ 施設利用者の救護及び避難誘導、駅の混乱防止に関すること 

Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本 
１ 電信及び電話施設の建設並びにこれらの施設の保全に関すること 

２ 災害非常通話の調整及び気象予警報の伝達に関すること 

日本赤十字社（東京都支部） 

（武蔵野赤十字病院） 

１ 震災時における医療救護班の編成及び医療救護・助産活動・遺体

検案等の実施に関すること 

２ 災害時における避難所での救護所開設及び運営に関すること 

３ 日赤奉仕団及び防災ボランティアの活動に関すること 

４ 輸血用血液の確保、供給に関すること 

５ 義援金の受領、配分及び募金に関すること（原則として義援品に

ついては受け付けない） 

６ 赤十字エイドステーション（帰宅困難者支援所）の設置・運営に

関すること 

７ 災害援護品の支給に関すること 

８ 日赤医療施設等の保全、運営に関すること 

９ 外国人安否調査に関すること 

10 遺体の検案協力に関すること 

11 武蔵野市地域防災計画に整合した災害救護に関する訓練の実施に

関すること 

日 本 通 運 株 式 会 社 

（ 多 摩 支 店 ） 

１ 震災時における貨物自動車（トラック）による救助物資及び避難

者等の輸送の協力に関すること 

佐 川 急 便 株 式 会 社 

（ 中 野 営 業 所 ） 

１ 震災時における貨物自動車（トラック）による救助物資及び避難

者等の輸送の協力に関すること 

東京電力パワーグリッド株式会社 

（ 武 蔵 野 支 社 ） 

１ 電力施設等の建設及び安全保安に関すること 

２ 電力需給に関すること 

東 京 ガ ス グ ル ー プ 

１ ガス施設（装置、供給及び製造設備を含む。）の建設及び安全保安

に関すること 

２ ガスの供給に関すること 
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名     称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

株 式 会 社 Ｎ Ｔ Ｔ ド コ モ 

１ 携帯電話等の移動通信施設の建設及びこれらの施設の保全に関す

ること 

２ 災害時における移動通信の疎通確保と通信設備の復旧に関するこ

と 

Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ 株 式 会 社 

１ 電気通信事業の運営に関すること 

２ 災害時における移動通信の疎通確保と通信設備の復旧に関するこ

と 

エヌ・ティ・ティコミュニケ

ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社 

１ 国内・国際電話等の通信の確保に関すること 

２ 災害時における移動通信の疎通確保と通信設備の復旧に関するこ

と 

日 本 放 送 協 会 

１ 報道番組（気象予警報及び被害状況等を含む。）に関すること 

２ 広報（避難所等への受信機の貸与等を含む。）に関すること 

３ 放送施設の保全に関すること 

 第６ 指定地方公共機関の役割 

○ 指定地方公共機関とは、地方独立行政法人及び公共的施設の管理者並びに都道府県の地

域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人のうち、知事が指定、

告示する機関である。 

名     称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

京 王 電 鉄 株 式 会 社 

（ 吉 祥 寺 駅 ） 

１ 鉄道施設等の安全保安に関すること 

２ 震災時における鉄道車両等による救助物資及び避難者輸送の協力

に関すること 

３ 施設利用者の救護及び避難誘導、駅の混乱防止に関すること 

西 武 鉄 道 株 式 会 社 

（ 武 蔵 境 駅 ） 

 第７ 公共的団体の役割 

○ 公共的団体とは、およそ公共的活動をする全ての団体である。（第１から第６までに掲げ

た機関又は団体を除く。） 

 

 

 １ 市防災会議委員が所属する機関・団体の役割 

名     称 防 災 上 の 役 割 の 大 綱 

一 般 社 団 法 人 

武 蔵 野 市 医 師 会 

１ 医療及び助産活動に関すること 

２ 防疫の協力に関すること 

公益社団法人東京都武蔵野市 

歯 科 医 師 会 

１ 歯科医療活動に関すること 

２ 遺体の身元確認に関すること 

一 般 社 団 法 人  

武 蔵 野 市 薬 剤 師 会 
１ 医薬品の調達、調剤、服薬指導及び医薬品の管理に関すること 

武 蔵 野 市 赤 十 字 奉 仕 団 １ 被災者への支援、義援物資の配分等の協力に関すること 
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武 蔵 野 商 工 会 議 所 

１ 災害時における物資、資材の調達の協力に関すること 

２ 災害時における帰宅困難者等の一時滞在に要する施設の提供に関

すること 

３ 商店街の復旧対策指導に関すること 

４ 工場施設等の復旧対策指導に関すること 

株式会社エフエムむさしの １ 緊急放送に関すること 

２ 災害時における広報活動及び被害状況等の速報に関すること 

３ 放送施設の保全に関すること 

株式会社ジェイコム東京 

 武 蔵 野 ・ 三 鷹 局 

 ２ 地域団体等の役割 

○ 地域団体等とは、様々な目的のため市内で活動する事業者、団体及び組織等であり、災

害時に自発的又は市からの要請により、応急・復旧業務を実施又は応援する団体等である。 

名     称 活  動  の  大  綱 

武 蔵 野 市 民 防 災 協 会 

１ 市民に対する防災意識の普及啓発及び防災知識・技術の普及啓発に

関すること 

２ 地域の防災点検（防災タウンウォッチング）及び防災器具等の点検・

調査の実施に関すること 

３ 避難所運営組織及び自主防災組織の設立及び活動への協力に関する

こと 

４ 避難者の誘導及び救助・救出の協力に関すること 

５ 地域の公園等に設置されている防災用トイレやかまどの組み立て等

に関すること 

６ 一時集合場所・避難所の開設及び運営への協力に関すること 

７ 被災状況調査、広報活動等災害対策業務全般についての協力に関す

ること 

８ 防災推進員への啓発及び活動のとりまとめに関すること 

武蔵野文化生涯学習事業団 

武蔵野健康づくり事業団 

武蔵野市給食・食育振興財団 

武蔵野市シルバー人材センター 

武 蔵 野 市 開 発 公 社 

１ 災害時における応急対策及び復旧活動の協力に関すること 

武 蔵 野 市 子 ど も 協 会 
１ 災害時における応急対策及び復旧活動の協力に関すること 

２ 災害時要配慮者（乳幼児等）への支援に関すること 

吉 祥 寺 駅 周 辺 混 乱 

防 止 対 策 協 議 会 

１ 吉祥寺駅周辺の混乱防止に関すること 

２ 吉祥寺駅周辺の帰宅困難者及び滞留者の誘導並びに一時滞在に関す

ること 

３ 吉祥寺駅周辺の帰宅困難者及び滞留者への情報並びに物資等の提供

に関すること 

４ 吉祥寺駅周辺の帰宅困難者及び滞留者の帰宅支援に関すること 

コ ミ ュ ニ テ ィ 協 議 会 １ 災害時地域支え合いステーションに関すること 

武蔵野市民生児童委員協議会 １ 地域の実情を把握し、情報の収集・提供への協力に関すること 
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小中学校校長会・副校長会 

小中学校ＰＴＡ連絡協議会 

武蔵野市青少年問題協議会 

地 区 委 員 会 

１ 防災啓発活動に関すること 

２ 避難所及び一時集合場所との応援協力に関すること 

３ 防災活動拠点に関すること 

武 蔵 野 防 火 防 災 協 会 

武 蔵 野 交 通 安 全 協 会 

武 蔵 野 防 犯 協 会 

市 民 安 全 パ ト ロ ー ル 隊 

１ 防災啓発活動に関すること 

２ 応急対策及び復旧活動の応援協力に関すること 

武 蔵 野 市 商 店 会 連 合 会 
１ 買物客等に対する避難誘導等防災対策に関すること 

２ 緊急連絡網づくりに関すること 

東京都建築士事務所協会 

北 部 支 部 
１ 被災建築物応急危険度判定の協力に関すること 

関 東 バ ス 株 式 会 社 

武 蔵 野 営 業 所 

小 田 急 バ ス 株 式 会 社 

吉 祥 寺 営 業 所 

１ バスによる輸送の確保に関すること 

地域福祉活動推進協議会 

（ 地 域 社 協 ） 
１ 災害時要援護者対策事業に関すること 

福 祉 関 係 事 業 者 １ 災害時要援護者の生活支援に関すること 

体 育 、 文 化 社 会 教 育 等 

関 係 団 体 
１ 応急対策及び復旧活動の協力に関すること 

地域福祉活動推進協議会【再掲】 

（ 地 域 社 協 ） 

武蔵野市シルバー人材センター【再掲】 

防 災 推 進 員 

市民安全パトロール隊【再掲】 

１ 避難行動の支援に関すること 

市 民 社 会 福 祉 協 議 会 
１ 武蔵野市災害ボランティアセンターの開設及び運営に関すること 

２ 被災者支援等に関すること 
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 第８ 自主防災組織・避難所運営組織の役割 

名     称 活  動  の  大  綱 

自 主 防 災 組 織 

１ 地域住民への災害に関する情報伝達、広報公聴活動に関すること  

２ 出火防止及び初期消火に関すること 

３ 避難者の誘導及び救助・救出の協力に関すること 

４ 被災者に対する炊き出し、救護物資の配分及び避難所内の生活支援

等の協力に関すること 

５ 被災状況調査、広報活動等災害対策業務全般についての協力に関す

ること 

避 難 所 運 営 組 織 

１ 地域住民への災害に関する情報伝達、広報公聴活動に関すること  

２ 避難者の誘導及び救助・救出の協力に関すること 

３ 一時集合場所・避難所の開設及び運営に関すること 

４ 被災者に対する炊き出し、救護物資の配分及び避難所内の生活支援

等に関すること 

５ 被災状況調査、広報活動等災害対策業務全般についての協力に関す

ること 

６ 一時集合場所・避難所における訓練等の実施に関すること 
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第２章 初動態勢・応急対応体制 

○ 災害が発生した場合は、各防災関係機関はあらかじめ定めてある所掌事務又は業務

に従って行動する。 

○ 大規模な災害が発生した場合、市は災害対策本部を設置するとともに、防災関係機

関と連携し、迅速な初動態勢により応急活動を開始する。 

○ 特に被害が広範囲に及び、市のみでの対応が困難な場合は、国、都、被災していない

他市区町村及び民間等の協力を得て災害対策を実施する。 

【 実 施 担 当 】 

項 目 

実施担当 

市担当 
関係機関等 

非常配備態勢 

第１節 武蔵野市災害対策本部の組織・運営 

市長 

関係各部 

本部管理部  本部管理班 

都 

第２節 初動及び職員の活動態勢 
市長 

関係各部 

 

第３節 防災会議の招集 
市長 

本部管理部  本部管理班 

 

第４節 防災関係機関の活動態勢 
関係各部 関係機関 

第１節 武蔵野市災害対策本部の組織・運営 

 第１ 本部の設置及び廃止 

○ 市長は、災害時においては、法令、東京都地域防災計画及び本計画の定めるところによ

り、都・隣接自治体及び防災関係機関並びに市民等の協力を得て、応急対策を実施する責

務を有する。 

○ 市長は、市の地域において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、非

常配備態勢を発令する必要があると認めたときは、武蔵野市災害対策本部（以下「本部」

という。）を設置する（地震の場合は、原則震度５弱以上を本部設置の目安とする）。 

○ 本部の組織及び運営は、災害対策基本法、武蔵野市災害対策本部条例、同条例施行規則

及び同運営要綱の定めるところによる。 

 １ 本部設置の通知等 

(1) 本部管理部長（防災安全部長）は、本部が設置されたときは直ちに、次に掲げる者の

うち必要と認めた者に本部の設置を通知する。 

第２部 責務と体制 
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ア 災害対策副本部長（以下「副本部長」という。） 

イ 災害対策本部員（以下「本部員」という。） 

ウ 東京都知事 

エ 隣接市区長 

オ 武蔵野警察署長 

カ 市内にある指定公共機関及び指定地方公共機関の長 

キ その他必要と認めた者 

(2) 本部員は、本部設置の通知を受けた場合、その旨を所属職員に周知徹底する。 

 ２ 本部の標示の掲出 

○ 本部が設置された場合は、武蔵野市防災安全センター又は適当な場所に「武蔵野市災害

対策本部」の標示を掲出する。 

 ３ 本部の廃止 

○ 災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、市の地域において災害が発生するおそ

れが解消したと認めたとき、または災害応急対策がおおむね完了したと認めたときは、本

部を廃止する。 

○ 本部の廃止の通知等は、本部の設置の通知等に準じて処理する。 

 第２ 本部の組織 

 １ 組織 

(1) 本部は、本部長室、部及び班をもって構成する。 

(2) 本部長室は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。 

(3) 部に部長、班に班長をおく。 

(4) 本部長室、部及び班に属すべき本部の職員は、市長が別に定める。 

(5) 本部長は、災害応急対策のため必要があると認めたときは、現地災害対策本部を置く。 

 第３ 本部長等の職務 

 １ 本部長 （市長） 

○ 市本部の事務を総括し、本部職員を指揮監督する。 

 

 ２ 副本部長 （副市長及び教育長） 

○ 本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。（代理順は第一副市

長、第二副市長、教育長とする。） 

 

 ３ 本部員 

○ 本部長の命を受け、部の事務を掌理する。 
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 第４ 本部長室の所掌事務 

 １ 構成 

○ 本部長室は、次の者をもって構成する。

(1) 本部長 

 ・市 長 

(2) 副本部長

 ・副市長 ・教育長 

(3) 本部員 

・武蔵野市組織規則第４条に規定する部長、担当部長及び参事 

・会計管理者       ・水道部長     ・教育部長 

・選挙管理委員会事務局長 ・監査委員事務局長 ・議会事務局長 

・総合政策部秘書広報課広報担当課長

・防災安全部安全対策課長 ・防災安全部防災課長

・消防団長        ・武蔵野消防署長 

 ２ 所掌事務 

○ 本部長室は、次の事項について本部の基本方針を審議策定する。 

(1) 非常配備態勢及び本部の廃止に関すること。 

(2) 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。 

(3) 避難指示等に関すること。 

(4) 都、他市区町村に対する応援の要請に関すること。 

(5) 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。 

(6) 上記に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。 

 第５ 職務代行者 

○ 職務代行者は、本部員が部に所属する課長級以上の職にあるもののうちから、あらかじめ

指名し、災害発生時に本部員が参集するまでの間、本部の指示や計画に基づく応急対策等に

ついて職員を指揮するなど本部員の職務を代行する。 

 第６ 本部連絡員 

○ 本部長室と部の連絡及び部相互間の連絡調整を推進するため、各部ごとに本部連絡員を置

く。 

○ 本部連絡員は、原則として部に属する庶務担当課長とし、あらかじめ部長が指名する。 
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【図表２－２－１ 

 災害対策本部組織図】 

災 対 環 境 部

災対健康福祉部

災対水道部

災対都市整備部

災対教育部

災対総務部

本 部 長 室

副

本

部

長
（
副
市
長
・
教
育
長
）

本 

部 

員 
○武蔵野市組織規則第４条

に規定する部長、室長、

担当部長及び参事

○水道部長

○教育部長

○選挙管理委員会事務局長

○会計管理者

○議会事務局長

○監査委員事務局長

○会計管理者

○防災安全部防災課長

○防災安全部安全対策課長

○企画政策室広報課長

防 災 会 議

本 部 員

本
部
連
絡
員

本部管理部

災対財務部

災対市民部

庶務班（企画調整課）

庶務班（総務課、自治法務課、選挙管理委員会事務局）

管財施設班（管財課、施設課）

庶務班（産業振興課）

被害調査班（市民税課、資産税課、納税課）

庶務班（環境政策課）
物資管理搬送班（産業振興課、環境政策課〔再掲〕、むさしのエコ reゾート）

防疫・動物班（環境政策課〔再掲〕）

公園班（緑のまち推進課）

庶務班（地域支援課、保険年金課）

避難行動要支援者対策班（高齢者支援課、障害者福祉課、生活福祉課、

地域支援課〔再掲〕、(社福)武蔵野、(一財)福祉公社、武蔵野市民社会福祉協議会〔再掲〕、(公社)シルバー人材センター）

庶務班（まちづくり推進課）

道路管理班（道路管理課）

交通対策班（交通企画課）

建物調査班（建築指導課、住宅対策課、用地課、土地開発公社、吉祥寺まち
づくり事務所〔再掲〕

庶務班（財政課）

出納班（会計課）

庶務班（子ども子育て支援課）

本 
 

部 
 

長
（
市
長
）

災対総合政策部

物資管理搬送班（産業振興課〔再掲〕、多文化共生・交流課、 

（公財）武蔵野文化生涯学習事業団＜総合体育館＞、(公財)国際交流協会） 

下水道管理班（下水道課）

庶務班（水道部総務課）

復旧班（水道部工務課）

庶務班（教育企画課）
避難所班（指導課、教育支援課、図書館、(公財) 武蔵野文化生涯学習事業団＜
武蔵野プレイス＞、(財)給食・食育振興財団、市立小中学校）

遺体収容班（生涯学習スポーツ課、生涯学習スポーツ課〈市民会館〉）

災対子ども家庭部 避難所班（子ども育成課、子ども子育て支援課〔再掲〕、
児童青少年課、(公財)子ども協会）

○武蔵野市組織規則第４条

に規定する部長、担当部長

及び参事

○会計管理者

○水道部長

○教育部長

○選挙管理委員会事務局長

○監査委員事務局長

○議会事務局長

○総合政策部秘書広報課広

報担当課長

○防災安全部安全対策課長

○防災安全部防災課長

〇消防団長

〇武蔵野消防署長

庶務班（安全対策課）

災害廃棄物処理班（ごみ総合対策課）

帰宅困難者対策班（吉祥寺まちづくり事務所、(一財)開発公社）

帰宅困難者対策班（市民課、市政センター）

被災者対応班（市民課、市政センター〔再掲〕）

コールセンター班（市民活動推進課）

支え合いｽﾃｰｼｮﾝ班（市民活動推進課〔再掲〕）

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ班（ (公財)武蔵野文化生涯学習事業団）

医療班（健康課、(公財)健康づくり事業団）

義援金等対応班（地域支援課〔再掲〕、武蔵野市民社会福祉協議会、
保険年金課〔再掲〕）

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ班（地域支援課〔再掲〕、武蔵野市民社会福祉協議会〔再掲〕）

災対監査委員事務 物資管理搬送班（監査委員事務局）

災対議会事務局 議会班（議会事務局）

帰宅困難者対策班（生涯学習スポーツ課、(公財)武蔵野文化生涯学習事業団〈武蔵

野プレイス〉

本部管理班（防災課、安全対策課〔再掲〕、他派遣職員）

資産活用班（資産活用課）

秘書広報班（秘書広報課）

受援応援班（人事課、総務課〔再掲〕、自治法務課〔再掲〕、選挙管理委員会事務局〔再掲〕）

情報政策班（情報政策課）
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 第７ 現地災害対策本部の分掌事務等 

○ 必要に応じて、現地災害対策本部を設置する。 

名 称 分 掌 事 務 等

現 地 災

害対策

本部

１ 構成員

(1) 現地災害対策本部長は、本部長が指名する副本部長または本部員とする

(2) 同副本部長は、本部長が指名する本部の職員とする

(3) 現地災害対策本部員は、本部長が指名する者とする

(4) 現地災害対策本部員は、防災関係機関の長が指名する職員とする

２ 分掌事務

(1) 被害及び復旧状況の情報分析に関すること

(2) 東京都及び関係機関との連絡調整に関すること

(3) 現場部隊の役割分担及び調整に関すること

(4) 自衛隊の災害派遣に係る意見具申に関すること

(5) 本部長の指示による応急対策の推進に関すること

(6) 各種相談業務の実施に関すること

(7) その他緊急を要する応急対策の実施に関すること

３ 設置場所

災害現場等

 第８ 本部の運営 

 １ 本部長室の運営 

(1) 本部長室の開設 

○ 本部管理部長は、本部が設置されたとき、原則として防災安全センター（市庁舎西棟

５階）に直ちに本部長室を開設する。 

○ 本部管理部長は、本部長室の機能を確保するため、防災行政無線、衛星携帯電話、災

害時優先電話設備の保全等に必要な措置を行う。 

○ 本部長室開設後は、本部管理部長が運営を統括し、本部を構成する部及び防災関係機

関の総合調整を行う。 

 

(2) 災害対策本部会議 

○ 本部長は、所掌事務について審議する必要があると認めるときは、本部員を招集し、

災害対策本部会議を開催する。 

○ 本部長は、特に必要があると認めるときは、本部長室の構成員以外の者の出席を求め

ることができる。 

○ 本部員は、災害対策本部会議に付議すべき事項があるときは、速やかに付議しなけれ

ばならない。 
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(3) 本部連絡員調整会議 

○ 本部管理部長は、部相互間の連絡調整を図る必要があると認めたとき、もしくは、本

部員又は本部連絡員から要請があったときは、本部連絡員調整会議を招集する。 

 

(4) 対策調整会議 

○ 本部管理部長は、災害対策活動の実施について総合調整を図る必要があると認めたと

きは、関係する部その他防災関係機関を構成員とする対策調整会議を開催する。 

 

(5) 庶 務 

○ 本部長室の庶務は、本部管理部本部管理班が行う。

 

 ２ 都の現地災害対策本部との連携 

○ 都の現地対策本部が設置された場合、本部は現地対策本部との連携を密にして、円滑な

応急対策の推進を図るものとする。

 ３ 本部と報道機関との連絡 

○ 本部の報道機関に対する発表は、災対総合政策部秘書広報班が記者クラブまたは、臨時

記者クラブにおいて行う。

 ４ 本部の通信 

○ 本部の通信の運用管理は、本部管理部長が統括し、本部管理部本部管理班長が補佐する。 

○ 本部員は、本部が設置されたときは、直ちに通信連絡態勢の確保を図る。 

○ その他本部の通信の運用管理については、震災編 第３部 第５章 【応急対策】 第

１節 第１「情報連絡体制」に定めるところによる。

 

 ５ 本部長への措置状況等の報告 

○ 本部員及び部長は、次の事項について、速やかに本部長に報告する。

(1) 調査・把握した被害状況等 

(2) 実施した応急措置の概要 

(3) 今後実施しようとする応急措置の内容 

(4) 本部長から特に指示された事項 

(5) その他必要と認められる事項 

 第９ 本部の運営を確保する施設 

 １ 防災安全センター 

○ 防災安全センターは、武蔵野市における災害等の情報収集や情報連絡、情報分析及び災

害対策の審議、決定、指示を行う拠点施設である。

○ 防災安全センターは次の機能を有する。 

(1) 情報収集、蓄積、分析、伝達機能 
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(2) 審議、決定、調整機能 

(3) 指揮、命令、連絡機能 

○ 防災安全センターの各室の機能

 第１０ 災害対策本部の設置に至らない措置 

○ 市長は、市の地域において、本部を設置するに至らない程度の災害が発生し、又は発生す

るおそれがある場合で、その対策に緊急を要すると認めたときは、応急対策本部を設置し、

応急対策態勢の確保を命ずる。 

 １ 応急対策本部の設置及び応急活動態勢の創設 

(1) 第１次応急対策本部 

○ 市内各所で被害が発生するおそれがあり、若しくはすでに局所被害が発生し、又はそ

の他の状況により、防災安全部を担任する副市長が必要と認めたときに設置する。 

○ 市関係施設の点検及び管理を行うことができる態勢で、かつ、市内各所についての局

所被害に対処することができる態勢とする。 

階層 名 称 役 割 

５階 対策本部室 ・防災会議や災害対策本部会議等を開催する。 

・集積した被害情報を検証し、迅速かつ的確な災害対策を

判断し、意思決定を図る。 

防災情報室 ・非常時には、防災行政無線や衛星携帯電話などの様々な

通信ツールを活用して情報の収集・整理・提供を行う。 

・災害に関わるすべての情報を収集し、一元的に集約され

た情報を分析し、対策本部室での意思決定を支援する。 

・迅速な対応が必要となる情報拠点であるため、防災安全

部事務室と連続した配置とする。 

機関連絡室 ・災害時に関係機関の連絡員が待機し、災害対策本部と各

機関との間で情報連絡を行う。 

・関係機関相互の情報交換を行う。 

消防団本部室 ・緊急時に武蔵野市消防団員が参集し、消防団活動の全指

揮をとる。 

４階 各会議室 ・災害対策活動が長期化する場合を想定し、職員が交代で

仮眠する。 

・通常は会議室として使用する。 

緊急放送室 ・「災害時における緊急放送に関する協定」に基づき、株

式会社エフエムむさしのが緊急放送を行う。 

活動準備室 ・災害対策に必要な防災装備品等を保管する。 

災害従事職員用備蓄室 ・災害対策活動が長期化する場合を想定し、食料や寝袋等

を備蓄する。 
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(2) 第２次応急対策本部 

○ 第１次応急対策本部では対応することができない被害が発生し、若しくはその他の状

況により、防災安全部を担任する副市長が必要と認めたとき又は東海地震注意情報に接

した場合に設置する。 

(3) 応急活動態勢 

○ 市関係施設の点検及び管理を行うことができる態勢で、かつ、市の地域についての災

害に対処することができる態勢とする。

（資料第 19（応急対策本部の編成）） 

第２節 初動及び職員の活動態勢 

 第１ 市職員の初動期における応急対策活動（態勢・参集） 

 １ 市職員の初動期における応急対策活動 

○ 市職員とは、任期の定めのない常勤職員、定年前再任用短時間勤務職員（暫定再任用職

員を含む。以下同じ。）及び会計年度任用職員（パートナー職）を指す。以下、市職員とい

う。

○ 武蔵野市の区域内で原則震度５弱以上の災害発災直後から２～３日程度（初動期）は、

危機管理体制、情報通信、道路ネットワークの全ての対策のベースとなる活動及び救出救

助、消火、医療救護、避難、物流・備蓄、帰宅困難者対策、ライフラインなど人命・人身

に係る応急対策活動に重点を置くため、全職員体制で対応する。 

○ 【参集】武蔵野市の区域内で震度５弱以上の地震発生を確認したとき、もしくは災害発

生時において市長から出動命令が発せられた時は、勤務時間内外を問わず市職員は速やか

に指定された場所に参集し、災害対応に従事する。この際、常勤職員及び定年前再任用短

時間勤務職員については、特殊勤務手当（緊急出動手当）が支給されるが、会計年度任用

職員には当該制度がなく、夜間や休日発災時の緊急参集に課題があったことから、常勤職

員及び定年前再任用短時間勤務職員に準じた制度を整備していく。 

  ○ 応急対策活動は次の態勢からなる。

○ 【緊急初動態勢】市初動本部として、災害に関する情報の収集や関係機関との連絡、混

乱防止などの活動を実施する態勢を指す。 

  ○ 【非常配備態勢】市災害対策本部として、災害の初動、応急・復旧対策を全市職員の総

力をもってあたる態勢を指す。

○ 【緊急初動態勢】及び【非常配備態勢】は、武蔵野市の区域内で震度５弱以上の地震発

生を確認したとき、もしくは災害発生時において市長から出動命令が発せられた時は、初

動要員を対象に「緊急初動態勢」を発動する。初動要員を除く市職員は「非常配備態勢」

の発動を前提として活動を行う。 

○ 活動拠点となる市施設については、防災行政無線、防災情報システムなど応急対策活動

の実施に必要な資器材を活用する。 

○ 非常配備態勢の初動期の活動を充分に行うためには、技能資格（トラックの運転、チェ

ーンソーやクレーンの操作等）を持った市職員が必要となることが想定される。職場への
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配置や資格取得促進の是非を研究していく。

○ 職員参集の基準、活動態勢の詳細は次のとおりとする。 

 第２ 市職員の参集 

 １ 市職員の参集 

○ 市職員は、次の場合速やかに指定された場所に参集するものとする。 

(1) 武蔵野市の区域内で、以下の震度の地震発生を確認したとき。
(2) 災害発生時において、市長から出動命令が発せられたとき。

震度 態勢名 参集職員 参集場所 

おおむね４以上 
または、震度によらず帰宅
困難者の発生が予測され
防災安全部長から指示が
あった場合 

情報収集連絡
態勢 

防災安全部職員 防災センター 

５弱以上 
 

緊急初動態勢 初動本部要員 ・防災センター 
・各駅３箇所 

初動支部要員 各避難所 20 箇所 
※災対避難所班に引き継
いだのち災対各部へ配置 

非常配備態勢 
 

上記外の市職員 勤務場所等（各部であら
かじめ決められた場所） 

震度によらず、防災安全部
を担任する副市長が必要と
認めたとき又は東海地震注
意情報に接した場合に設置 

応急活動態勢 応急対策本部職
員 

勤務場所 

○ 勤務時間内外において、武蔵野市の区域内で震度５弱以上を観測する地震が発生した場

合は、初動要員（初動本部要員、初動支部要員）はあらかじめ決められた場所に向かう。

初動要員以外の市職員は、勤務場所等の災対各部で決められた場所に向かう。 

○ 初動要員の組織図は 本節 第４「市職員の緊急初動態勢」を参照。 

○ 職員の非常配備態勢は本節 第５「市職員の非常配備態勢」を参照。 

 

 ２ 参集時の留意事項 

(1) 参集者の服装及び携行品 

○ 災害応急活動に適した服装（災害対策服など）とし、タオル、飲料水、食料及び携帯ラ

ジオ、懐中電灯等の必要な用具をできる限り携行する。 

(2) 被害状況の報告 

○ 市職員は、参集途上に知り得た状況又は災害情報を参集場所の指揮者に報告し、指揮者

は口頭及び防災情報システムにおいて災害対策本部に報告すること。なお人命にかかわる

ものについては速やかに市初動本部に報告を行うこと。 

(3) その他 

○ 市職員は、あらかじめ定められた地震災害時における配置体制及び自己の任務を十分習

熟しておかねばならない。 

○ 職員は、災害応急対策を遂行するため、徒歩あるいは自転車等あらゆる手段を講じて出

動する。 
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○ 被災により、鉄道の不通や道路交通の利用不能等、あらゆる手段によっても定められた

配置部署につくのが不可能な場合は、安否確認情報システム等の通信連絡により所属長又

は本部の指示を受けなければならない。 

 ３ 市職員の服務 

○ 災害対策本部が設置された場合は、全市職員は本部（非常配備態勢）に移行し、次の事

項を遵守して、総力をもって災害対策を実施しなければならない。

(1) 常に災害に関する情報及び本部関係の指示に注意すること。 

(2) 不急の行事、会議、又は出張を中止すること。 

(3) 勤務時間中の地震発生時においては、勤務時間終了後も職員は帰宅せず、「職場待機」

を原則とすること。ただし、乳幼児及び重度の介護が必要な同居家族がいる場合は、災

害応急対策上支障がない範囲で所属する災害対策本部の各部長の判断により帰宅を認め

るものとする。 

(4) 勤務場所を離れている場合においても、常に所在を明らかにし、進んで上司と連絡を

とるよう努めること。 

(5) 武蔵野市の区域内で地震（震度５弱以上）等による災害が発生したときは、万難を排

し参集すること。 

(6) 武蔵野市安否確認システムにより連絡を受けた場合は、迅速に安否情報及び参集可否

情報等を応答すること。 

(7) 参集途中や非常配備態勢のなかで人命にかかわる情報があった場合には速やかに上

司に報告し、市初動本部に報告おこなうこと。報告後速やかに防災情報システムに情報

を入力すること。 

(8) 市内において救出救助案件が多数発生し、警察署、消防署、消防団では人員が不足す

る場合には、速やかに救出救助を行うこと。

 第３ 各種態勢 

１ 態勢一覧 

本部など 態勢名 要件 活動内容等 

防災安全部を
中心に実施 

情報収集連絡
態勢（防災安
全部職員） 

・武蔵野市の区域内で、地震
による帰宅困難者の発生及
び停電等が発生したとき、
又はこれらの発生が予測さ
れる場合。 
・災害発生時において、防災
安全部長から出勤命令が発
せられたとき。 

・災害に関する情報の収集、
関係機関との連絡及び職員
招集の準備を主とした態勢
とする。 

初動本部 緊急初動態勢
（初動要員） 

・武蔵野市の区域内で、「震度
５弱以上」の地震発生を確
認したとき。 
・災害発生時において、防災
安全部長（初動本部長）か
ら出動命令が発せられたと
き。 

・平日昼間においては、災害
対策本部が設置されるまで
の間、休日夜間においては
災害対策本部が設置された
後において初動本部長が必
要と認める間（以下「初動
期」という。）、災害応急対
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策を円滑に遂行するため、
「緊急初動態勢」を確保す
る。 
・初動期が経過したときは、
緊急初動態勢の業務を本部
に引継ぐ。 

災害対策本部 非常配備態勢
（全職員） 

・被害その他の状況により、
本部長が必要と認めたと
き。 
・原則震度５弱以上の地震に
適用する。 

・総力をもって災害対策を実
施する。 

応急対策本部 応急活動態勢 ・市内各所で被害が発生する
おそれがあり、若しくはす
でに被害が発生し、又はそ
の他の状況により、防災安
全部を担任する副市長が必
要と認めたとき又は東海地
震注意情報に接した場合に
設置する。 

・市関係施設の点検及び管理
を行うことができる態勢
で、かつ、市の地域につい
ての災害に対処することが
できる態勢とする。 

 

２ 態勢フロー図 

第４ 市職員の緊急初動態勢 

１ 緊急初動態勢 

○ 武蔵野市の区域内で地震（震度５弱以上）等による災害が発生したときは、本部が設置

されるまでの間又は本部が設置された後において本部長が必要と認める間（以下「初動期」

という。）、災害応急対策を円滑に遂行するため、「緊急初動態勢」を確保する。

○ 勤務時間内外において、武蔵野市の区域内で震度５弱以上を観測する地震が発生した場

合も同様に、初動要員はあらかじめ決められた場所に向かう。

震
度
５
弱
以
上
の
地
震
発
生 
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２ 緊急初動態勢の組織及と業務 

○ 初動本部長及び初動要員をもって組織し、初動本部及び初動支部の業務、態勢は、次の

とおりとする。 

○ 勤務時間内外において、武蔵野市の区域内で震度５弱以上を観測する地震が発生した場

合、初動要員はあらかじめ決められた場所に向かう。 

○ 初動支部要員の任命については、非常配備態勢と整合性をはかることとする。特に発災

直後から応急・復旧に至るまですべての対策のベースとなる活動及び発災直後から72時間

以内において特に重要な活動に従事する職員は非常配備態勢を優先する。 

   〇 非常配備態勢を優先し、初動支部要員から除外する部署は以下の通りとする。 
 

 ・発災直後から応急・復旧に至るまで全ての対策のベースとなる活動 

活動内容 担当部署等 
初動支部要員の 
対象外となる職員 

※初動本部要員 

危機管理
体制 

・防災安全部他
初動本部要員 
(関係団体：消防

署、消防団、警察

署) 
・建築指導課 

・管財課管財係長１名【新規】 
・建築指導課係長１名 

・防災安全部全職
員 
・職員２名 
・総務課１名 
・管財課１名 
・人事課１名 

情報通信 ・情報政策課 ・情報政策課係長１名 
・情報政策課１名【新規】 

・情報政策課１名 
 

道路ネッ
トワーク 

・交通企画課 
(関係団体：警察

署) 

・道路管理課 

・交通企画課道路整備係長１名【新規】 
・交通企画課道路整備係５名【新規】 
・道路管理課道路管理係長１名【新規】 
・道路管理課管理係 11 名【新規】 

 

 

・発災直後から 72 時間以内において特に重要な活動 

活動内容 対象部署等 
初動支部要員 

の対象外となる職員 
※初動本部要員 

救出救助 ・救出救助担当 
※初動本部内に新設 

 ・職員４名【新規】 

・高齢者支援課、障
害者福祉課、生活福
祉課、地域支援課 

 ・地域支援課、高
齢者支援課、障害
者福祉課係員４名 

消火 ・防災安全部 
（関係団体：消防署、
消防団） 

 ・防災安全部全職
員 

医療救護 ・健康課 ・健康課全職員【新規】  
避難（所） ・子ども家庭部、教

育部、施設課 
 

・保育園全職員 
 ※ただし災害対策用職員住宅に
入居している職員については、この
限りではない。 

・教育企画課１名 
・施設課１名 

・初動広域避難場所
担当※初動本部内に
新設 

 ・職員２名【新規】 

物流・備
蓄 

・防災安全部※物資管
理・搬送班に引継ぎ 

 ・防災安全部全職
員 
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帰宅困難
者対策 

・市民課  ・市民課１名 
・職員 14 名 

ライフラ
イン 

・下水道課 
・水道部 

・下水道課施設管理係長１名 
・下水道課施設管理係５名【新規】 
・水道部全職員 15 名 

 

 

［初動態勢］ 

組織名 設置場所 要員 業務内容 

初
動
本
部 

防災安全センター 

・防災安全部長 
・防災安全部に属
する職員 16 名 
・その他職員 35 名 
※内14名は帰宅困
難者対策（吉祥寺
駅職員６名、三鷹
駅職員４名、武蔵
境駅職員４名） 
計 52 名 

1 緊急初動態勢の庶務に関すること｡ 
2 災害対策本部設置の準備に関するこ
と｡ 
3 東京都及び防災関係機関との連絡に
関すること｡ 
4 災害発生時における情報整理及び情
報提供活動に関すること。 
5 救出救助に関すること。 
6 初動支部との連絡に関すること｡ 
7 初動支部への指揮に関すること｡ 
8 避難行動支援体制の連絡に関するこ
と。 
9 災害発生時における市内各駅周辺及
び一時滞在施設の開設状況等に関す
る情報収集及び連絡活動その他市内
各駅周辺の混乱を防止するために必
要な活動に関すること。 
10 広域避難場所の連絡に関すること 
11 その他災害応急対策に必要なこと｡ 

初
動
支
部 

小学校 12 校 
中学校６校 
都立高校２校 

・各支部 
職員７名 
計 140 名 

1 一時集合場所･避難所の開設及び維
持のための活動に関すること。 
2 情報収集及び連絡活動に関するこ
と。 
3 その他市民の安全確保を図るために
必要な活動に関すること。 

 

［初動本部の担当業務等］ 

役割 業務 
総括(防災安全部長) 
防災安全部に属する職員
16 名 

・東京都及び防災関係機関との連絡に関すること。 
・初動支部の指揮に関すること。 
・災害対策本部設置の準備に関すること。 
・その他災害応急対策に必要なこと。 

総務担当(総務課１名) ・緊急初動態勢の庶務に関すること。 
人事担当(人事課１名) ・職員の参集状況の把握に関すること。 
情報システム担当(情報政
策課１名) 

・住民情報系システム及び内部統合情報システム等の状況確認に
関すること。 

庁舎管理担当(管財課１
名) 

・庁舎管理に関すること。 

施設担当(施設課建築職１
名) 

・公共施設の状況確認に関すること。 

情報提供担当(職員４名) ・災害に関する情報整理、情報提供活動に関すること。 
 

救出救助担当(職員４名)
【新設】 

・市内の被害状況や救出救助状況の確認に関すること。 
・場合により救出救助を行うこと。 
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避難所担当(教育企画課１
名) 

・避難所開設に関すること。 
・初動支部との連絡に関すること。 

帰宅困難者担当(市民課１
名) 

・帰宅困難者対策に関すること。 
・一時滞在施設の開設に関すること。 
・初動支部との連絡に関すること。 

帰宅困難者対策担当 

吉祥寺駅支部(職員６名) 

三鷹駅支部（職員４名） 

武蔵境駅支部（職員４名） 

駅周辺及び一時滞在施設開設状況等に関する情報収集及び連絡活
動その他駅周辺の混乱を防止する活動に関すること。 
※参集場所 
・吉祥寺駅支部…吉祥寺駅前北口広場 
・三鷹駅支部…武蔵野芸能劇場 
・武蔵境駅支部…武蔵野市民会館 

避難行動支援体制総括(地
域支援課、高齢者支援課、
障害者福祉課いずれかよ
り１名) 

・避難行動支援体制の総括に関すること(避難行動要支援者の安否
情報の整理に関すること等)。 

避難行動要支援者安否確
認担当(地域支援課、高齢
者支援課、障害者福祉課事
務職各１名) 

・避難行動要支援者の安否情報を各避難所から収集に関すること。 

初動広域避難場所担当(職
員２名)【新設】 

・広域避難場所の運営のための活動に関すること。 

３ 初動本部（緊急初動態勢）の災害対策本部（非常配備態勢）への引継ぎ 

○ 初動期の間に速やかに、初動本部（緊急初動態勢）の業務を災害対策本部（非常配備態

勢）に引継ぐ。 

 

４ 初動要員の任務の解除 

○ 初動本部要員：災害対策本部に業務を引き継いだとき。 

○ 初動支部要員：一時集合場所・避難所の運営を災対教育部及び子ども家庭部避難所班に

引き継いだとき。 

 第５ 市職員の非常配備態勢 

１ 非常配備態勢 

○ 発令要件 

被害その他の状況により、本部長が必要と認めたとき 

   ※ 原則震度５弱以上の地震で発令されるため、市職員は震度５弱以上の地震が発生した

際には、「非常配備態勢」の発令を前提とした活動を行う。 

○ 適用する災害 

武蔵野市の区域内で原則震度５弱以上の地震のほか、本地域防災計画で定める災害 

２ 職員の配置 

(1) 災害対策本部員は、あらかじめ非常配備態勢時の各部の編成により、配備態勢の種別

に応じた市職員の配置を、所属職員に周知徹底させるとともに、職員の非常時における参

集の方法を定めておかなければならない。 

(2) 災害対策本部員は、非常配備態勢の指令を受けたときは、直ちに災害の状況に応ずる
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次の措置をとらなければならない。 

ア 参集状況に応じて、職員を指定の部署に配置すること。

イ 報告及び連絡の方法並びに職員の交替方法を周知徹底させる。

  (3) 災害対策本部員は、職員の配置を完了したとき又は配置を変更したときは、所定の様

式（災害対策本部職員配置表）により、本部長に報告しなければならない。 

３ 財政援助出資団体等の職員の位置付け 

〇 非常配備態勢による所掌事務を行うためには、市財政援助出資団体職員の役割も重要で 

あることから、主に施設管理を中心とした同職員の役割について整理し、協定の締結をす 

るなど、実行性を確保していく。 

４ 非常配備態勢の組織と役割 

 

※「初動・応急・復旧」欄の網掛け部分が各所掌事務の活動時期を示す。

※初動活動期の手順は、第３部各章の応急対策等に示す。

 

部(部長) 班(班長) 所掌事務 
初

動 

応

急 

復

旧 

本部管理部 庶務班 部内の庶務に関すること 
   

(防災安全部長) (安全対策課長) 部内各班の人員の調整及び受援に関すること 
   

 
安全対策課 

部内で所管する施設及び設備の被害状況の調査及び集約

に関すること 

   

  部内の所掌事務に係る災害協力協定締結機関との連絡調

整に関すること 

   

  
所管事項に係る災害復興対策に関すること 

   

 
本部管理班 災害対策本部の運営の総合調整に関すること 

   

 
(防災課長) 本部長室の庶務に関すること 

   

 
防災課 災害情報の収集、提供及び報告の受理に関すること 

   

 
安全対策課【再掲】 東京都、防災関係機関等との連絡調整に関すること 

   

 
他 派遣職員 防災情報システムの維持管理に関すること 

   

  
自衛隊及び応援部隊の対応に関すること 

   

  
他の市区町村との連絡調整及び相互協力に関すること 

   

  
災害情報の集約及び通信連絡の統括に関すること 

   

  
震度観測並びに気象情報の収受及び伝達に関すること 

   

  
防災行政無線の統制及び活用に関すること 

   

  
避難指示に関する事務に関すること 

   

  
他の部との連絡調整に関すること 

   

  
防災会議の庶務に関すること 

   

  
その他災害対策の総合調整に関すること 

   

  
避難所の開設期間の延長及び閉鎖並びに統廃合に関する

こと 
   

  
用地の調整に関すること 

   

初動活動期 

応急活動期 

復旧活動期 

災害発生直後から 2～3日程度 

災害発生後 2～3日後から 1～2週間程度 

災害発生後 1～2週間後から 1ヶ月程度 
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部(部長) 班(班長) 所掌事務 
初

動 

応

急 

復

旧 

災対総合政策部 庶務班 部内の庶務に関すること 
   

(総合政策部長) (企画調整課長) 部内各班の人員の調整及び受援に関すること 
   

 
企画調整課 

部内で所管する施設及び設備の被害状況の調査及び集約

に関すること 

   

  部内の所掌事務に係る災害協力協定締結機関との連絡調

整に関すること 

   

  
所管事項に係る災害復興対策に関すること 

   

  
本部管理部に係る応援に関すること 

   

  
災害対策本部の活動記録の作成に関すること 

   

  
災害復旧及び災害復興の状況の把握に関すること 

   

  
災害復興本部に関すること 

   

  
災害復興に係る総合調整に関すること 

   

 
資産活用班 

（資産活用課長） 

資産活用課 

普通財産の管理及び利用に関すること  
   

 
秘書広報班 本部長及び副本部長の秘書業務に関すること 

   

 
(秘書広報課長) 広報活動に関すること 

   

 
秘書広報課 

報道機関への情報提供及び報道機関との連絡調整に関す

ること 

   

  
報道機関への放送の要請に関すること 

   

  
避難の勧告、指示等の伝達に関すること 

   

  
災害の撮影及び記録に関すること 

   

  
渉外及び災害視察者、見舞者等への対応に関すること 

   

災対総務部 庶務班 部内の庶務に関すること 
   

(総務部長) (総務課長) 部内各班の人員の調整及び受援に関すること 
   

 
総務課 

部内で所管する施設及び設備の被害状況の調査及び集約

に関すること 

   

 
自治法務課 

部内の所掌事務に係る災害協力協定締結機関との連絡調

整に関すること 

   

 選挙管理委員会事務

局 
所管事項に係る災害復興対策に関すること 

   

  
他の部の所掌に属しない事項に関すること 

   

  災害救助法(昭和 22年法律第 118号)その他の法規の適用

に関する事務に関すること 

   

  
ＢＣＰの発動・解除に関すること 

   

 
受援応援班 他班の応援に関すること 

   

 
（人事課長） 非常配備態勢全体の人員の調整に関すること 

   

 人事課 

総務課【再掲】 
職員の安否の確認に関すること 

   

 
自治法務課【再掲】 

選挙管理委員会事務

局【再掲】 

災害対策従事職員等の服務、健康管理及び給与又は賃金

に関すること 

   

  
災害派遣職員の受援に関すること 

   

 情報政策班 

 (情報政策課長) 

住民情報系システム及び内部統合情報システム等に関す

ること 

   

 
情報政策課 ＩＣＴ－ＢＣＰの発動・実施・解除に関すること 
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部(部長) 班(班長) 所掌事務 
初

動 

応

急 

復

旧 

災対財務部 庶務班 部内の庶務に関すること 
   

(財務部長) (財政課長) 部内各班の人員の調整及び受援に関すること 
   

 
財政課 

部内で所管する施設及び設備の被害状況の調査及び集約

に関すること 

   

  部内の所掌事務に係る災害協力協定締結機関との連絡調

整に関すること 

   

  
所管事項に係る災害復興対策に関すること 

   

  
災害救助法適用に係る財務処理に関すること 

   

  
災害対策に係る予算その他財務に関すること 

   

  
徴収金(市税を除く。)の減免又は徴収猶予に関すること 

   

  
災害復興のための財政措置に関すること 

   

 
管財施設班 

避難所開設のための応急危険度判定員との連絡に関する

こと 

   

 
(管財課長) 

市の施設(避難所含む)の安全点検及び応急修繕に関する

こと 

   

 
管財課 庁舎及び車両の維持管理に関すること 

   

 
施設課 災害対応職員の寝食に関すること 

   

  
物品の調達及び契約事務に関すること 

   

  
車両、その他輸送手段及び燃料の調達に関すること 

   

 
被害調査班 

市内の被害情報(市施設を除く)の収集及び連絡に関する

こと 

   

 
(市民税課長) 家屋及び住家の被害認定調査に関すること 

   

 
市民税課 全壊全焼、半壊半焼等区分別棟数の把握に関すること 

   

 
資産税課 被災台帳の作成に関すること 

   

 
納税課 租税の徴収猶予及び減免措置等に関すること 

   

 
出納班 

災害対策に関する現金及び物品の出納及び保管に関する

こと 

   

 
(会計課長) 義援金品の集約及び記録に関すること 

   

 
会計課 災害見舞金の支払に関すること 

   

災対市民部 庶務班 部内の庶務に関すること 
   

(市民部長) (産業振興課長) 部内各班の人員の調整及び受援に関すること 
   

  部内で所管する施設及び設備の被害状況の調査及び集約

に関すること 

   

  部内の所掌事務に係る災害協力協定締結機関との連絡調

整に関すること 

   

  
所管事項に係る災害復興対策に関すること 

   

 
物資管理搬送班 

食料、生活必需品その他必要な物資の情報の収集に関す

ること 

   

 
(産業振興課長) 救援物資の援助の要請に関すること 

   

 
産業振興課【再掲】 緊急物資輸送拠点の開設及び運営に関すること 

   

 
多文化共生・交流課 備蓄物資及び調達物資の管理に関すること 

   

  
必要な資機材及び物資の調査に関すること 

   

 
(公財)武蔵野文化生

涯学習事業団＜総合

体育館＞ 

救援物資の受入れ、仕分け及び配分に関すること 
   

  
食料、生活必需品その他必要な物資の調達に関すること 
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部(部長) 班(班長) 所掌事務 
初

動 

応

急 

復

旧 

 
(公財)国際交流協会 友好都市との連携に関すること 

   

  
外国人への対応に関すること 

   

  
商業、工業及び農業に関する被害の調査に関すること 

   

  
消費生活に関する相談及び苦情の処理に関すること 

   

  
商業、工業及び農業に関する融資等に関すること 

   

  
備蓄物資及び調達物資の搬送に関すること 

   

 帰宅困難者対策班  

（市民課長）  
帰宅困難者の情報収集及び連絡活動に関すること 

   

 
市民課 駅周辺混乱防止対策協議会との連携に関すること 

   

 

市政センター 

(公財)武蔵野文化生

涯学習事業団＜芸能

劇場、公会堂、吉祥寺

シアター＞ 

一時滞在施設の被害状況確認及び開設に関すること 
   

  
民間事業者への一時滞在施設開設依頼に関すること 

   

  帰宅困難者用備蓄倉庫からの一時滞在施設への物資の供

給に関すること 

   

  
駅周辺の避難誘導と混乱防止に関すること 

   

 
被災者対応班 

避難所、遺体収容所等における安否の確認及び安否情報

の処理に関すること 

   

 
(市民課長) 被災者台帳の整備に関すること 

   

 
市民課【再掲】 罹災証明書の交付に関すること 

   

 
市政センター【再掲】 

行方不明者等に関する相談窓口の開設及び運営に関する

こと 

   

  死亡届の受理、埋葬及び火葬の許可並びに火葬に関する

こと 

   

  

  被災住宅における居住者数及び世帯数の把握に関するこ

と 

   

  
身元不明の遺骨等の引継ぎに関すること 

   

 コールセンター班 

(市民活動推進課長) 
災害時特設コールセンターの設置・運用に関すること 

   

 
市民活動推進課 広聴活動に関すること 

   

 

支え合いｽﾃｰｼｮﾝ班 

(市民活動推進課長) 

市民活動推進課 

災害時総合相談窓口の設置及び運営に関すること 
   

コミュニティセンターの運用に関すること 
   

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ班 

(市民活動推進課長) 

(公財)武蔵野文化生

涯学習事業団 

災害ボランティアセンターの開設及び運営の協力に関す

ること 

   

災対環境部 庶務班 部内の庶務に関すること 
   

(環境部長) (環境政策課長) 部内各班の人員の調整及び受援に関すること 
   

 
環境政策課 

部内で所管する施設及び設備の被害状況の調査及び集約

に関すること 

   

  部内の所掌事務に係る災害協力協定締結機関との連絡調

整に関すること 

   

  
所管事項に係る災害復興対策に関すること 
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物資管理搬送班 

食料、生活必需品その他必要な物資の情報の収集に関す

ること 
   

 
(産業振興課長) 救援物資の援助の要請に関すること    

 
環境政策課【再掲】 緊急物資輸送拠点の開設及び運営に関すること    

  備蓄物資及び調達物資の管理に関すること    

  必要な資機材及び物資の調査に関すること    

  救援物資の受入れ、仕分け及び配分に関すること    

  食料、生活必需品その他必要な物資の調達に関すること    

  備蓄物資及び調達物資の搬送に関すること    

 
防疫・動物班 放射線対策に関すること    

 
(環境政策課長) 防疫活動に関すること    

 
環境政策課【再掲】 

毒物及び有害化学物質を保管する事業所の状況に関する

こと 
   

  動物に関すること    

  動物救援センターの設置・運用に関すること    

 災害廃棄物処理班 仮設トイレの調達に関すること    

 (ごみ総合対策課長) ごみに関する相談等に関すること    

 ごみ総合対策課 し尿の収集及び処理に関すること    

  災害廃棄物の収集及び処理に関すること    

  住宅等の解体及び撤去の申請の受付に関すること    

  クリーンセンターの維持管理に関すること    

  ごみに関する相談等に関すること    

  災害廃棄物の受入れ及び処理に関すること    

 
下水道管理班 土木資器材の調達に関すること    

 
(下水道課長) 公共下水道施設の被害状況の調査に関すること    

 
下水道課 公共下水道施設の応急対策及び復旧に関すること    

 
公園班 土木資器材の調達に関すること    

 
(緑のまち推進課長) 公園施設等の被害状況の調査に関すること    

 
緑のまち推進課 造園業者との連絡調整に関すること    

  公園施設等の応急対策及び復旧に関すること    

  公園の管理及び利用に関すること    

災対健康福祉部 庶務班 部内の庶務に関すること    

(健康福祉部長) (地域支援課長) 部内各班の人員の調整及び受援に関すること    

 
地域支援課 

部内で所管する施設及び設備の被害状況の調査及び集約

に関すること 
   

 
保険年金課 

部内の所掌事務に係る災害協力協定締結機関との連絡調

整に関すること 
   

  福祉団体等との連絡調整に関すること    

  所管事項に係る災害復興対策に関すること    

  国民健康保険及び後期高齢者医療制度に関すること    

 
義援金等対応班 義援金品の募集、受付及び配分に関すること    

 (地域支援課長) 

地域支援課 

災害弔慰金及び災害見舞金に関すること    

災害援護資金に関すること    

 武蔵野市民社会福祉

協議会 
被災者生活再建支援金に関すること    

 保険年金課【再掲】 生活福祉資金の貸付に関すること    

  

  

仮設住宅等に入居した災害時要援護者への支援に関する

こと 
   

 

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ班 

(地域支援課長) 

地域支援課【再掲】 

武蔵野市民社会福祉

協議会【再掲】 

災害ボランティアセンターの開設及び運営に関すること    
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 避難行動要支援者対

策班 

避難行動要支援者の安否の確認、救護、避難誘導、安全

の確保に関すること 
   

 
(高齢者支援課長) 社会福祉施設の被害の調査に関すること    

 
高齢者支援課 福祉避難所の開設及び運営に関すること    

 
障害者福祉課 福祉避難所避難者の保護に関すること    

 
生活福祉課 福祉避難所生活者名簿の整理に関すること    

 
地域支援課【再掲】 福祉避難所における救援物資の受け入れに関すること    

 
(社福)武蔵野 福祉避難所施設の維持管理に関すること    

 
(財)福祉公社 介護トリアージ(仮称)に関すること    

 武蔵野市民社会福祉

協議会【再掲】 

介護・福祉サービス事業者、在宅介護支援センター、地

域包括支援センター、地域活動支援センターとの連絡等

に関すること 

   

 (公社)シルバー人材

センター 

被災した在宅の災害時要援護者の生活の支援に関するこ

と 
   

 
 福祉サービスの提供に関すること    

  福祉に関する相談窓口の設置及び運営に関すること    

 
医療班 医療施設の被害の調査に関すること    

 
(健康課長) 

医師会等の医療関係団体及び医療機関との連携及び調整

に関すること 
   

 
健康課 医療救護本部の設置・運用に関すること    

 (公財)健康づくり事

業団 
医療資器材、医薬品等の管理及び調達に関すること    

 
 乳幼児、妊産婦への対応に関すること    

  医療救護所の設置及び運営に関すること    

  被災者の健康管理、感染予防等に関すること    

  医療救護に関する応援の要請に関すること    

  慢性期医療対策に関すること    

  こころのケアに関すること    

災対子ども家庭

部 
庶務班 部内の庶務に関すること    

( 子ども家庭部

長) 

(子ども子育て支援課

長) 
部内各班の人員の調整及び受援に関すること    

 
子ども子育て支援課 

部内で所管する施設及び設備の被害状況の調査及び集約

に関すること 

   

  部内の所掌事務に係る災害協力協定締結機関との連絡調

整に関すること 

   

  所管事項に係る災害復興対策に関すること    

 
避難所班 乳幼児、児童及び生徒の救助救援及び保護に関すること    

 
（子ども育成課長） 保育園型福祉避難所の開設・運営に関すること    

 
子ども育成課 

子ども子育て支援課

【再掲】 

応急保育の実施に関すること    

一時集合場所・避難所の運営に関すること    

 
児童青少年課 避難所の資器材に関すること    

 
(公財)子ども協会 避難所におけるボランティア活動に関すること    

  避難所の衛生対策に関すること    

  避難者等への食事の提供に関すること    

  自宅生活継続者への情報・水・食料等の提供に関するこ

と 

   

  避難所運営組織との連携に関すること    

  ペットの同行避難の受け入れに関すること    
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  子育て及びひとり親等に係る相談・支援・情報提供に関

すること 

   

  避難所における救援物資の受入れに関すること    

  保育園等の再開に関すること    

災対都市整備部

(都市整備部長) 
庶務班 部内の庶務に関すること    

 (まちづくり推進課

長) 
部内各班の人員の調整及び受援に関すること    

 
まちづくり推進課 

部内で所管する施設及び設備の被害状況の調査及び集約

に関すること 

   

  部内の所掌事務に係る災害協力協定締結機関との連絡調

整に関すること 

   

  所管事項に係る災害復興対策に関すること    

 
道路管理班 

緊急交通路の確保並びに交通障害物の除去及び道路の啓

開に関すること 

   

 
(道路管理課長) 土木資器材の調達に関すること    

 
道路管理課 各道路管理者との連絡調整に関すること    

  武蔵野建設業協会及び関係団体との連絡調整に関するこ

と 

   

  道路施設の応急対策及び復旧に関すること    

  交通安全施設の応急対策及び復旧に関すること    

 
交通対策班 

緊急交通路の確保並びに交通障害物の除去及び道路の開

通に関すること 

   

 
(交通企画課長) 交通規制の連絡調整に関すること 

   

 
交通企画課 地域公共交通機関との連絡調整に関すること 

   

 
帰宅困難者対策班 帰宅困難者の情報収集及び連絡活動に関すること 

   

 （吉祥寺まちづくり

事務所長） 
駅周辺混乱防止対策協議会との連携に関すること 

   

 吉祥寺まちづくり事

務所 
一時滞在施設の被害状況確認及び開設に関すること 

   

 
(一財)開発公社 民間事業者への一時滞在施設開設依頼に関すること 

   

  帰宅困難者用備蓄倉庫からの一時滞在施設への物資の供

給に関すること 

   

  
駅周辺の避難誘導と混乱防止に関すること 

   

 
建物調査班 

市内全体(市の施設を除く)の被害状況の調査に関するこ

と 

   

 (建築指導課長) 

建築指導課 

被災住宅の応急危険度判定に係る実施本部の設置及び実

施計画の立案等に関すること 

   

 住宅対策課 

用地課 

被災住宅の応急危険度判定の実施及び安全対策に関する

こと 

   

 
土地開発公社 

吉祥寺まちづくり事

務所【再掲】 

被災宅地の危険度判定の実施及び安全対策に関すること 
   

 
（住宅対策課長） 家屋の被害状況調査及び応急仮設住宅に関すること 

   

 
上記各課 民間住宅の被災度区分判定及び修理に関すること 
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災対水道部 庶務班 部内の庶務に関すること 
   

(水道部長) (水道部総務課長) 部内各班の人員の調整及び受援に関すること 
   

 
水道部総務課 

部内で所管する施設及び設備の被害状況の調査及び集約

に関すること 

   

  部内の所掌事務に係る災害協力協定締結機関との連絡調

整に関すること 

   

  
所管事項に係る災害復興対策に関すること 

   

  
給水資器材の調達及び契約事務に関すること 

   

  水道等に関する被害状況及び給水活動の広報に関するこ

と 

   

  
東京都水道局との連絡調整に関すること 

   

  
水道関係団体との連絡調整及び応援の要請に関すること 

   

  
水道に関する相談等に関すること 

   

 
復旧班 水道施設の被害状況の調査に関すること 

   

 
(水道部工務課長) 被害を受けた水道施設の応急復旧等に関すること 

   

 
水道部工務課 水道施設の点検及び復旧に関すること 

   

  
浄水場の点検、整備、復旧等に関すること 

   

  
応急給水を行う地区の選定に関すること 

   

  
応急給水拠点の開設及び運営に関すること 

   

  
非常用給水施設の点検に関すること 

   

  
仮設給水所の設置に関すること 

   

  
運搬給水場所の選定及び搬送に関すること 

   

  
宅地内給水装置の復旧の受付に関すること 

   

災対教育部 庶務班 部内の庶務に関すること 
   

(教育部長) (教育企画課長) 部内各班の人員の調整及び受援に関すること 
   

 教育企画課 
避難所班（災対子ども家庭部・災対教育部）の統括に関

すること 
   

  部内で所管する施設及び設備の被害状況の調査及び集約

に関すること 

   

  部内の所掌事務に係る災害協力協定締結機関との連絡調

整に関すること 

   

  
所管事項に係る災害復興対策に関すること 

   

  
避難所における活動の記録に関すること 

   

  
避難者名簿の整理に関すること 

   

  
学用品の調達及び支給に関すること 

   

  
被災した学校施設の復旧に関すること 
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避難所班 一時集合場所・避難所の運営に関すること 

   

 
(指導課長) 児童及び生徒の保護に関すること 

   

 
指導課 避難所の資器材に関すること 

   

 
教育支援課 避難所におけるボランティア活動に関すること 

   

 
図書館 避難所の衛生対策に関すること 

   

 
市立小中学校 避難者等への食事の提供に関すること 

   

 
(公財)武蔵野文化生

涯学習事業団＜武蔵

野プレイス＞ 

自宅生活継続者への情報・水・食料等の提供に関するこ

と 

   

 (財)給食・食育振興財

団 
避難所運営組織との連携に関すること 

   

  
ペットの同行避難の受け入れに関すること 

   

  
避難所における救援物資の受入れに関すること 

   

  
応急教育の実施及び学校教育の再開に関すること 

   

  
教職員等の処遇、給与、賃金に関すること 

   

  
教育相談に関すること 

   

 
遺体収容班 避難所運営に係る応援に関すること 

   

 
(生涯学習スポーツ課

長) 

生涯学習スポーツ課 

要救助者及び遺体の捜索及び搬送に関すること 
   

遺体収容所の開設及び運営に関すること 
   

  
遺体の搬送等に関すること 

   

  
身元不明の遺体及び遺骨に関すること 

   

  
文化財等の被害状況把握及び保全に関すること 

   

  
応急教育の実施の応援に関すること 

   

 

帰宅困難者対策班 

(生涯学習スポーツ課

長） 

生涯学習スポーツ課 

(公財)武蔵野文化生

涯学習事業団＜武蔵

野プレイス＞ 

帰宅困難者の情報収集及び連絡活動に関すること    

駅周辺混乱防止対策協議会との連携に関すること    

一時滞在施設の被害状況確認及び開設依頼に関すること    

帰宅困難者用備蓄倉庫からの一時滞在施設への物資の供

給に関すること 
   

駅周辺の避難誘導と混乱防止に関すること    

監査委員事務局 

(事務局長) 
物資管理搬送班 

食料、生活必需品その他必要な物資の情報の収集に関す

ること 
   

 
(産業振興課長) 救援物資の援助の要請に関すること 

   

 
監査委員事務局 緊急物資輸送拠点の開設及び運営に関すること 

   

  
備蓄物資及び調達物資の管理に関すること 

   

  
必要な資機材及び物資の調査に関すること 

   

  
救援物資の受入れ、仕分け及び配分に関すること 

   

  食料、生活必需品その他必要な物資の調達に関すること    

  備蓄物資及び調達物資の搬送に関すること    
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議会事務局(事務

局長) 

議会班 

(議会事務局次長) 

議会事務局 

市議会の対応に関すること    

 

 第４ 非常配備態勢の発動に至らない措置 

 １ 情報収集連絡態勢 

(1) 発令要件 

・ 防災安全部長が必要があると認めたとき 

・ 市の地域において原則震度４以上の地震 

(2) 態勢 

災害に関する情報の収集、関係機関との連絡及び職員招集の準備を主とした態勢とする。 

(3) 職員の配置 

防災安全部職員 

 ２ 応急活動態勢 

(1) 発令要件 

・ 市内各所で被害が発生する恐れがあり、若しくは既に局所的被害が発生し、又はその他

の状況により、防災安全部を担任する副市長が必要と認めたとき 

・ 東海地震注意情報に接した場合 

(2) 態勢 

市関係施設の点検及び管理を行うことができる態勢で、かつ、市内各所についての局所被

害に対処することができる態勢とする。 

(3) 職員の配置 

応急対策本部の編成による。 

第３節 防災会議の招集 

○ 武蔵野市防災会議は必要に応じ、会長が招集する。 

○ 市の地域に災害が発生した場合において、災害応急対策に関し、市及び防災関係機関相互の

連絡調整を図る必要があるときは、防災会議の委員は、会長に防災会議の招集を求めることが

できる。 
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第４節 防災関係機関の活動態勢 

 第１ 責 務 

○ 災害が発生した場合、防災関係機関は所管に係わる災害応急対策を実施するとともに、市

が実施する災害応急対策が円滑に行われるよう、その業務に協力する。 

 第２ 活動体制 

○ 防災関係機関は、前記の責務を遂行するために必要な組織を整備するとともに、災害応急

対策に従事する職員の配置及び服務の基準を定めておくものとする。 
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第３部 施策ごとの具体的計画 

（予防・応急・復旧計画） 
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○ 主な応急復旧活動の流れ 

項 目 
発災         2～3 時間                24 時間       72 時間 

初動態勢の確立期 応急対応期 復旧対応期 

初動態勢   

情報収集 

伝達 

  

救出救助 

消防活動 

  

交通警備 

緊急輸送 

  

（注）発災時間については、平日夕方等を想定している。また、「○」は活動の開始、「→」は活動の継続を表す。 

○災害対策本部の設置・第１回災害対策本部会議（以後、適宜開催） 

○職員参集(非常配備態勢) 

○都、自衛隊、協定機関等への応援要請 

○災害救助法の申請 

○都への連絡（以後、随時） 

・避難所状況確認・開設 

・災害時要援護者・避難行動要支援者対策 ・帰宅困難者対策 

○初動本部による市内被害情報収集 

○配備態勢と職員配置

見直し 

○コールセンター開設 

○被害状況調査・報告 

○通信連絡系統点検・確保 

○防災行政無線、広報車、HP、SNS等による広報 

○掲示、印刷物等による情報提供 

○報道機関への発表 

○緊急放送（株式会社エフエムむさしの、株式会社ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局） 

【主な広報内容】 

・余震警戒、近隣安否確認と救出 

・出火防止・初期消火 

・危険家屋立ち入り注意 

・避難時のガス栓、ブレーカー遮断 

・避難所等開設状況 

・市内被害状況 

・医療機関、救護所情報 

・ボランティア情報 

・行方不明者等情報 
・支援物資配付情報 

・市内復旧情報 

○緊急消防援助隊要請 

○救出・消防活動開始 

○消防・警察等との連携・調整 

○要救助者の把握 

○交通情報収集 ○緊急道路障害物除去作業 

○緊急通行証の交付 

○交通規制（第１次→第２次）開始 [警視庁] 

○輸送車両の確保・調達 

○燃料調達 

○備蓄品・支援物資等配送 

○初動要員出動（緊急初動態勢） 

○消防団活動 

○自主防災組織活動 
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項 目 
発災         2～3 時間                24 時間       72 時間 

初動態勢の確立期 応急対応期 復旧対応期 

 

 

 

帰宅困難者 

対策 

 

 

 

  

医療救護 

 

遺体の 

取扱い 

    

避難行動 

要支援者等 

対策 

    

（注）発災時間については、平日夕方等を想定している。また、「○」は活動の開始、「→」は活動の継続を表す。 

○災害用伝言ダイヤル起動・運用 

○帰宅支援 

○駅等での情報提供（滞留者の誘導） 

○一時滞在施設の開設・運営 

○一時滞在施設の安全確認 

○一時滞在施設の開設要請 

○備蓄物資配付 
○関連情報提供 

○一時滞在施設の開設状況の広報 

○一斉帰宅抑制広報 

○帰宅支援情報の広報 

○市ＨＰ、防災・安全メール、ツイッター等運用 

○初動要員出動 

○放送要請（株式会社エフエムむさしの、株式会社ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局 

○東京DMATの活動 

○広域医療搬送 

○都医療救護班等の派遣 

○負傷者等の搬送要請 

○避難所医療救護所等

○武蔵野市災害医療コーディネーター活動開始 

○医療救護班派遣要請 

○薬事センターの設置 

○避難所等への巡回診療 

○医療施設の被害状況把握 

○医療機関等への優先給水 

○医薬品備蓄供出 

○都へ医薬品供給要請 
○こころのケア活動 

○避難所の防疫、保健衛生指導 

○武蔵野市医療救護本部設置 

○緊急医療救護所の設置 

○検視・検案活動 ○検視・検案班の調整 

○遺体の捜索・搬送 

○収容施設の確保 

○火葬手配 ○広域火葬の要請 ○都等への応援要請 

○市民、報道機関等への情報提供 

○施設の被害状況確認 

○棺・ドライアイス等の確保 

○安否確認・避難誘導 

○安否情報集約 

○必要な援助の確認・調整 

○福祉避難所への搬送 

○支援体制調整 ○巡回、見守り 
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項 目 
発災         2～3 時間                24 時間       72 時間 

初動態勢の確立期 応急対応期 復旧対応期 

避難者対策 

避難所運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

飲料水 

・食料等 

    

ごみ・し尿・

がれき処理等 

  

ライフライン 

    

（注）発災時間については、平日夕方等を想定している。また、「○」は活動の開始、「→」は活動の継続を表す。 

○避難所の開設・運営 

○ボランティア要請・受け入れ ○避難所の応急危険度判定 

○避難者名簿作成 

○避難所衛生管理 

○広域避難の要請 

○災害用トイレの確保 

○支援物資供給体制確立 

○ペット対策 

○自主防災組織、消防団による避難誘導等 

○初動要員出動 

○福祉避難所の開設・運営（順次開設） 

○自宅生活継続者への物資供給 

○避難指示等 

○救援物資の受け入れ 

○応急給水の実施 

○備蓄倉庫の被害状況確認 

○備蓄品の搬送 

○食料等調達要請 

○炊き出し用食料調達 

○水道施設被害状況確認 ○応急給水計画策定 

○応援要請 

○避難所開設状況・避難者数の把握 

○物資受け入れ体制確立 

○備蓄品の配付 

○避難所等への安

定的供給体制確立 

○水道復旧方針の策定 
○飲料水・食料等の供給に関する広報活動 

○物資調達・輸送・配付計画検討 

○処理施設の被害状況確認 

○都への応援要請 

○し尿の収集・搬入 

○避難所等へ災害用トイレの設置 

○臨時ごみ集積場の確保 

○ごみ・がれき処理開始 

    ○がれき搬入 

○ごみ・がれき発生量の推定 

○応急復旧作業 

○施設の被害状況確認 

○活動態勢の確立 

○復旧状況の広報 

○動物救援本部設置 
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項 目 
発災         2～3 時間                24 時間       72 時間 

初動態勢の確立期 応急対応期 復旧対応期 

応急危険度

判定 

  

（注）発災時間については、平日夕方等を想定している。また、「○」は活動の開始、「→」は活動の継続を表す。 

 

 

 

 

○応急危険度判定体制の確立

○避難所等重要施設の応急危険度判定実施 

○一般施設の応急危険度判定準備

○一般施設の応急 

  危険度判定実施

○住宅被害調査準備

○罹災証明交付準備
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第１章 市民と地域の防災力向上 

本章における対策の基本的考え方 

第３部 施策ごとの具体的計画（予防・応急・復旧計画） 
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対策の全体像 

 現在の到達状況 
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80

50

課題 対策の方向性 到達目標 
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【対策の全体像】 
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市民による自助の備え  自助による応急対策の実施   

地域による共助の推進  市民による救出・救助活動 

 

消防団による活動体制の充実  消防団による救出・救助活動 

 

事業所防災体制の強化  事業所による救出・救助活動   

 

ボランティアとの協働・連携 ボランティア等との協働・連携

 

市民・行政・事業所等の連携 

 

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 地震後の行動（復旧対策） 

具体的な取組 
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予防対策 

項 目 
実施担当 

市担当 関係機関等 

 

市災対各部 

本部管理部 本部管理班 

災対総合政策部 庶務班 

災対市民部 庶務班 

災対健康福祉部 庶務班 

災対健康福祉部 避難行動要支援

者対策班 

災対都市整備部 建物調査班 

災対教育部 庶務班 

都 

都生活文化スポーツ局 

都産業労働局 

東京労働局 

武蔵野警察署 

武蔵野消防署 

気象庁 

ＮＴＴ東日本 

日本赤十字社東京都支部 

首都高速道路 

東京電力 

東京ガスグループ 

ＮＴＴドコモ 

ＫＤＤＩ 

ソフトバンク 

各放送事業者 

武蔵野市民社会福祉協議会 

市民防災協会 

 
本部管理部 本部管理班 

災対市民部 庶務班 
市民防災協会 

 
市災対各部 

本部管理部 本部管理班 
 

 
市災対各部 

本部管理部 本部管理班 
武蔵野消防署 

 

本部管理部 本部管理班 

災対市民部 庶務班 

災対健康福祉部 庶務班 

警視庁 

東京消防庁 

日本赤十字社東京都支部 

赤十字奉仕団 

武蔵野市民社会福祉協議会 

 

本部管理部 本部管理班 

災対市民部 災害ボランティアセン

ター班 

災対市民部 庶務班 

災対健康福祉部 庶務班 

災対健康福祉部 災害ボランティア

センター班 

警視庁 

東京消防庁 

日本赤十字社東京都支部 

赤十字奉仕団 

武蔵野市民社会福祉協議会 
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第１節 市民による自助の備え 

 第１ 市民による自助の備え 

対策の方向性 
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【予防対策】第１節 市民による自助の備え 
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 第２ 住宅の耐震化促進 

 １ 耐震化の情報提供と啓発活動 

 ２ 耐震総合窓口の一本化と支援策の拡充 

基本方針 
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【予防対策】第１節 市民による自助の備え 
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【図表３－１－１ 耐震診断・耐震改修助成事業 実施件数】

 第３ 水・食料等の備蓄の推進 

 

 

 １ 市民の自助・共助による備蓄の推進 

 ２ 集合住宅への防災備蓄倉庫の整備促進 

基本方針 
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【予防対策】第１節 市民による自助の備え 
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 ３ 普及・啓発 

 第４ 自宅での生活を継続できる地域の仕組みの推進 

基本方針 
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 第５ 市民の防災意識の啓発と防災リーダー等の養成 

 １ 防災広報の充実 

(1) 市が行う広報内容 

LINE

基本方針 
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(2) 都が行う広報内容 

(3) 各機関が行う広報内容 
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 ２ 地域防災活動及び防災教育の充実 
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(1) 地域防災セミナーの充実 

(2) 地域防災講習会の実施 
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(3) 武蔵野市民防災協会の事業の推進 

（事業内容） 

(4) 学校との連携による防災教育の推進 
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(5) 武蔵野消防署による地域の防災教育及び防災行動力の向上 

 第６ 防災訓練の充実 

基本方針 
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 １ 総合防災訓練等 

(1) 総合防災訓練 

(2) 定期無線通信訓練 
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(3) 防災ボランティア訓練 

(4) 初動本部運営訓練 

(5) 災害対策本部運営訓練 
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(6) 安否確認システムの運用訓練及び職員非常参集訓練 

(7) 都総合防災訓練への参加 

(8) 帰宅困難者対策訓練 

(9) 自主防災組織・避難所運営組織による訓練 
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 ２ その他の防災訓練 
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 第７ 外国人支援対策 

 １ 防災知識の普及・啓発 

(1) 市 

(2) 都 

 

 

 

基本方針 
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 ２ 外国人支援団体との連携 

 ３ 情報提供体制と相談体制の構築 

 ４ 「災害時における外国人支援活動に関する協定」の改訂 

 ５ 避難所看板等の整備 
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【予防対策】第２節 地域による共助の推進 
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第２節 地域による共助の推進 

 第１ 自主防災組織・避難所運営組織の強化 

 １ 自主防災組織の役割 

 ２ 自主防災組織の設立支援 

 ３ 避難所運営組織の役割  

基本方針 



第１章 市民と地域の防災力向上 

【予防対策】第２節 地域による共助の推進 
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【図表３－１－２ 避難所運営組織と活動避難所】

避難所運営組織 活動避難所
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【予防対策】第２節 地域による共助の推進 
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 ４ 自主防災組織・避難所運営組織の活性化 

(1) 自主防災組織情報交換会 

(2) 東京防災隣組 

(3) 避難所ごとに対象となる居住地域（区割り） 



第１章 市民と地域の防災力向上 

【予防対策】第２節 地域による共助の推進 
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【図表３－１－３ 避難所対象居住地域】 
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【予防対策】第２節 地域による共助の推進 
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 第２ 災害時地域支え合いステーションによる共助の推進 

 １ 災害時地域支え合いステーションの指定 

 ２ 災害時地域支え合いステーションの役割・機能 

基本方針 



第１章 市民と地域の防災力向上 

【予防対策】第２節 地域による共助の推進 
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【図表３－１－４ コミュニティセンター一覧及び備蓄品配備状況】 
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【予防対策】第３節 消防団による活動体制の充実 
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第３節 消防団による活動体制の充実 

 第１ 消防団体制の強化 

 １ 消防団の体制 

【図表３－１－５ 消防団の体制】 

基本方針 
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【予防対策】第４節 事業所防災体制の強化 

震
災
編 

第
３
部 

第
１
章 

 ２ 分団詰所・装備資機材の充実強化 

(1) 消防団車両 

(2) 分団詰所の整備 

第４節 事業所防災体制の強化 

 第１ 事業所の役割 

基本方針 
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【予防対策】第５節 ボランティアとの協働・連携 
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第５節 ボランティアとの協働・連携 

 第１ 武蔵野市民社会福祉協議会（ボランティアセンター武蔵野）・武蔵野市国際交流協会等との  

連  連携 

基本方針 
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【予防対策】第５節 ボランティアとの協働・連携 
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 第２ 防災ボランティア等との連携 

 １ 東京都防災ボランティア等 

＜応急危険度判定員＞【災対都市整備部建物調査班】 

＜被災宅地危険度判定士＞【災対都市整備部建物調査班】 

＜防災（語学）ボランティア＞【災対市民部物資管理搬送班】 

＜建設防災ボランティア＞【災対都市整備部建物調査班】 

 ２ 警視庁交通規制支援ボランティア 
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【予防対策】第５節 ボランティアとの協働・連携 
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 ３ 東京消防庁災害時支援ボランティア 
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【予防対策】第５節 ボランティアとの協働・連携 
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 ４ 赤十字ボランティア 

(1) 赤十字ボランティアの役割 

＜赤十字災害救護ボランティア＞ 

＜赤十字奉仕団＞ 

＜赤十字個人ボランティア＞ 
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【予防対策】第６節 市民・行政・事業所等の連携 
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第６節 市民・行政・事業所等の連携 

 第１ 相互に連携したまちづくり 

 第２ 地域における防災連携体制の確立 

 １ 公共的団体等との協力体制の確立 

基本方針 
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【予防対策】第６節 市民・行政・事業所等の連携 
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 ２ 自主防災組織、事業所、ボランティア間相互の連携・協力体制の推進 

 ３ 地域コミュニティの活性化 

 ４ 地域と事業所との連携強化 



第１章 市民と地域の防災力向上 

【応急対策】第１節 自助による応急対策の実施 
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応急対策 

項 目 

実施担当 

市担当 
関係機関等 

非常配備態勢 

第１節 自助による応急対策の実施 
本部管理部 本部管理班 

災対市民部 物資管理搬送班 

武蔵野市国際交流協会 

東京都災害ボランティアセン

ター 

第２節 市民による救出・救助活動 本部管理部 本部管理班 

武蔵野消防署 

武蔵野警察署 

武蔵野市消防団 

第３節 消防団による救出・救助活動 本部管理部 本部管理班 

武蔵野消防署 

武蔵野警察署 

武蔵野市消防団 

第４節 事業所による救出・救助活動 本部管理部 本部管理班 

武蔵野消防署 

武蔵野警察署 

武蔵野市消防団 

第５節 ボランティア等との協働・連携 

災対健康福祉部 庶務班 

災対健康福祉部 災害ボランティア

センター班 

災対市民部 災害ボランティアセン

ター班 

都 

ボランティア 

第１節 自助による応急対策の実施 

 第１ 市民自身による応急対策 

 第２ 外国人支援対策 



第１章 市民と地域の防災力向上 

【応急対策】第１節 自助による応急対策の実施 
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 １ 災害時の被災外国人への支援 

(1) 市の対応 

(2) 都の対応 

 ２ 外国人支援団体との連携 
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【応急対策】第１節 自助による応急対策の実施 
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【図表３－１－６ 災害時の外国人支援の流れ】 

　
外国人災害時情報センター

東京都防災（語学）
ボランティア

武蔵野市災害ボランティアセンター

　　　　　　　　　　　　　避　　難　　所

派
遣
要
請

派
遣
要
請

派
遣
要
請

派
遣

武蔵野市

　　　・東京都防災（語学）ボランティアの派遣
　　　　(災害情報等の翻訳、被災者臨時相談窓口）

　　　・外国人が必要とする情報の収集・提供

・通訳
・避難所内掲示物の翻訳

情
報
提
供

外国人

外国人

情
報
提
供

東京都災害対策本部

情報

知事本局大使館
外国機関 情報

派
遣

東京都災害ボランティア
センター

情報

派
遣
要
請

派
遣

東京都政策企画局 

MIA 

情報 
提供 

情報 
提供 

協力 
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【応急対策】第２節 市民による救出・救助活動 
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第２節 市民による救出・救助活動 

 第１ 初期消火活動 

 第２ 救出・救護活動 

第３節 消防団による救出・救助活動 
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【応急対策】第４節 事業所による救出・救助活動 
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第４節 事業所による救出・救助活動 

第５節 ボランティア等との協働・連携 

 第１ 武蔵野市災害ボランティアセンターの設置 

 第２ 東京ボランティア・市民活動センター等との連携 



第１章 市民と地域の防災力向上 

【応急対策】第５節 ボランティア等との協働・連携 
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部 
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【図表３－１－７ ボランティア連携イメージ】 

※専門知識・技術や経験に関係なく労力等を提供する 

   （避難所運営支援やがれき撤去等）ボランティア

武蔵野市災害 

ボランティアセンター

国、道府県、

市区町村

連絡調整 

情報提供

情報収集

支援

一般ボランティア※

参集

災害ボランティアコーディネーターの派遣 

市区町村災害ボランティアセンターの設置・運営支援 

資器材・ボランティア等の市区町村間の需給調整 

市区町村災害ボランティアセンター代替施設の確保 

                                 等

避難所

派遣

派遣要請

派遣要請
派遣

東京都災害対策本部 東京ボランティア・
市民活動センター

情報提供・連絡調整

 生 活 文 化 局

連携：被害の少なかった市区町村社会福祉協議会職員、 

ブロック派遣全国社会福祉協議会職員、市民活動団体など

東京都災害ボランティアセンター
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【応急対策】第５節 ボランティア等との協働・連携 
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 第３ 赤十字ボランティアの活動内容 

＜赤十字災害救護ボランティア＞ 

＜赤十字奉仕団＞ 

＜赤十字個人ボランティア＞ 



第２章 安全な都市づくりの実現 

【本章における対策の基本的考え方】 
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部 
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第２章 安全な都市づくりの実現 

本章における対策の基本的考え方 

第３部 施策ごとの具体的計画（予防・応急・復旧計画） 



第２章 安全な都市づくりの実現 

【対策の全体像】 
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対策の全体像 

 現在の到達状況 



第２章 安全な都市づくりの実現 

【対策の全体像】 
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課題 対策の方向性 到達目標 
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【対策の全体像】 
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安全に暮らせる都市づくり 

 
 河川施設等の応急対策による

二次災害防止 
 公共の安全確保、施設の本来

機能の回復 

建築物の耐震化及び安全対策

の促進 
    

長周期地震動への対策の強化  消火・救助・救急活動 

出火、延焼等の防止  危険物、毒劇物取扱施設等の応急措置 

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 地震後の行動（復旧対策） 

具体的な取組 



第２章 安全な都市づくりの実現 

【予防対策】第１節 安全に暮らせる都市づくり 
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予防対策 

項 目 
実施担当 

市担当 関係機関等 

 

本部管理部 本部管理班 

災対総合政策部 庶務班 

災対市民部 庶務班 

災対環境部 公園班 

災対都市整備部 庶務班 

災対都市整備部 建物調査班 

災対都市整備部 交通対策班 

都 

武蔵野警察署 

武蔵野消防署 

都北多摩南部建設事務所 

都西部公園緑地事務所 

 

本部管理部 本部管理班 

災対財務部 管財施設班 

災対環境部 庶務班 

災対都市整備部 庶務班 

災対都市整備部 建物調査班 

災対都市整備部 道路管理班 

災対教育部 庶務班 

都 

武蔵野消防署 

市民防災協会 

 災対都市整備部 庶務班  

 

本部管理部 本部管理班 

災対環境部 庶務班 

災対都市整備部 道路管理班 

災対都市整備部 交通対策班 

災対教育部 庶務班 

都環境局 

都水道局 

都生活文化スポーツ局 

都福祉保健局 

都教育庁 

武蔵野警察署 

武蔵野消防署 

第１節 安全に暮らせる都市づくり 

 第１ 地震に強い都市づくりの推進 

基本方針 



第２章 安全な都市づくりの実現 

【予防対策】第１節 安全に暮らせる都市づくり 
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１ 武蔵野市第六期長期計画 

２ 武蔵野市都市計画マスタープラン 
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【予防対策】第１節 安全に暮らせる都市づくり 
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部 
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３ 土地利用の方針 

４ 都市の防災性の向上 

(1) 都市基盤の更新 
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【予防対策】第１節 安全に暮らせる都市づくり 
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(2)まちづくり条例等による指導 

 第２ 都市空間の確保 

基本方針 
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【予防対策】第１節 安全に暮らせる都市づくり 
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１ 公園の整備 

(1)本市の現状と課題 

(2)公園の整備（防災機能を持つ公園を含む） 
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【予防対策】第１節 安全に暮らせる都市づくり 
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【図表３－２－１ 防災広場の設置状況 （令和４年１月現在）】 

２ 農地の保全 

３ 緑の防災ネットワークの形成 
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【予防対策】第１節 安全に暮らせる都市づくり 
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４ オープンスペースの把握と整備 

 第３ マンション等の集合住宅、高層建築物及び地下街の安全対策 

１ マンション等の集合住宅の生活継続計画 

基本方針 
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【予防対策】第１節 安全に暮らせる都市づくり 
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２ 高層建築物及び地下街等対策 

(1) 市 
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【予防対策】第１節 安全に暮らせる都市づくり 
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(2) 武蔵野警察署 

( )
(3) 武蔵野消防署 
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【予防対策】第１節 安全に暮らせる都市づくり 
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 第４ ブロック塀等の安全化 

 

基本方針 
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【予防対策】第１節 安全に暮らせる都市づくり 
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【図表３－２－２接道部緑化助成実績】 

【図表３－２－３ ブロック塀等改善補助金交付実績】 

 第５ 避難道路機能の確保 

１ 避難路の指定 

２ 放置自転車対策 

基本方針 
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【予防対策】第１節 安全に暮らせる都市づくり 
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３ 違法駐車対策 

４ 交差点改良事業 

 ５ 無電柱化の推進 
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【予防対策】第２節 建築物の耐震化及び安全対策の促進 
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第２節 建築物の耐震化及び安全対策の促進 

 第１ 建築物等の不燃化・耐震化 

１ 建築物の不燃化 

(1) 防火地域・準防火地域の指定基準 

(2) 防火地域・準防火地域の建築制限 

基本方針 
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【予防対策】第２節 建築物の耐震化及び安全対策の促進 
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２ 建築物の耐震化 

【図表３－２－４ 住宅・特定建築物の耐震化の現状と目標】 

(1) 耐震改修促進計画の策定と推進 



第２章 安全な都市づくりの実現 

【予防対策】第２節 建築物の耐震化及び安全対策の促進 
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(2) 現行の誘導支援策の継続と拡充 

３ 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化 
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【予防対策】第２節 建築物の耐震化及び安全対策の促進 
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４ 木造住宅密集地域における不燃化・耐震化 

 第２ エレベーター対策 

１ エレベーターの閉じ込め防止機能の向上 

(1) 市有施設 

【図表３－２－５ エレベーター閉じ込め防止装置】 
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【予防対策】第２節 建築物の耐震化及び安全対策の促進 
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(2) 民間施設 

 第３ 落下物、家具類の転倒・落下・移動の防止 

１ 落下物、屋外広告物等に対する安全対策 

(1) 屋根瓦・窓ガラス・天井等の落下防止対策 

基本方針 
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【予防対策】第２節 建築物の耐震化及び安全対策の促進 
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(2) 屋外広告物に対する規制 

(3) 自動販売機の転倒防止 

２ 家具の転倒・落下・移動の防止 

(1) 家具の転倒・落下・移動防止対策 

基本方針 
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【予防対策】第２節 建築物の耐震化及び安全対策の促進 
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【図表３－２－６ 武蔵野市家具転倒防止器具等取付事業の実績 （単位：件）】 
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【予防対策】第３節 長周期地震動への対策の強化 
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 第４ 文化財施設の安全対策 

第３節 長周期地震動への対策の強化 

 第１ 建築物所有者等の対策の推進 

 

 第２ 室内の安全確保 

基本方針 



第２章 安全な都市づくりの実現 

【予防対策】第４節 出火、延焼等の防止 
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第４節 出火、延焼等の防止 

 第１ 消防水利の整備、防火安全対策 

１ 出火の防止と初期消火の強化 

(1) 火気使用設備・器具の安全化 

(2) 電気設備の安全化 

(3) 出火防止のための査察・指導 

基本方針 
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【予防対策】第４節 出火、延焼等の防止 

震
災
編 

第
３
部 

第
２
章 

(4) 家庭用消火器 
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【予防対策】第４節 出火、延焼等の防止 
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(5) 地域設置消火器 

(6) 住宅用火災警報器の設置の推進 

(7) 消防用設備等の適正化指導 

(8) 自主防災組織の設立支援 

２ 火災の延焼拡大防止 

(1)消防活動体制の整備強化 

基本方針 
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【予防対策】第４節 出火、延焼等の防止 
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【図表３－２－７ 武蔵野消防署の消防車両等（令和４年３月末現在）】 

 (2)円滑な消防活動の確保 

(3) 消防水利の整備 
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【予防対策】第４節 出火、延焼等の防止 
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 第２ 危険物施設、毒物・劇物取扱い施設等の安全化 

１ 石油等危険物施設の安全化 

２ 液化石油ガス消費施設の安全化 

基本方針 
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【予防対策】第４節 出火、延焼等の防止 
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【図表３－２－８ 液化石油ガス法関係対象事業所一覧（市内）】 

３ 火薬類保管施設の安全化 

【図表３－２－９ 火薬類及び火薬外貯蔵施設一覧（市内）】 

４ 高圧ガス取扱施設の安全化 
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【予防対策】第４節 出火、延焼等の防止 
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【図表３－２－10 高圧ガス保安法関係対象事業所一覧（市内）】 

５ 毒物・劇物取扱施設の安全化 
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【予防対策】第４節 出火、延焼等の防止 
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【図表３－２－11 毒物・劇物営業者及び業務上取扱者一覧（市内）】 

 

６ 化学物質関連施設の安全化 

７ 放射線等使用施設 

 第３ 危険物等の輸送の安全化 
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【予防対策】第４節 出火、延焼等の防止 
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【応急対策】第１節 消火・救助・救急活動 
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応急対策 

項 目 

実施担当 

市担当 
関係機関等 

非常配備態勢 

第１節 消火・救助・救急活動 
市災対各部 

本部管理部 本部管理班 

武蔵野消防署 

武蔵野警察署 

武蔵野市消防団 

第２節 河川施設等の応急対策による二次災

害防止 

災対水道部 復旧班 

災対環境部 下水道管理班 

本部管理部 本部管理班 

災対都市整備部 道路管理班 

災対財務部 管財施設班 

災対教育部 庶務班 

都水道局 

日本水道協会 

自衛隊 

管工事業組合 

東京電力 

東京ガスグループ 

（一社）東京ＬＰガス協会 

通信事業者 

北多摩南部建設事務所 

武蔵野建設業協会 

ＪＲ東日本 

京王電鉄吉祥寺駅 

西武鉄道武蔵境駅 

施設管理者 

教職員 

第３節 危険物、毒劇物取扱施設等の応急措

置 

本部管理部 本部管理班 

災対環境部 庶務班 

災対教育部 庶務班 

都 

武蔵野警察署 

武蔵野消防署 

多摩府中保健所 

第１節 消火・救助・救急活動 

第２節 河川施設等の応急対策による二次災害防止 

 第１ 河川施設等の応急対策 
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【応急対策】第２節 河川施設等の応急対策による二次災害防止 

震
災
編 

第
３
部 

第
２
章 

 第２ 社会公共施設等の応急対策 

１ 社会公共施設等の応急危険度判定 

(1) 市立の公共建築物 

(2) 上記以外の社会公共施設 

２ 社会公共施設等の応急対策 

(1) 各医療機関 

(2) 社会福祉施設等 

(3) 動物園施設等 
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【応急対策】第３節 危険物、毒劇物取扱施設等の応急措置 
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(4) 学校施設 

(5) 文化財施設 

(6) 市立文化施設・社会教育施設・コミュニティセンター等 

第３節 危険物、毒劇物取扱施設等の応急措置 

 第１ 市 
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【応急対策】第３節 危険物、毒劇物取扱施設等の応急措置 
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第２ 事業者等 

第３ 危険物施設、高圧ガス、毒物・劇物取扱施設等の応急措置 

１ 危険物施設の応急措置 

２ 液化石油ガス消費施設の応急措置 

３ 火薬類保管施設の応急措置 

４ 高圧ガス保管施設の応急措置 
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【応急対策】第３節 危険物、毒劇物取扱施設等の応急措置 
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(1) 武蔵野警察署 

(2) 武蔵野消防署 

５ 毒物・劇物保管施設の応急措置 

(1) 保健所 

(2) 武蔵野警察署 

(3) 武蔵野消防署 
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【応急対策】第３節 危険物、毒劇物取扱施設等の応急措置 
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(4) 教育委員会 

(5) 環境部 （下水道課） 

６ 化学物質関連施設の応急措置 

(1) 都環境局 

 

(2) 市 
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【応急対策】第３節 危険物、毒劇物取扱施設等の応急措置 
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(3) 事業者等 

７ 放射線使用施設の応急措置 

(1) 市 

(2) 武蔵野消防署 

(3) 都福祉保健局 
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【応急対策】第３節 危険物、毒劇物取扱施設等の応急措置 
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第４ 危険物輸送車両の応急対策 

１ 都環境局 

２ 武蔵野警察署 

３ 武蔵野消防署 

４ 核燃料物質輸送車両等の応急対策 

第５ 特定動物等の逸走時対策 

１ 都総務局 

２ 都福祉保健局 
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【応急対策】第３節 危険物、毒劇物取扱施設等の応急措置 

震
災
編 

第
３
部 

第
２
章 

３ 都産業労働局 

４ 都建設局 

５ 武蔵野警察署 

６ 武蔵野消防署 
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【復旧対策】第１節 公共の安全確保、施設の本来機能の回復 
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復旧対策 

項 目 

実施担当 

市担当 
関係機関等 

非常配備態勢 

第１節 公共の安全確保、施設の本来機能の

回復 

市災対各部 

本部管理部 本部管理班 

武蔵野消防署 

武蔵野警察署 

武蔵野市消防団 

第１節 公共の安全確保、施設の本来機能の回復 

第１ 河川施設等の復旧 

第２ 社会公共施設等の復旧 

１ 動物園施設等 

２ 学校施設 

３ 文化財施設 

４ 市立文化施設・社会教育施設・コミュニティセンター等 



第２章 安全な都市づくりの実現 

【復旧対策】第１節 公共の安全確保、施設の本来機能の回復 
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５ 公園・緑地等 



第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

【本章における対策の基本的考え方】 
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第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

本章における対策の基本的考え方 

第３部 施策ごとの具体的計画（予防・応急・復旧計画） 
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【対策の全体像】 
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対策の全体像 

 

 

課題 

現在の到達状況 

対策の方向性 到達目標 
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【対策の全体像】 
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第
３
章 

 

 

道路等の整備  道路・橋りょう  道路・橋りょう 

鉄道施設の取り組み  鉄道施設  鉄道施設及び地域公共交通等 

緊急輸送ネットワークの整備  河川及び内水排除施設  河川及び内水排除施設 

ライフライン施設の安全化  水道施設  水道施設 

 下水道施設  下水道施設 

 電気・ガス・通信等  電気・ガス・通信等 

具体的な取組 

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 地震後の行動（復旧対策） 
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【予防対策】第１節 道路等の整備 
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予防対策 

項 目 
実施担当 

市担当 関係機関等 

 

災対都市整備部 庶務班 

災対都市整備部 道路管理班 

災対都市整備部 交通対策班 

災対都市整備部 建物調査班 

都北多摩南部建設事務所 

 

 

本部管理部 本部管理班 

 

ＪＲ東日本 

吉祥寺駅･三鷹駅･武蔵境駅 

京王電鉄株式会社 吉祥寺

駅 

西武鉄道株式会社 武蔵境

駅 

 

本部管理部 本部管理班 

災対都市整備部 交通対策班 

災対財務部 管財施設班 

 

 

本部管理部 本部管理班 

災対財務部 管財施設班 

災対水道部 庶務班 

災対水道部 復旧班 

災対環境部 下水道管理班 

災対環境部 庶務班 

災対環境部 災害廃棄物処理班 

武蔵野警察署 

武蔵野消防署 

東京電力 

東京ガスグループ 

ＮＴＴ東日本 

各通信事業者 

第１節 道路等の整備 

 第１ 道路の整備 

基本方針 
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【予防対策】第１節 道路等の整備 

震
災
編 

第
３
部 

第
３
章 

 １ 都市計画道路の整備 

(1) 避難場所（広域避難場所）への避難道路の整備 

(2) 無電柱化の推進 

(3) 街路樹等延焼遮断帯の整備 

 ２ 都市計画道路の現状（令和３年４月１日現在） 

(1) 計画決定 31 路線   総延長 約 39.5 ㎞ 

(2) 施行延長 約 24.6 ㎞  施行率 約 62.4％ 

 ３ 景観道路事業 



第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

【予防対策】第１節 道路等の整備 
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 ４ 区画道路の整備 

(1) 震災時に消防活動の困難が予想される区域の解消 

(2) 避難道路の整備 

 ５ 狭あい道路の拡幅整備 

 ６ 防災空間の確保 
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【予防対策】第２節 鉄道施設の取り組み 
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 第２ 橋りょうの整備 

第２節 鉄道施設の取り組み 

第３節 緊急輸送ネットワークの整備 

基本方針 
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【予防対策】第３節 緊急輸送ネットワークの整備 
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 第１ 緊急輸送ネットワーク整備の基本的考え方 

 第２ 緊急輸送ネットワークの分類 
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 第３ 車両燃料の確保 

第４節 ライフライン施設の安全化 

 第１ 水道施設 

 １ 水道施設の現状 

(1) 水源 

基本方針 
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(2) 導水管 

(3) 浄水場施設 

(4) 配水管 

(5) 危険物 

 ２ 震災予防対策 

(1) 施設面の震災予防 
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(2) 体制面の震災予防 

(3) 震災時連絡体制の確立 

(4) 震災対策用資機材等の整備 

(5) 広域応援体制の強化 
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 第２ 下水道施設 

震災対策 

 第３ 電気・ガス・通信等 

 １ 停電対策・エネルギー確保の多様化 
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【図表３－３－１ 設備別基準】 

 ２ ガスの安全対策 
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【図表３－３－２ 施設別安全化対策】 

 ３ 通信の安全対策 
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【図表３－３－３ 設備別安全化対策】
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応急対策 

項 目 

実施担当 

市担当 
関係機関等 

非常配備態勢 

第１節 道路・橋りょう 
災対都市整備部 道路管理班 

災対都市整備部 交通対策班 

武蔵野警察署 

道路管理者 

北多摩南部建設事務所 

武蔵野建設業協会 

第２節 鉄道施設等 本部管理部 本部管理班 

ＪＲ東日本 

京王電鉄吉祥寺駅 

西武鉄道武蔵境駅 

第３節 河川及び内水排除施設 
災対環境部 下水道管理班 

災対都市整備部 道路管理班 

北多摩南部建設事務所 

武蔵野建設業協会 

第４節 水道施設 
災対水道部 庶務班 

災対水道部 復旧班 

日本水道協会 

管工事業組合 

第５節 下水道施設 災対環境部 下水道管理班 
流域下水道本部 

管工事業組合 

第６節 電気・ガス・通信等 本部管理部 本部管理班 

東京電力 

東京ガスグループ 

（一社）東京ＬＰガス協会 

ガス事業者 

通信事業者 

○ 主な機関の応急復旧活動 

機
関
名 

発災       2～3 時間              24 時間      72 時間 

初動態勢の確立期 即時対応期 復旧対応期 

市 
   

武
蔵
野 

警
察
署 

 

 

北
多
摩
南
部 

建
設
事
務
所 

 

 

 

 

○緊急通行車両確認証明書の交付 

○輸送車両の調達 

○緊急通行車両標章の交付 

○緊急輸送道路障害物除去、応急復旧 

○関係機関連絡調整(以下、随時開催) 

○緊急点検、緊急措置 
○被災状況の情報収集 

○緊急輸送道路障害物除去作業の調整 

○緊急輸送道路障害物除去、応急復旧 

○通行可能道路の確認 

○緊急輸送道路障害物除去路線の選定 
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○主な機関の応急復旧活動 

機
関
名 

発災       2～3 時間       24 時間        72 時間 

初動態勢の確立期 即時対応期 復旧対応期 

市 

 

   

    

都
下
水
道
局 

市
下
水
道
課 

  

  

電気 
  

  

ガス 
  

  

通信 
  

  

○応急復旧作業 

○被害情報収集 

○職員参集 

○災害対策本部設置 ○応急復旧作業 

○災害対策本部設置 

○災害対策本部設置 ○応急復旧作業 

○関係機関への情報連絡 

○応急復旧作業 

○応援要請 

○応援要請 

○職員参集 

○被害情報収集 

○関係機関への情報連絡 

○水道対策本部設置 

○応急復旧作業 

○初動本部設置 

○災害対策本部設置 
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第１節 道路・橋りょう 

 第１ 交通規制 

 １ 交通情報の収集・交通統制 

(1) 交通情報の収集 

(2) 幹線道路の交通秩序の維持 

(3) 一般車両の市内への運行 

 ２ 交通規制の実施 
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【図表３－３－４ 都内全域の交通規制等の概念図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 都内に震度６弱以上の地震が発生！

○ 大規模な災害が発生したことを現場の警察官が認知！

■ 確認機関

①【都交通局長】 
  【都水道局長】 
  【都下水道局長】 
  【東京消防庁消防総監】

②【都財務局長】 

③【警視庁】 

緊急通行車両の確認

■ 確認手続等

 第一次交通規制

  

交通規制【警視庁】

 第二次交通規制

  

震度５強の地震が発生した場合の交通規制

★震災時に緊急通行車両等とし
ての使用を予定している車両 

★届出済証の交付を受けていな
い車両 
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(1) 第一次交通規制 （災害発生直後の交通規制） 

【図表３－３－５ 大震災時における交通規制図〔第一次〕】 

(2) 第二次交通規制 
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【図表３－３－６ 大震災時における交通規制図〔第二次〕】 

(3) 留意事項 
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(4) その他風水害時の態勢 

 ３ 緊急交通路等の実態把握 

 ４ 交通規制の実効性を確保する手段・方法 

(1) 主要交差点への規制要員の配置 

(2) 緊急交通路の措置 

(3) 交通検問所の設置、緊急通行車両等確認手続及び確認標章の交付 

(4) 放置車両等の対策 
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(5) 警備員、ボランティア等の協力の受入れ 

(6) 装備資器 （機） 材の効果的な活用 

(7) 交通管制システムの適切な運用 

 ５ 緊急物資輸送路線の指定 

 ６ 広報活動 

(1) 運転者等に対する広報 
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 ７ 緊急通行車両等の確認 （武蔵野警察署） 

(1) 緊急通行車両の種類 

(2) 緊急通行車両等の確認機関 
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(3) 緊急通行車両等の確認 

(4) 交通規制除外車両 

 第２ 緊急道路障害物除去等 

 １ 緊急道路障害物除去路線の選定 

(1) 選定基準 （都建設局） 

 ２ 緊急道路障害物除去作業態勢 
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 ３ 障害物除去用資機材の整備 
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 第３ 災害時の応急措置 

第２節 鉄道施設等 

 第１ 災害時の活動態勢 

 １ 災害対策本部の設置 

 ２ 通信連絡態勢 
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 第２ 発災時の初動措置 

 第３ 乗客の避難誘導 

 第４ 事故発生時の救護活動 

第３節 河川及び内水排除施設 
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第４節 水道施設 

 第１ 災害時の活動態勢 

 １ 水道対策本部の設立 

   
   

(1) 情報連絡体制 
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(2) 応援要請 

(3) 資機材等の調達 

 第２ 応急復旧計画 

 １ 応急復旧 

 ２ 復旧の優先順位 

(1) 水道施設 

(2) 優先復旧施設 



第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

【応急対策】第５節 下水道施設 
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部 

第
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 ３ 管理図等の保管 

 ４ 災害時の広報 

第５節 下水道施設 

 第１ 震災時の活動態勢 

 第２ 応急対策 

 １ 災害復旧用資器材の確保 

 ２ 被害調査 

 ３ 応急措置 

第６節 電気・ガス・通信等 



第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

【応急対策】第６節 電気・ガス・通信等 
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災
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部 

第
３
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 第１ 電気 

 １ 災害時の活動態勢 

(1) 非常態勢の組織 

 

(2) 非常態勢の発令 

(3) 対策要員の確保 



第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

【応急対策】第６節 電気・ガス・通信等 
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 ２ 応急対策 

 第２ ガス 

 １ 発災時の活動態勢 

 

(1) 非常事態対策本部の設置 

(2) 震災時の非常体制 

本部長 



第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

【応急対策】第６節 電気・ガス・通信等 
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第
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 ２ 応急対策 

 第３ 通信 

 １ 震災時の活動態勢 



第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

【応急対策】第６節 電気・ガス・通信等 
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災
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第
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第
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 ２ 応急対策 



第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

【復旧対策】第１節 道路・橋りょう 
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復旧対策 

項 目 

実施担当 

市担当 
関係機関等 

非常配備態勢 

第１節 道路・橋りょう 
災対都市整備部 道路管理班 

災対都市整備部 交通対策班 

武蔵野警察署 

道路管理者 

北多摩南部建設事務所 

武蔵野建設業協会 

第２節 鉄道施設及び地域公共交通等 本部管理部 本部管理班 

ＪＲ東日本 

京王電鉄吉祥寺駅 

西武鉄道武蔵境駅 

第３節 河川及び内水排除施設 
災対環境部 下水道管理班 

災対都市整備部 道路管理班 

北多摩南部建設事務所 

武蔵野建設業協会 

第４節 水道施設 災対水道部 復旧班 
日本水道協会 

管工事業組合 

第５節 下水道施設 災対環境部 下水道管理班 
流域下水道本部 

管工事業組合 

第６節 電気・ガス・通信等 本部管理部 本部管理班 

東京電力 

東京ガスグループ 

（一社）東京ＬＰガス協会 

ガス事業者 

通信事業者 

第１節 道路・橋りょう 



第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

【復旧対策】第２節 鉄道施設及び地域公共交通等 
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第２節 鉄道施設及び地域公共交通等 

第３節 河川及び内水排除施設 

第４節 水道施設 



第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

【復旧対策】第５節 下水道施設 
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第５節 下水道施設 

 １ 下水道施設の復旧計画 

 ２ 都との役割分担 

第６節 電気・ガス・通信等 

 第１ 停電対策 



第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

【復旧対策】第６節 電気・ガス・通信等 
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 第２ ガスの災害対策 



第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

【復旧対策】第６節 電気・ガス・通信等 
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 第３ 通信の災害対策 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【本章における対策の基本的考え方】 
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災
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第
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第
４
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第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

本章における対策の基本的考え方 

第３部 施策ごとの具体的計画（予防・応急・復旧計画） 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【対策の全体像】 
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対策の全体像 

 

 

課題 

現在の到達状況 

対策の方向性 到達目標 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【対策の全体像】 
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初動対応体制の整備  初動態勢    

 

市・事業所等のＢＣＰの策定     

救助・救急活動等の体制強化  消火・救助・救急活動   

応援協力・連携体制の強化  応援協力・派遣要請 

災害時活動拠点等の整備  災害時活動拠点の調整 

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 地震後の行動（復旧対策） 

具体的な取組 
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【予防対策】第１節 初動対応体制の整備 
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予防対策 

項 目 
実施担当 

市担当 関係機関等 

 本部管理部 本部管理班  

 

本部管理部 本部管理班 

災対市民部 庶務班 

災対総務部 庶務班 

 

 本部管理部 本部管理班 
武蔵野消防署 

武蔵野警察署 

 

本部管理部 本部管理班 

災対総合政策部 秘書広報班 

災対総務部 受援応援班 

災対市民部 物資管理搬送班 

災対市民部 被災者対応班 

災対健康福祉部 避難行動要支援

者対策班 

 

 

各部 

本部管理部 本部管理班 

災対財務部 管財施設班 

災対市民部 物資管理搬送班 

災対市民部 被災者対応班 

災対市民部 災害ボランティアセン

ター班 

災対環境部 庶務班 

災対環境部 災害廃棄物処理班 

災対環境部 物資管理搬送班 

災対健康福祉部 庶務班 

災対健康福祉部 災害ボランティア

センター班 

災対教育部 遺体収容班 

監査委員事務局 物資管理搬送班 

都 

第１節 初動対応体制の整備 

 第１ 初動態勢の強化 

  １ 緊急初動態勢の拡充 

基本方針 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【予防対策】第１節 初動対応体制の整備 
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部 
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  ２ 震災時の職場待機ルールの確立 

  ３ 初動要員選定方法の改善 

  ４ 初動期の市職員情報連絡体制の充実 

  ５ 基準震度 

 

【図表３－４－１ 基準震度】 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【予防対策】第１節 初動対応体制の整備 

震
災
編 

第
３
部 

第
４
章 

 第２ 災害対策本部機能の充実 

  １ 非常配備態勢の再編 

  ２ 業務継続計画（ＢＣＰ）との整合 

  ３ 会計年度任用職員（パートナー職員）の災害対策業務への従事について 

  ４ 被災者生活再建支援システムの習熟 

  ５ 市職員の災害対応能力の向上 

基本方針 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【予防対策】第２節 市・事業所等の業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 
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第２節 市・事業所等の業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

 第１ 市の業務継続計画（ＢＣＰ）策定 

 第２ 事業所等のＢＣＰ（事業継続計画）策定 

基本方針 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【予防対策】第３節 救助・救急活動等の体制強化 
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第３節 救助・救急活動等の体制強化 

 第１ 武蔵野消防署の救助・救急体制 

 第２ 武蔵野警察署の救出・救助体制 

基本方針 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【予防対策】第３節 救助・救急活動等の体制強化 
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 第３ 消防団の救出・救助活動能力の向上 

 第４ 市民の救出・救助活動能力の向上 

  １ 救出活動技術の普及・啓発 

  ２ 応急救護知識の普及及び技術の向上 

 第５ 事業所等の救出・救助活動能力の向上 

１ 救出活動技術の向上 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【予防対策】第３節 救助・救急活動等の体制強化 
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２ 応急救護知識の普及及び技術の向上 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【予防対策】第４節 応援協力・連携体制の強化 
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第４節 応援協力・連携体制の強化 

 第１ 都との相互協力 

 第２ 他市区町村との相互協力 

基本方針 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【予防対策】第４節 応援協力・連携体制の強化 
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  １ 武蔵野市大規模災害被災地支援に関する条例 

   (1) 支 援 

   (2) 市民の支援活動への援助  

  ２ 全国青年市長会災害相互応援に関する要綱 

  ３ 多摩地域における震災時等の相互応援に関する協定 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【予防対策】第４節 応援協力・連携体制の強化 
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  ４ 山形県酒田市との災害相互援助協定 

  ５ 長野県安曇野市との災害相互援助協定 

  ６ 安曇野市サミット宣言 

( )

  ７ 杉並区との災害時相互協力に関する協定 

  ８ 練馬区との災害時における相互応援に関する協定 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【予防対策】第４節 応援協力・連携体制の強化 
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  ９ 広域連携体制の強化 

  １０ 受援体制の整備 

防災協定 

新潟県長岡市 

富山県南砺市 

鳥取県岩美町 

広島県大崎上島町 

長野県安曇野市 長野県川上村 

千葉県南房総市 

武蔵野市 

岩手県遠野市 

山形県酒田市 

東京都杉並区 

福島県北塩原村 

北海道名寄市 

新潟県小千谷市 

山梨県忍野村 

静岡県南伊豆町 

群馬県東吾妻町 東京都青梅市 

福島県南相馬市 

東京都練馬区 

長野県上田市 

福島県塙町 

東京都西東京市 

埼玉県和光市 
群馬県下仁田町 

群馬県前橋市 

埼玉県新座市 

群馬県館林市 

武蔵野市交流市町村協議会 杉並区交流自治体スクラム会議 

練馬区災害協定ネットワーク 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【予防対策】第４節 応援協力・連携体制の強化 
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 第３ 広域避難者の市内受入と支援 

  １ 避難者登録制度の創設  

  ２ 庁達「東日本大震災の被災者への支援について」と避難者支援窓口の開設 

   

 第４ 防災関係機関との応援協力 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【予防対策】第５節 災害時活動拠点等の整備 
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 第５ 協定締結機関との応援協力 

第５節 災害時活動拠点等の整備 

 第１ 災害時活動拠点機能の強化 

基本方針 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【予防対策】第５節 災害時活動拠点等の整備 
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【図表３－４－２ 災害時活動拠点施設一覧】 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【予防対策】第５節 災害時活動拠点等の整備 
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災
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第
３
部 

第
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re

 第２ 市庁舎の設備 

  １ 規模・設備等 

  ２ 平常時の設備 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【予防対策】第５節 災害時活動拠点等の整備 
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  ３ 非常時の設備 

 第３ 防災安全センター（市庁舎西棟４・５階） 

「防災安全センター」としての機能施設 

   (1) 地震に対して強い施設とするための対策 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【予防対策】第５節 災害時活動拠点等の整備 
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   (2) 災害により一次側設備が途絶した場合等に備えた対策 

   (3) 災害により二次側設備の安全性を確保するための対策 

 第４ 職員用宿泊施設等の整備 

  １ 宿泊場所 

  ２ 職員用食料等の備蓄 

 第５ 災害対策用職員住宅の整備 

【図表３－４－３ 災害対策用職員住宅（令和４年１月１日現在）】 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【予防対策】第５節 災害時活動拠点等の整備 

震
災
編 

第
３
部 

第
４
章 

 第６ 災害ボランティア活動拠点の確保 

 

【図表３－４－４ 市のボランティア活動拠点】 

 第７ 緊急物資輸送拠点の確保 

【図表３－４－５ 市の緊急物資輸送拠点】 

 第８ 遺体収容所の確保 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【予防対策】第５節 災害時活動拠点等の整備 
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【図表３－４－６ 市の遺体収容所指定施設】 

 第９ 市施設の停電対策 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【予防対策】第５節 災害時活動拠点等の整備 
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【図表３－４－７ 武蔵野クリーンセンター停電時エネルギー供給イメージ図】 

 第１０ オープンスペースの把握と整備 

 第１１ ヘリコプター活動拠点の確保 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【予防対策】第５節 災害時活動拠点等の整備 
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【図表３－４－８ 災害時臨時離着陸場候補地一覧】 

( ( ) ) 

 第１２ ヘリサインの設置 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【応急対策】第５節 災害時活動拠点等の整備 
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応急対策 

項 目 

実施担当 

市担当 
関係機関等 

非常配備態勢 

第１節 初動態勢 市災対各部  

第２節 消火・救助・救急活動 本部管理部 本部管理班 

武蔵野消防署 

武蔵野警察署 

武蔵野市消防団 

第３節 応援協力・派遣要請 

本部管理部 本部管理班 

災対総合政策部 秘書広報班 

災対総務部 受援応援班 

市災対各部 

都総務局 

自衛隊 

都・市区町村 

協定締結団体 

関係機関 

第４節 災害時活動拠点の調整 本部管理部 本部管理班 都 

○主な機関の応急復旧活動 

機
関
名 

発災       2～3 時間        24 時間       72 時間 

初動態勢の確立期 即時対応期 復旧対応期 

市 

 
 

 
  

武
蔵
野
消
防
署 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○避難指示等 

○署隊運用による消防活動(消火活動) 

○消防団活動 

消防相互応援協定を締結している消防本部及び

緊急消防援助隊等の応援要請（東京消防庁） 

○救出救助活動 

○救助・救急活動 
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第１節 初動態勢 

第２節 消火・救助・救急活動 

 第１ 救助・救急活動態勢等 

  １ 武蔵野消防署の活動態勢・活動内容 

  ２ 武蔵野警察署の活動態勢・活動内容 

 第２ 震災消防活動 
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  １ 武蔵野消防署の消防活動態勢 

   (1) 武蔵野消防署・武蔵野市消防団機構一覧 

 

   (2) 災害等情報伝達系統 

 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【応急対策】第２節 消火・救助・救急活動 

震
災
編 

第
３
部 

第
４
章 

   (3) 震災署隊本部等の運営 

   (4) 初動態勢 

  ２ 震災消防活動 

   (1) 活動方針 

   (2) 部隊の運用等 

   (3) 消火活動 
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   (4) 情報収集等 

   (5) 消防団の活動 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【応急対策】第２節 消火・救助・救急活動 

震
災
編 

第
３
部 

第
４
章 

  ３ 消防相互応援協力 

   (1) 協力体制 

 第３ 警備活動  

  １ 警備体制 

   (1) 警備本部の設置 

   (2) 部隊運用等 

   (3) 民間協力団体等の協力の受入れ 

  ２ 警備活動 

   (1) 警備活動要領 
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   (2) 活動任務 

第３節 応援協力・派遣要請 

 第１ 応援協力・連携体制 

  １ 応援協力 
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  ２ 都との相互協力 

  ３ 他市区町村との相互協力 
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   (1) 武蔵野市大規模災害被災地支援に関する条例 

  ４ 防災関係機関・団体等との応援協力 

   (1) 震災編 第２部 第１章 第 2節 第 3 「指定地方行政機関の役割」【再掲】 

   (2) 指定公共機関の役割 
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   (3) 指定地方公共機関の役割 

   (4) 公共的団体の役割 

(1)
(3)
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(1) (4)

   (5) 震災編 第２部 第１章 第 2節 第 7-2 「地域団体等の役割」【再掲】 

   (6) 自主防災組織・避難所運営組織の役割 

 第２ 自衛隊への災害派遣要請 

  １ 災害派遣の範囲 

   (1) 都知事の要請による災害派遣 



第４章 自治と連携による応急対応力の強化 

【応急対策】第３節 応援協力・派遣要請 

震
災
編 

第
３
部 

第
４
章 

   (2) 都知事が要請するいとまがない場合における災害派遣 

  ２ 災害派遣要請の手続等 

   (1) 都知事への要請 

   (2) 市長の通報 

  ３ 災害派遣部隊の活動内容 
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  ４ 経費の負担 

  ５ 震災編第３部第 4章【予防対策】第 5節「災害時活動拠点等の整備」【再掲】 

第４節 災害時活動拠点の調整 

【 】
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第５章 情報通信の確保 

本章における対策の基本的考え方 

被災状況などの災害関連情報は、防災機関による応急対策などの具体的な活動を展開する上

で欠かせない。このような必要な情報を伝達するために、発災時に機能する通信体制を確保し

ていく必要がある。また、東日本大震災の教訓からも、行政機関等における通信だけではなく、

市民への情報提供や家族同士の安否確認等のための情報通信も、発災時における市民の安全確

保や混乱防止のために重要となる。

発災後の情報通信の確保及び的確化に向け、最新の ICT等を活用した情報通信技術の研究や
災害対応に必要な情報項目等の精査を行いながら、①防災機関相互の情報収集・連携、②市民

への情報提供、③各施設・避難所や市民相互の情報連絡について整備を推進する（次頁の図表

を参照）。

第３部 施策ごとの具体的計画（予防・応急・復旧計画） 
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【図表３－５－１ 三類型の情報伝達の流れ（イメージ）】 

 

全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ） 

 消防庁 
配信システム 

自衛隊 

国・各省庁 

東京消防庁 

通信事業者 

警視庁 

通信衛星 

武蔵野市 
災害対策
本部 

交番・駐在
所

署 員 

武蔵野 
警察署 

武蔵野 
消防署 

消防団員 

エリアメール 

地
域
の
住
民
・
自
主
防
災
組
織 

等 

③
市
民
相
互
の
情
報
連
絡 

テレビ、ラジオ（映像・音声・文字） 

防災用ＭＣＡ無線 

テレビ・ラジオ 

ポンプ車拡声 

口頭/拡声器 等 

防災用 
ＭＣＡ無線 

固定系防災
行政無線 

ケーブル TV 
コミュニティ FM 

東京都 

報道機関 

避
難
所 

コ
ミ
セ
ン 

メ
ー
ル 

 

災
害
用
伝
言 

サ
ー
ビ
ス 

掲
示
板 

口
頭 

Ｓ
Ｎ
Ｓ 

災害時特設 
コールセンター 

屋外スピーカー 

防災用ＭＣＡ無線 
衛星携帯電話 

災害時優先電話 
ＦＡＸ 等 

防災用ＭＣＡ無線 

②市民への情報提供 ①関係機関相互の情報収集・連携 

電話回線 

防災・安全メール、市公式 SNS 

市 HP、防災 WEB 

広報車、FAX 

災害情報システム 
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対策の全体像 

 

市は、災害時に必要な情報を伝達する手段として、固定系防災行政無線（Ｊ-ＡＬＥＲＴを含む）、
防災用ＭＣＡ無線、防災情報システム、市ホームページ（防災安全センターＷＥＢ等）、市公式SNS、
広報車、衛星携帯電話、特設公衆電話などの整備を図ってきた。

防災用MCA無線については IP無線との多重化整備を行った。
固定系防災行政無線についてはデジタル化の実施に伴い、SNS との自動連携した情報発信を開始
した。

防災行政無線屋外拡声子局の３局増設、防災用高所カメラの吉祥寺駅前への移設、「ツイッター」

「フェイスブック」「LINE」「むさしの防災・安全メール」「緊急速報メール（携帯向け市地域限定
配信メール）」「株式会社エフエムむさしのインターネットサイマル放送」「株式会社ジェイコム東

京 武蔵野・三鷹局（ケーブルテレビ）の緊急文字放送」等の運用を開始した。

   
 

 

多様な通信手段によ
る通信の確保の継続
した取り組みの必要

防災関係機関相互の情報収
集・連携体制の整備

防災用ＭＣＡ無線及び衛星携帯電話
の拡充整備等による情報収集・連携
体制の強化。

市民への分かりやす
い情報提供体制、環
境の整備の必要。

市民への情報提供体制の整備
多角複合的な情報提供手段による情
報提供体制の整備。

市民相互の情報連絡等の環境
整備

安否確認のための通信設備等の整
備、市民の安否確認方法の習熟。

 

課題 

現在の到達状況 

対策の方向性 到達目標 
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防災機関相互の情報収集・連

携体制の整備 
 防災機関相互の情報通信連絡体制（警報及び注意報などの第一

報） 

現況の情報収集体制・情
報連携体制

情報収集・連携手段の拡
充整備

都・防災関係機関におけ
る情報連携体制の整備

災害協力協定機関・団体
との情報連携体制の強化

武蔵野市防災情報システ
ム運用の充実

実践的な訓練等の実施

情報連絡体制

災害警報及び注意報の発
令・伝達

防災機関相互の情報通信連絡体制（被害状況等）

被害状況等の収集体制

市民への情報提供体制の整備  広報体制 

現況の情報提供体制・情
報連携体制

多角複合的な情報提供手
段の確保

災害警報及び注意報等の
伝達基準の整備

高齢者・障害者等に配慮
した情報提供体制の強化

防災安全センターＷＥＢ
による情報提供体制の強
化

災害時の放送体制の充実

災害時特設コールセンタ
ーの設置

実践的な訓練の実施

広報活動

災害時の放送

広聴体制 

広聴活動

市民相互の情報連絡の環境整

備 
 住民相互の情報連絡等 

 

市及び都の取り組み

通信事業者の取り組み
 

地震前の行動（予防対策） 

 

地震直後の行動（応急対策） 
発災後 72 時間以内 

地震後の行動（復旧対策） 
発災後１週間目途 

具体的な取組 
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予防対策 

項 目 
実施担当 

市担当 関係機関等 

第１節 防災機関相互の情報収集・連携体制

の整備 

本部管理部 本部管理班 

災対市民部 物資管理搬送班 

都 

国 

武蔵野警察署 

武蔵野消防署 

防災関係機関 

第２節 市民への情報提供体制の整備 

本部管理部 本部管理班 

災対総合政策部 秘書広報班 

災対市民部 物資管理搬送班 

災対市民部 コールセンター班 

災対子ども家庭部 庶務班 

災対教育部 庶務班 

株式会社エフエムむさしの 

株式会社ジェイコム東京 武

蔵野・三鷹局 

鉄道事業者 

第３節 市民相互の情報連絡の環境整備 
本部管理部 本部管理班 

災対教育部 庶務班 

ＮＴＴ東日本 

鉄道事業者 

通信事業者 

第１節 防災機関相互の情報収集・連携体制の整備 

【本部管理部 本部管理班、災対市民部 物資管理搬送班、都、国、武蔵野警察署、武蔵野

消防署、防災関係機関】

■ 通信の確実性が高い衛星携帯電話や迅速な情報共有が図れる防災用ＭＣＡ無線などを拡充

整備することにより、防災機関相互の情報収集体制・情報連携体制を強化する。 

○ 発災時は、電話・ＦＡＸ等の通信手段の機能が低下する。特に発災直後は通話規制による

通話回線の輻輳が発生する可能性が高く、行政機関内部における情報連絡や防災関係機関相

互の情報連絡に大きな影響を受ける。

○ そのため、迅速かつ円滑な災害応急対策を実現するために、都、国及び防災関係機関等と

の重層的な情報収集体制・情報連携体制を構築する必要がある。

○市の情報収集ツールとして、防災用高所カメラ、無人航空機（ドローン）等の活用について

引き続き検討する。

 第１ 現況の情報収集体制・情報連携体制 

【本部管理部 本部管理班、都、国】

○ 市における現況の主な情報収集体制・情報連携体制は以下のとおりである。日頃より通

信訓練や通信テスト、保守点検等により、機器の習熟及び維持管理に努める。

基本方針 
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機器・設備 機能・特徴 

全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲ

Ｔ） 

気象庁が提供する地震動の予報及び警報を総務省

消防庁が整備する J-アラートシステムを経由して

受信 

気象観測装置 雨量、風速、気温等の観測 

震度計 震度の観測（市内の観測点は２箇所） 

防災用ＭＣＡ無線 一定数の周波数を多数の利用者が共同で利用する

無線システム（防災関係機関等に 204 局整備） 

IP 無線 携帯電話通信網を活用した無線（一時滞在施設等に

30 台整備） 

衛星携帯電話 衛星による通信回線を利用した電話（13 台整備） 

簡易無線 防災用ＭＣＡ無線より通信範囲が狭い無線設備 

災害時優先電話 一般固定電話より発信が優先される電話 

消防指令システム 市・消防署から消防団員へ災害情報を伝達するメー

ルシステム 

武蔵野市防災情報システム（職員安否

確認システム、防災用高所カメラ等） 

災害情報を一元的に収集・分析し、情報共有・情報

発信を行える総合的な情報システム 

東京都防災行政無線（ＦＡＸを含む） 都、市区町村、防災関係機関等で広域的に通信でき

る防災行政無線 

東京都災害情報システム（ＤＩＳ） 

画像伝送システム 

都が被害・措置情報等を管理するために、市区町

村・防災関係機関等に整備しているシステム 

 第２ 情報収集・連携手段の拡充整備 

【本部管理部 本部管理班、災対市民部 物資管理搬送班】

○ 庁内関係各部や消防団、防災関係機関等に防災用ＭＣＡ無線を 204 局、衛星携帯電話を

13 台整備している。また防災用 MCA 無線については IP 無線機能を付加整備している。 

○ 東日本大震災では、通信回線の輻輳等により一般固定電話が使用できない中、市内の被

害状況や帰宅困難者の状況把握等に防災用ＭＣＡ無線を使用し、また、友好都市や被災地

支援部隊との連絡に衛星携帯電話を使用して、発災直後の迅速な災害対策や被災地のニー

ズに即した的確な災害対策を実現した。 

○ 防災用ＭＣＡ無線及び衛星携帯電話について、防災協定を締結している機関等を中心に

拡充整備することにより、情報収集体制・情報連携体制の強化を図る。 

○ 友好都市等における衛星携帯電話の保有状況及び番号を調査把握して、受援及び支援に

かかる連絡体制の強化を図る。
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 第３ 都・防災関係機関における情報連携体制の整備 

【都、武蔵野警察署、武蔵野消防署、防災関係機関】

都

○ 関係機関との情報連絡において、東京都防災行政無線、災害時優先電話、業務用

ＭＣＡ無線等、重層的な情報連絡体制を整備する。 

○ 中央防災無線、消防防災無線及び地域衛星通信ネットワーク等を活用し、国の現

地対策本部、総務省消防庁及び他府県等との通信連絡体制を構築する。 

○ 東京都防災行政無線は、総合的な防災行政無線網として、東京都防災センター、

市区町村、警視庁、東京消防庁、気象庁、災害拠点病院、ライフライン機関、放送

機関等の防災機関及び都の主要出先機関との間に整備している。 

○ 東京都防災行政無線は、電話、ＦＡＸ機能のほか、データ通信、画像通信及び衛

星通信を導入し、都全域における防災情報通信ネットワークを構成している。なお、

無線局が被災した場合に備え、可搬型の衛星通信設備を整備している。 

・東京都災害情報システム（ＤＩＳ）／画像伝送システム／地震被害判読システム 

○ 都、東京消防庁、市区町村及び気象庁が設置した地震計 (102 基)の観測情報を

災害情報システム（ＤＩＳ）により、市及び各防災機関に提供する。各防災機関が

相互に協力しながら、迅速な初動対応を行える体制を確立する。

武蔵野

警察署

○ 防災用ＭＣＡ無線、警察無線、警察電話、衛星携帯電話及び各種の通信手段によ

り、市及び防災関係機関との情報連絡体制を構築する。

武蔵野

消防署

○ 防災用ＭＣＡ無線、防災行政無線、衛星携帯電話、消防電話等各種の通信手段に

より、市及び防災関係機関との情報連絡体制を構築する。

○ 早期災害情報システム及び緊急情報伝達システム等の活用などにより情報収集

伝達体制を強化する。

○ 震災消防活動支援システム、延焼シミュレーションシステム等の震災消防対策シ

ステムの効果的な運用を図る。

その他の防

災関係機関

〇 それぞれの通信連絡系統のもと、無線通信及び各種の連絡手段により通信連絡を

行う体制を整備する。

 第４ 災害協力協定機関・団体との情報連携体制の強化 

【本部管理部 本部管理班】 

○ 市は、平成 24 年８月より、災害協力協定を締結している関係団体と「武蔵野市災害協力

協定締結団体連絡会議」を開催している。 

○ 災害時の連絡手段の確保や固定電話及び衛星携帯電話の連絡網を作成するなど、連携体

制のさらなる強化を図る。 

 

 第５ 武蔵野市防災情報システム運用の充実 

【本部管理部 本部管理班】 

 ○ 市では、災害時における人命救助や救援活動を実践するため情報を一元的に収集・分析

し、活動要員との情報共有や市民への情報発信を行える総合的な防災情報システムを平成
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19 年度より運用を図っている。

○ 設置より約10年が経過した平成30年度から第２期防災情報システムの検討に入り、様々

な災害教訓を踏まえた上、第２期システムにおいては、情報の一元的集約及び活動要員間

の情報共有を強化し、精度の高い情報収集や共有にかかる時間短縮を図った。令和２年度

に再構築を行い、令和３年度以降は職員へのシステム研修を行っている。また、防災用高

所カメラについても引き続き、市内３カ所に設置し、発災直後の面的な情報収集を図って

いく。

 

 第６ 実践的な訓練等の実施 

【本部管理部 本部管理班】

○ 防災用ＭＣＡ無線を設置している全機関・団体を対象に、毎月の定期通信訓練を実施す

る。また、東日本大震災を教訓に実践的な訓練を実施するため、１対１の個別通信だけで

なく、迅速な通信が可能な同報型（グループ通信）の訓練手法を実施する。

○ 平成 29 年度に作成した武蔵野市災害対応マニュアルに基づき、初動本部の即応性を高め

るため、本部初動要員の実動訓練を行っており、引き続き実施していく。

第２節 市民への情報提供体制の整備 

【本部管理部 本部管理班、災対総合政策部 秘書広報班、災対市民部 物資管理搬送班、

災対市民部 コールセンター班、災対子ども家庭部 庶務班、災対教育部 庶務班、株式

会社エフエムむさしの、株式会社ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局、鉄道事業者】

■ 災害が発生するおそれがある場合の情報や発災後に必要な情報について、精査を行う。 

■ 固定系防災行政無線・防災用ＭＣＡ無線・防災安全センターＷＥＢ・市ホームページ・む

さしの防災安全メール・エリアメール・広報車・ツイッター・フェイスブック・LINE等の

災害時に利用可能な速報性の高い情報伝達手段を多角複合的に活用するとともに、公共施

設の掲示板を活用したアナログ的な情報提供手法を検討する。 

○ 災害時において、市民の安全確保や混乱防止のため、また、市及び市民が一体となって防

災活動を適切に行うためには、市民への的確な情報の伝達が必要である。 

○ 東日本大震災では、消防団ポンプ車の拡声広報により、計画停電等に関する情報を市民へ

直接提供した。地域に密着した情報提供手段として非常に有効であったため、当該事例を参

考として、アナログ的な情報提供体制の整備も重要である。 

○ 帰宅困難等により市外にいる市民への情報提供体制についても、強化を図る必要がある。 

基本方針 
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 第１ 現況の情報提供体制・情報連携体制 

【本部管理部 本部管理班、災対総合政策部 秘書広報班、災対教育部 庶務班、株式会社

エフエムむさしの、株式会社ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局】 

 ○ 市における現況の主な市民への情報提供体制は以下のとおりである。日頃より通信訓練

や通信テスト、保守点検等により、機器の習熟及び維持管理に努める。

防災無線 固定系防災行政無線（屋外拡声子局、屋内戸別受信機、電話応答サ

ービス）

全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）

防災用ＭＣＡ無線

メール むさしの防災・安全メール

緊急速報メール（携帯向け市地域限定配信メール）

学校緊急メール

ホームページ 気象観測システム（防災情報システムの一部）

市ホームページ（キャッシュサイト、防災安全センターＷＥＢ等）

地域メディア※１

（放送）

株式会社エフエムむさしののラジオ放送

株式会社エフエムむさしののインターネットサイマル放送

株式会社ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局のテレビ放送

株式会社ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局の緊急文字放送

株式会社ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局緊急地震速報端末への緊

急放送 ※自動起動機能有り

ＳＮＳ ツイッター、フェイスブック、LINE
アナログ 広報車

消防団ポンプ車による広報

掲示板

  ※１ 株式会社ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局及び株式会社エフエムむさしのと締結している

「緊急放送に関する協定」に基づき、放送を実施するものである。 

 

 第２ 多角複合的な情報提供手段の確保 

【本部管理部 本部管理班、災対総合政策部 秘書広報班、災対子ども家庭部 庶務班、災

対教育部 庶務班、鉄道事業者】 

○ 東日本大震災後に、緊急に取り組むべき対策として、防災行政無線屋外拡声子局を３局

増設した。現在は、「むさしの防災・安全メール」「緊急速報メール（携帯向け市地域限定

配信メール）」「株式会社エフエムむさしののインターネットサイマル放送」「ツイッター」

「フェイスブック」「ＬＩＮＥ」「株式会社ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局の緊急文字放送」

の運用を行っている。防災行政無線は住宅の高層化、気密性の向上により、都市部におい

ては聞き取りづらいことがある。個人が放送内容を確認するため、市ホームページをはじ

め、電話応答サービスや防災安全メール、市公式 SNS で発信しており、その情報収集手段

の周知、啓発に取り組んでいく。 
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○ 防災行政無線の放送を屋内で確認することができる補完代替手段を検討し、防災行政無

線難聴地域への対策に努めるとともに、新たな技術進歩等を注視し、より一層多様な伝達

手段を用いた多角複合的な情報提供手法を検討する。 

○ 東京都帰宅困難者対策条例の施行により、一斉帰宅が抑制されるため、これまで以上に

園児・児童等を引き取ることができない保護者が増えることが予想される。そのため、特

に、保護者への防災・安全メール及び学校緊急メールの普及を図る。 

○ 鉄道事業者は、駅での情報提供など発災時における利用者への情報提供体制を整備する。 

 第３ 災害警報及び注意報等の伝達基準の整備 

 ○ 現在は大雨、洪水、大雪の各警報が発令された際及び震度５弱以上の揺れ及び緊急地震

速報を防災行政無線から流し、それと連動する SNS に発信している。また、防災・安全
メールにおいては、台風接近などの気象情報やそれに対する注意情報、「備蓄の日」などの

啓発情報も発信している。市民への的確な情報伝達のため、各種ツールによる伝達基準に

ついて定める。

 第４ 高齢者・障害者等に配慮した情報提供体制の強化 

【本部管理部 本部管理班、災対市民部 物資管理搬送班、むさしのＦＭ】

○ インターネット等のデジタル機器は高齢者等には利用しにくい面があり、東日本大震災

では、「株式会社エフエムむさしのによるラジオ放送」が緊急情報の提供として有効であっ

たことや掲示板などの有効性が再確認された。 

○ ラジオ放送であれば停電時でも情報入手が可能であり、「株式会社エフエムむさしの」か

らは、市の緊急放送も受信できるため、災害時における「むさしのFM」の利用及びラジオ

や乾電池、手回し充電ラジオの備蓄について、積極的に啓発を図る。 

○ 市民にとって分かりやすく、アクセス可能であることを考慮し、避難所や他公共施設の

掲示板、広報車等を活用したアナログ的な情報提供手法も併せて用いることを検討する。 

○ 地域コミュニティの拠点であるコミュニティセンターを活用した地域住民への情報提供

機能を検討する。

○ 市と協定を締結する（公財）武蔵野市国際交流協会（ＭＩＡ）と協力し、外国人への有

効な情報提供体制の整備を図る。
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 第５ 防災安全センターＷＥＢによる情報提供体制の強化 

【本部管理部 本部管理班、災対総合政策部 秘書広報班】 

○ 災害情報提供システム機能（防災安全センターＷＥＢ）の見直しを図る。

  １ アクセシビリティの向上 

○ 次の改善事項により、防災安全センターＷＥＢのアクセシビリティの向上を図る。

(1) 自動翻訳機能による外国人向け情報提供 

(2) 音声読み上げ機能による障害者向け情報提供 

   (3) スマートフォンからのアクセス対応 

 

  ２ アクセス集中対策の強化 

○ 東日本大震災では多くの利用者のアクセス集中により、防災安全センターＷＥＢはアク

セス困難な状態が生じた。

○ インターネット回線の見直しを図るとともに、民間通信会社との災害協定により、キャ

ッシュサイトを活用した負荷軽減対策を実施している。

  ３ 災害時にも稼働を続けるための機器構成の強化 

○ 震災により、サーバダウン、サーバ破損、またサーバ格納地域における停電などによる

障害発生などが起こり、防災安全センターＷＥＢが閲覧不能状態となることが考えられる

ため、次の改善事項により、機器構成の強化を図る。

(1) 市民が閲覧するために使用するＷＥＢサーバの冗長化（２台構成） 

(2) 冗長化したサーバをそれぞれ異なる地域（それぞれの地域で起こる災害が影響しない

遠隔地）への設置

 第６ 災害時の放送体制の充実 

【株式会社エフエムむさしの、株式会社ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局】 

○ 災害時においては、予警報を迅速に伝達するとともに、ライフラインの復旧状況など住

民が知りたい情報をより速くかつ的確に伝えることにより、市民の不安の払拭や、社会的

混乱を最小限に留める必要がある。地域メディアの放送による情報伝達は、この点特に大

きな効果が期待できる広報媒体である。株式会社ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局及び株式

会社エフエムむさしのは、発災時における放送電波の確保、施設の防護復旧のため遅滞な

く適切な措置を講じるようにそれぞれ予防対策に努める。 

○ 株式会社エフエムむさしのは、平常時の放送スタジオに加え、災害時の副演奏所緊急放

送スタジオを市防災安全センターに整備している。これにより、市災害対策本部との密に

連携した情報提供機能や放送スタジオのバックアップ機能を有している。日頃から副演奏

所緊急放送スタジオを活用した、放送及び保守点検等を実施し、災害時の運用が円滑に行

えるよう努めている。 
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○ 株式会社ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局は、市災害対策本部からの災害情報放送要請を

「Ｊ：ＣＯＭ危機管理情報センター」にて24時間365日受付対応できる体制を整備している。 

 第７ 災害時特設コールセンターの設置 

【災対市民部 コールセンター班】

○ 東日本大震災では、ピーク時には１日に約 1,300 件の電話問い合わせが災害対策本部に

集中した。計画停電や福島原子力発電所事故などの問い合わせに対応するため、防災安全

センター内防災情報室に特設電話センターを設置し、職員とともに東京電力社員が常駐す

ることにより、正確かつ迅速な情報提供を実施した。また、一元的な情報の集約に関して

も有効であった。 

○ この経験を踏まえ、市民への情報提供体制及び情報集約体制を強化するため、防災情報

室に「災害時特設コールセンター」を設置する。 

 第８ 実践的な訓練の実施 

【本部管理部 本部管理班】

○ 多様な情報伝達手段の拡充整備により、災害時には各情報設備を操作する複数の担当が

必要となるため、平成 24 年６月に初動要員に「情報提供担当」を増員配置した。総合防災

訓練（予知対応型訓練を含む）や初動地域防災訓練等により、複数の人員による迅速な市

民への情報伝達を行う訓練を実施する。 
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第３節 市民相互の情報連絡の環境整備 

【本部管理部 本部管理班、災対教育部 庶務班、ＮＴＴ東日本、鉄道事業者、通信事業者】

 ■ 市民相互に安否確認等の情報連絡が行える環境を整えるとともに、市民が事前にその方法

を熟知する取り組みを実施する。

 第１ 市及び都の取り組み 

【本部管理部 本部管理班、災対教育部 庶務班、ＮＴＴ東日本、鉄道事業者】

○ 市民が日頃から、集合する避難所や安否確認など発災時の行動を家族とよく相談するよ

う周知を図る。 

 ○ 通信事業者が災害時等に提供する「災害用伝言サービス」の周知を図るとともに、防災

訓練等の機会を利用して、積極的に市民による体験利用を促進する。

 

○ 避難所等に、伝言掲示板による市民相互の連絡が行える体制を整備する。

○ 避難所に、一般固定電話より災害時に有効である災害時特設公衆電話を整備している。

訓練等により、市民及び避難所運営組織等に周知するとともに、維持管理に努める。 

○ 災害時における駅周辺等への臨時公衆電話の設置について、ＮＴＴ東日本及び鉄道事業

者との連携を図り、協議検討していく。 

○ 都は、帰宅困難者に対する情報提供のため、一時滞在施設等において、無線ＬＡＮ等の

通信の多様化を推進する。 

 第２ 通信事業者の取り組み 

【通信事業者】

○ 安否確認手段の確保、市民向け通信基盤の充実や耐震化を推進する。 

○ 広く住民等に安否確認手段や災害時の多様な情報入手手段を周知する。 

○ 通信基盤の早期復旧に向けた事前対策を実施する。 

【体験利用が可能な日】 

・毎月１日、15 日 

・正月三が日（１月１日～３日） 

・防災とボランティア週間（１月 15 日～21 日） 

・防災週間（８月 30 日～９月５日） 

※ 各地域で開催される「防災訓練」の際にも体験利用可能となる場合がある 

基本方針 
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応急対策 

項 目 

実施担当 

市担当 
関係機関等 

非常配備態勢 

第１節 防災機関相互の情報通信連絡体制

（警報及び注意報などの第一報） 

関係各部 

本部管理部 本部管理班 

災対総合政策部 秘書広報班 

都 

武蔵野警察署 

武蔵野消防署 

気象庁 

NTT 東日本 

その他関係機関 

第２節 防災機関相互の情報通信連絡体制

（被害状況等） 
関係各部 

都 

武蔵野警察署 

武蔵野消防署 

電力・通信・ガス・鉄道事業

者 

第３節 広報体制 

関係各部 

災対総合政策部 秘書広報班 

災対市民部 物資管理搬送班 

本部管理部 本部管理班 

都 

武蔵野警察署 

武蔵野消防署 

株式会社エフエムむさしの 

株式会社ジェイコム東京 武

蔵野・三鷹局 

その他関係機関 

第４節 広聴体制 
関係各部 

災対市民部 コールセンター班 

都 

武蔵野警察署 

武蔵野消防署 

その他関係機関 

第５節 住民相互の情報連絡等 災対総合政策部 秘書広報班 

株式会社エフエムむさしの 

株式会社ジェイコム東京 武

蔵野・三鷹局 

 

第１節 防災機関相互の情報通信連絡体制（警報及び注意報などの第一報） 

【関係各部、本部管理部 本部管理班、災対総合政策部 秘書広報班、都、武蔵野警察署、

武蔵野消防署、気象庁、ＮＴＴ東日本、その他関係機関】
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 第１ 情報連絡体制 

  １ 通信連絡系統及び態勢 

(1) 通信連絡系統 

名称 内容 

市

１  防災用ＭＣＡ無線等の活用により、地域内の防災関係機関及び指定公共機関等

の出先機関、公共的団体及びその他重要な施設の管理者等との通信を確保する。 

２  都本部に対し、東京都防災行政無線等を使用して直接情報連絡を行う。 

３  震災に関する情報の収集、伝達を円滑に処理するため、警察署、消防署、ライ

フライン機関等と協力する。 

４  緊急を要する通信を確保し、または有線通信の途絶に対処するため、非常（緊

急）通話及び非常無線通信の活用、並びに駅周辺等への臨時公衆電話の設置につ

いて、ＮＴＴ東日本及び各施設管理者と協力する。 

５  友好都市や防災関係機関等との連絡に衛星携帯電話を活用する。 

都
東京都防災行政無線を基幹として、各無線や有線電気通信設備の利用等各種の通

信手段により市と情報連絡を行う。

武蔵野

警察署

１ 防災用ＭＣＡ無線、警察無線、警察電話、衛星携帯電話及び各種の通信手段を

活用し、市と情報連絡を行う。

２ 市対策本部に連絡要員を派遣する。

武蔵野

消防署

１ 防災用ＭＣＡ無線、衛星携帯電話、消防電話等各種の通信手段を活用し、市と

情報連絡を行う。

２ 市対策本部に連絡要員を派遣する。

３ 消防車両、情報活動隊、広報車隊、巡回情報収集班、消防職員参集者等による

早期災害情報システム等を活用した被害状況の把握を図る。 

４ 武蔵野消防署管内の被害状況及び各種消防活動の状況について収集した情報

を、適宜伝達・共有するとともに、関係機関との情報交換を図る。

各通信業者 

１ 次により臨機の措置をとり、通信輻輳の緩和及び重要通信の確保を図る。

２「災害救助法」が適用された場合等には避難所などに、被災者が利用する特設公

衆電話の設置を設置する。

３ 災害発生により著しく通信輻輳が発生した場合は、安否等の情報を円滑に伝達

できる災害用伝言ダイヤル等を速やかに提供する。

４ 通信の被害、疎通状況の案内と通信輻輳時における利用者への時差通信等の協

力要請について、報道機関及びホームページ等を通じて広報する。 

その他の

防災機関

 それぞれの通信連絡系統のもと、無線通信及び各種の連絡手段により通信連絡を

行う。



第５章 情報通信の確保 

【応急対策】第第１節 防災機関相互の情報通信連絡体制（警報及び注意報などの第一報） 

震-259 

震
災
編 

第
３
部 

第
５
章 

【図表３－５－２ 通信連絡の系統図】 

 

＊１ 災害の状況により都本部に報告できない場合

＊２ 災害の状況により緊急災害現地対策本部が設置された場合

 

(2) 通信連絡態勢 

ア 災害対策本部設置後の通信連絡窓口 

○ 本部への通信連絡は、防災安全センター５階防災情報室において処理する。 

○ 防災情報室には、防災用ＭＣＡ無線、災害時優先電話その他通信設備を配置する。 

イ 災害対策本部設置前の通信連絡窓口 

○ 本部が設置されるまでの間、市への通信連絡は、特に定める場合を除き、防災安全

部防災課が担当する。 

ウ 通信連絡の方法 

○ 通信連絡の原則：都防災行政無線の電話及びＦＡＸ、ＤＩＳシステム端末及び画像端 

末を使用して行うほか、携帯電話、衛星携帯電話等の通信手段の活用 

も図る。 

緊急災害
対策本部

非常災害
対策本部

市

民

東 京 都           

災害対策本部

東   京

消 防 庁

指定地方行政機関
指 定 公 共 機 関               
指定地方公共機関
そ の 他               

警 視 庁         

緊急災害現地
対策本部(＊2) 
または、
総務省消防庁

凡  例

有線
または
口頭

無線

各 省 庁

警 察 署

消 防 団

消 防 署

武蔵野市 
 

災害対策本部

自 衛 隊

(＊1) 

放 送 株式会社エフエムむ

さしの 

メール・ＳＮＳ

防災ＨＰ等の

各種メディア
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  ２ 情報連絡手段の運用 

(1) 東京都防災行政無線等 

○ 総合的な防災行政無線網として、東京都防災センター、市区町村、警視庁、東京消防

庁、気象庁、災害拠点病院、ライフライン機関、放送機関等の防災機関及び建設事務所、

都立病院、水道施設等の都の主要出先機関との間に整備している東京都防災行政無線を

活用し、電話、ＦＡＸのほか、データ通信、画像通信及び衛星通信等により、情報収集

および情報提供を行う。 

 

・ 東京都災害情報システム（ＤＩＳ） 

    災害時に防災機関等から収集した被害・措置情報等を都本部が一元的に管理し、都の災

害対策活動に資するとともに、端末設置機関が、これら災害情報を活用し各機関の災害対

策活動に役立てる。 

    また、市区町村や防災機関等との連携やあらかじめ登録された都職員などから災害発生

時に、携帯電話のカメラ機能を利用して撮影した被災画像等を送信するなど、多様な種類

の情報を収集し、地図情報を基盤とした意思決定を支援する。 

 

・ 画像伝送システム 

  市及び建設事務所等には、画像伝送システム端末を整備しており、これにより被害状況

の伝送やテレビ会議を行う。また、災害現場から衛星中継車で現地の状況を映像で東京都

防災センターに送信する衛星通信システムを整備している。 
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【図表３－５－３ 東京都災害情報システム（ＤＩＳ）の概要】 

(2) 武蔵野市防災無線 

ア 固定系防災行政無線 

○ 市民に対して直接に災害情報等を伝達するため、市内に整備している屋外拡声子局

47 ヵ所、屋内戸別受信機 78 ヵ所を活用する。 

イ 防災用ＭＣＡ無線 

○ 市施設や警察・消防等の防災関係機関及び電気・ガス事業者や交通運輸機関などの

生活関連機関との間の情報連絡は、防災用ＭＣＡ無線を活用する。 

 

 

  
（防災担当者）

外部システムからの情報収集・情報提供

気象庁 

東京消防庁

市区町村
計測震度計

気象庁 

総務省消防庁 

東京消防庁 

東大地震研 

水道局 

高所カメラ 

河川カメラ

東京電力 

東京ガス

建設局 

水道局 

下水道局

被
害
情
報

情
報
交
換

震
度
デ
ー
タ

被
害
予
測
等

情
報
交
換

都民、帰宅困難者など

インターネット

初動態勢確立

意思決定支援

要請措置情報管理

被害／復旧の報告 
要請／措置の報告

被害／復旧情報管理

災害情報の通知

ＤＩＳ

各種災害関連 
情報の確認

公開 WEB サーバ（防
災 HP）より都民などに
情報提供

各局の一般職員向

けに情報提供
ＤＩＳ端末

情報蓄積

ＤＩＳ端末/ 

一部ＴＡＩＭＳ端末/

一部企業局端末

ＤＩＳ端末

ＤＩＳ端末

都各局

国/関係防災機関

区市町村

端
末
を
利
用
し
た
被
害
状
況
の
入
力

、

状
況
確
認

被
害
情
報

被
害
情
報

TAIMS 端末等
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半固定局 

【図表３－５－４ 市防災行政無線システム系統図】 

 

《固定系》 

 市役所 

  

            

            

《防災用ＭＣＡ無線》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統制卓 

(基地局) 
戸別受信機 

拡声子局 

(スピ－カー) 

株式会社エフエムむさしの 
計測震度計 

半固定局 

市役所 

一般局 

携帯局 車載局 

統制 

半固定局 

各施設 

携帯局 

消防署 各施設 

防災・安全メール 

市公式 SNS 
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【図表３－５－５ 防災用ＭＣＡ無線『グループ編成表』】 

※ 一部名称の省略あり 

 



第５章 情報通信の確保 

【応急対策】第１節 防災機関相互の情報通信連絡体制（警報及び注意報などの第一報） 

震-264 

震
災
編 

第
３
部 

第
５
章 

 

(3) 武蔵野市防災情報システム 

○ 災害時には情報の途絶・錯綜などによる混乱が発生する中、時々刻々と変化する状況

を把握し、減災活動に努めなければならない。そのため、災害時における人命救助や支

援活動を実践するため情報を一元的に収集・分析し、活動要員との情報共有や市民への

情報提供を行える総合的な防災情報システムを活用し、的確に運用する。 

 

＜ 防災情報システムの概要 ＞ 

① より多くの情報収集と効率的な情報整理 

② 合理的な活動支援 

③ 距離と時間の短縮化 

④ 情報の一元管理化・共有化 

    ⑤ わかり易いビジュアルな情報提供

＜ ソフトウェアの構成 ＞ 

① 防災情報システム

② 安否確認システム

③ 気象観測システム

④ 映像音響システム など
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(4) 市における情報伝達手段一覧 

○ 市における現況の主な情報伝達手段は次のとおりである。

ア 防災関係機関相互の情報収集・連携手段 

機器・設備 機能・特徴 

・緊急地震速報受信端末 気象庁が提供する地震動の予報及び警報 

・気象観測装置 雨量、風速、気温等の観測 

・震度計 震度の観測（市内の観測点は２箇所） 

・防災用ＭＣＡ無線 一定数の周波数を多数の利用者が共同で利用する

無線システム（防災関係機関等に 204 局整備） 

・IP 無線 携帯電話等を活用した無線（一時滞在施設等に 30

台整備） 

・衛星携帯電話 衛星による通信回線を利用した電話（11 台整備） 

・簡易無線 防災用ＭＣＡ無線より通信範囲が狭い無線設備 

・災害時優先電話 一般固定電話より発信が優先される電話 

気象･地震 

情報 
被害情報 

防災安全 

センター 

職員参集 
市民への 

情報提供 

東京

都及

び 

防災

関係

機関 

分析 

情報 

収集 

防災カメラ 

映像 

避難所 

開設･運営 

意志 

決定 

【図表３－５－６ 防災情報システムイメージ】 



第５章 情報通信の確保 

【応急対策】第１節 防災機関相互の情報通信連絡体制（警報及び注意報などの第一報） 

震-266 

震
災
編 

第
３
部 

第
５
章 

機器・設備 機能・特徴 

・消防指令システム 市・消防署から消防団員へ災害情報を伝達するメー

ルシステム 

・武蔵野市防災情報システム（安否確

認システム、防災用高所カメラ等） 

災害情報を一元的に収集・分析し、情報共有・情報

発信を行える総合的な情報システム 

・東京都防災行政無線（ＦＡＸを含む） 都、市区町村、防災関係機関等で広域的に通信でき

る防災行政無線 

・東京都災害情報システム（ＤＩＳ）、

画像伝送システム 

都が被害・措置情報等を管理するために、市区町

村・防災関係機関等に整備しているシステム 

・緊急情報ネットワークシステム

（Em-Net） 

総合行政ネットワークシステム（LGWAN）により、

国、地方公共団体間で緊急情報を通信するシステム 

イ 市民への情報提供手段 

防災無線 ・固定系防災行政無線（屋外拡声子局、屋内戸別受信機）

・全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）

・防災用ＭＣＡ無線

メール ・むさしの防災・安全メール

・緊急速報メール（携帯向け市地域限定配信メール）

・学校緊急メール

ホームページ ・防災情報システム

・市ホームページ（キャッシュサイト防災安全センターＷＥＢ等）

地域メディア※１

（放送）

・株式会社エフエムむさしののラジオ放送

・株式会社エフエムむさしののインターネットサイマル放送

・株式会社ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局のテレビ放送

・株式会社ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局の緊急文字放送

・株式会社ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局の緊急地震速報端末へ

の緊急放送 ※自動起動機能有り

ＳＮＳ ・ツイッター、フェイスブック、LINE
アナログ ・広報車

・消防団ポンプ車による広報

・掲示板

※１ 株式会社ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局及び株式会社エフエムむさしのと締結している

「緊急放送に関する協定」に基づき、放送を実施するものである。
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 第２ 災害警報及び注意報の発令・伝達 

○ 災害の発生を未然に防ぎ、あるいは被害を軽減させるため、防災関係機関や市民等に、災

害警報及び注意報を迅速かつ正確に伝達する。 

  １ 異常現象の通報 

○ 市は、災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者、またはその発見者から通

報を受けた警察官から通報を受けたとき、または自ら知ったときは、直ちに都及び気象庁

に通報する。 

  ２ 災害原因に関する情報伝達 

○ 災害原因に関する重要な情報について、都または関係機関から通報を受けたとき、また

は市が自ら知ったときは、直ちに市内の防災関係機関、重要な施設の管理者、自主防災組

織等公共的団体に伝達するとともに警察署、消防署等の協力を得て、市民に周知する。 

  ３ 災害警報及び注意報の伝達 

○ 市は、重要な警報及び注意報について、都、警察署またはＮＴＴ東日本からの通報を受

けたとき、または自らその発令を知ったときは、直ちに市内の防災関係機関、重要な施設

の管理者、自主防災組織等の公共的団体に伝達するとともに警察署、消防署等の協力を得

て、市民に周知する。 
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第２節 防災機関相互の情報通信連絡体制（被害状況等） 

【関係各部、都、武蔵野警察署、武蔵野消防署、電力・通信・ガス・鉄道事業者】

 第１ 被害状況等の収集体制 

○ 被害状況の迅速・的確な把握は、災害救助法適用の要否、災害対策要員の動員、応援要請、

救援物資・資機材の調達等、あらゆる災害応急対策の基本となる重要な事項である。 

○ 市をはじめ防災関係機関は、災害の発生に際して、速やかに、管内又は所管業務に関する

被害状況等を迅速・的確に把握し、あらかじめ定められた伝達系統により、災害対策本部及

び都に報告する。 

○ 地域の被害状況等の把握のため、学校やコミュニティセンター等の防災用ＭＣＡ無線を活

用する。
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  １ 被害状況の報告・伝達系統 

  ２ 被害状況等の調査報告 

(1) 調査報告体制 

○ 本部の各部及び防災関係機関は、災害が発生してから当該災害に関する応急対策が完 

了するまで、被害状況、所管業務に関する活動状況等を、次の報告要領により本部（本 

部管理部本部管理班）に報告する。 

(2) 被害状況等の報告 

○ 本部（本部管理部本部管理班）は、各部及び防災関係機関からの被害状況等をとりま

とめ、次の要領により都に報告する。 

○ なお、家屋の倒壊や火災が多発する災害が発生した場合及び災害対策基本法第 53 条に基

づく被害状況を都に報告できない場合には、国(総務省消防庁)に報告する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商 工 関 係 ・農林水 産 

関  係  被  害 

公共土木施設関係被害 

上下水道施設関係被害 

教  育  関  係  被  害 

市 立 学 校 関 係 

都 立 学 校 関 係 

私 立 学 校 関 係 

参集途上及び施設周辺

の被害状況・市有財産

関  係  被  害 

電気・ガス・通信・鉄道 

等所管施設・所管業務 

関 係 被 害 

各防災関係機関 

等の災害対策本

武 
 

蔵 
 

野 
 

市 
 

災 
 

害 
 

対 
 

策 
 

本 
 

部 

東 京 都 

災 害 対 策 

本 部 

市 民 部

都 市整備 部・環 境部 

水 道 部 ・ 環 境 部 

教 育 委 員 会 

都 教 育 庁 

都 総 務 局 

都生活文化局 

武 蔵 野 警 察 署 

武 蔵 野 消 防 署 

警  視  庁 

東 京 消防庁 

人的被害・住家被害等 

（速報・確定報） 

災 害 救助 法に基づ く 

災  害  報  告 

各防災関係機関の 

出 先 機 関 

各 部 

医 療 機 関 

都 立 公 園 

（西部公園緑地事務所） 

健 康 福 祉 部 

都 福 祉 保 健局 

都 建 設 局 

都 総 務 局

都 生 活 文 化

ス ポ ー ツ 局



第５章 情報通信の確保 

【応急対策】第２節 防災機関相互の情報通信連絡体制（被害状況等） 

震-270 

震
災
編 

第
３
部 

第
５
章 

ア 報告すべき事項 

（1) 災害の原因 

（2) 災害が発生した日時 

（3) 災害が発生した場所及び地域 

（4) 被害状況（被害程度の認定基準に基づき報告する） 

（5) 災害に対して既にとった措置及び今後とろうとする措置 

（6) 災害救助法適用の要否及び必要とする救助の種類 

（7) その他必要な事項 

 

イ 都への報告の方法 

○ 原則として災害情報システム（ＤＩＳ）への入力による（ただし、システム端末の

障害等により入力できない場合は、電話、ＦＡＸ等の通信により報告する）。 

ウ 災害救助法に基づく報告 

○ 災害救助法に基づく報告については、第３部第11章第９節「災害救助法の適用」に

定めるところによる。 

【被害程度の認定基準】 

被害の種類 内容 

人

的

被

害 

死者 
当該災害が原因で死亡し死体を確認したもの又は死体を確認できないが

死亡したことが確実なものとする。 

行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者とする。 

重傷者 
当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のう

ち１月以上の治療を要する見込みのものとする。 

軽傷者 
当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のう

ち１月未満で治療できる見込みのものとする。 

住

家

被

害 

住家 
現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかど

うかを問わない。 

全壊 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部

が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修

により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、

焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の 70％以上に
達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体

に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 50％以上に達した程度の
ものとする。 
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被害の種類 内容 

住

家

被

害 

大規模半壊 

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修

を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊

部分がその住家の延床面積の 50％以上 70％未満のもの、または住家の主

要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家

の損害割合が 40％以上 50％未満のものとする。 

中規模半壊 

居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する

部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住

することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の

30％以上 50％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住

家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 30％以上 40％未

満のものとする。 

半壊 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住

家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、

具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 20％以上 70％未満のもの、

または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合

で表し、その住家の損害割合が 20％以上 50％未満のものとする。 

準半壊 

住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損

壊部分がその住家の延床面積の 10％以上 20％未満のもの、または住家の

主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住

家の損害割合が 10％以上 20％未満のものとする。 

床上浸水 
住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂、

竹木等の堆積等により一時的に居住することができないものとする。 

床下浸水 床上浸水に至らない程度に浸水したものとする。 

非

住

家

被

害 

非住家 
住家以外の建物でこの報告中他の被害個所項目に属さないものとする。こ

れらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

公共建物 市庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供する建物とする。 

その他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

非住家被害 全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。 

そ

の

他 

田の流失、埋没 
田の耕土が流失し、又は砂利等のたい積のため、耕作が不能になったもの

とする。 

田の冠水 稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

畑の流失、 

埋没畑の冠水 
田の例に準じて取り扱うものとする。 

文教施設 
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学

及び高等専門学校における教育の用に供する施設とする。 

道路 
道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第２条第１項に規定する道路のうち、

橋りょうを除いたものとする。 
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被害の種類 内容 

橋りょう 道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とする。 

河川 

河川法（昭和 39 年法律第 167 号）が適用若しくは準用される河川若しく

はその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、

床止その他の施設もしくは沿岸を保全するために防護することを必要と

する河岸とする。 

清掃施設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

鉄道不通 電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

電話 災害により通信不能となった電話の回線数とする。 

電気 
災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数とす

る。 

水道 
上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時点に

おける戸数とする。 

ガス 
一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち最も

多く供給停止となった時点における戸数とする。 

ブロック塀 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

罹災世帯 

災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維持できな

くなった生計を一にしている世帯とする。 

例えば寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を

営んでいるものについては、これを一世帯として扱い、また同一家屋の親

子、夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱うものとする。 

罹災者 罹災世帯の構成員とする。 

火災発生 火災発生件数は、地震又は火山噴火の場合のみ報告する。 

被
害
金
額 

公立文教施設 公立の文教施設とする。 

農林水産業施

設 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和 25

年法律第 169 号）による補助対象となる施設をいい、具体的には、農地、

農業用施設、林業用施設、漁港施設及び共同利用施設とする。 

公共土木施設 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26 年法律第 97 号）による

国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には、河川、海岸、砂防施設、

林地荒廃防止施設、道路、港湾及び漁港とする。 

その他の公共

施設 

公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設をいい、

例えば庁舎、公民館、児童館、都立施設等の公用又は公共の用に供する施

設とする。 

災害中間年報及び災害年報の公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公

共施設については査定済額を記入し、未査定額（被害見込額）はカッコ外書きとする。

公共施設被害

市町村 

公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公共施設の被

害を受けた市町村とする。 

農産被害 
農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農作物等

の被害とする。 
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被害の種類 内容 

林産被害 農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害とする。 

商工被害 建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等とする。 

備考欄には、災害発生場所、災害発生年月日、災害の種類及び概況、消防機関の活動状況その

他について簡潔に記入するものとする。 

(3) 報告の種類・期限等 

報告の種類 入力期限 入力画面

発災通知 即時 発災情報

被害措置概況速報 即時及び都が通知する期限内

災害総括

被害情報

措置情報

要請通知 即時 要請総括

確定報

災害確定報告 応急対策を終了した後 20 日以内 災害総括

各種確定報告 同上
被害情報

措置情報

災害年報 ４月 20 日 災害総括

第３節 広報体制 

【関係各部、災対総合政策部 秘書広報班、災対市民部 物資管理搬送班、本部管理部 本

部管理班、都、武蔵野警察署、武蔵野消防署、株式会社エフエムむさしの、株式会社ジェ

イコム東京 武蔵野・三鷹局、その他関係機関】

 第１ 広報活動 

○ 災害発生時には、市民に対し、災害や生活に関する様々な情報を提供することが必要である。

このため、市及び防災関係機関は一体となって迅速かつ適切な広報活動を行う。 

○ 速やかな復旧を図るため、市及び防災関係機関において、広聴活動を展開し被災地住民の動

向と要望事項の把握に努める。 

○ 広報活動にあたっては、要配慮者、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住

宅への避難者、所在を把握できる広域避難者、外国人市民、訪日外国人等に配慮した伝達を行

うものとする。
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  １ 広報活動 

機 関 名 内               容

市 

 市は、災害が発生し又は発生するおそれがあるときは、各関係機関との密

接な連絡のもとに、次に掲げる事項を中心に広報活動を実施する。 

１ 災害発生時の広報 

(1) 地震の規模、気象の状況等の災害情報 

(2) 電気、ガス、石油ストーブ等による火災予防の注意 

(3) 混乱防止の呼びかけ、一時滞在施設の開設状況 

(4) 避難方法等 

(5) 学校等の措置状況 

(6) ごみの出し方、排出場所 

２ 被災者に対する広報 

(1) 被害情報 

(2) 避難所及び一時滞在施設の開設状況  

(3) 食料・物資等の配給状況 

(4) 医療機関の診療状況 

(5) 電気・ガス・水道・電話等ライフラインの被害及び復旧状況 

(6) 交通機関等の被害及び復旧状況 

(7) 防疫・保健衛生措置状況 

(8) 学校の休校・再開等の措置状況 

(9) ごみの出し方、排出場所 

３ 広報の手段 

「第３部第５章【応急対策】第１節第１-２-（４）-イ 市民への情報提

供手段」（Ｐ震 266）のとおり 

市 水 道 部 

 災害による断水が発生した場合、市民の不安と混乱を防ぐため、広報車等

を巡回させるとともに、警察・消防等の関係機関の協力を得て、断水地域の

住民に対し広報する。 

(1) 水道施設の被害状況と復旧見込み 

(2) 給水拠点の場所及び応急給水の方法 

(3) 水質についての注意 

(4) その他必要事項 

市 下 水 道 課 
 関係機関と連絡を密にして、下水道使用自粛の協力要請等を住民に広報す

る。 
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警 視 庁 

１ 広報活動 

 災害に関する情報を収集し関係機関と協力して、次の事項に重点をおい

て、適宜活発な広報活動を実施する。 

○ 避難を必要とする情報 

 (1) 火災の発生及び延焼状況 

 (2) 高圧ガスの保管場所等の爆発及びそのおそれ 

 (3) その他避難を必要とする事象の発生及びおそれ

○ 混乱防止及び人心の安定を図るための情報 

(1) 余震、津波等気象庁の情報 

(2) 地域の被害情報、被害の拡大予想及び見通し 

(3) ライフライン等の被害状況及び復旧見通し 

(4) 主要道路・橋等の被害状況及び復旧見通し 

(5) 交通機関の被害状況及び復旧の見通し 

(6) 交通規制の実施状況及び渋滞情報 

(7) 被災地域・避難場所等に対する警戒状況等 

(8) その他混乱防止等を図るための情報 

○ デマ・流言打ち消し情報 

２ 広報手段 

 広報車及び広報資器材を活用あるいは、口頭、掲示、印刷物の配布等の

方法により、時宜に応じた広報活動を実施する。 

(1) トランジスターメガホン 

(2) 交番（駐在所）備付けマイク 

(3) パトロールカー、白バイ、広報車、サインカー 

(4) 交通情報版、光ビーコン、ラジオ 

(5) ホームページ等 

武 蔵 野 

消 防 署 

１ 広報活動 

 災害に関する情報を収集し関係機関と協力して、次の事項に重点をおい

て、適宜実情に即した広報活動を実施する。 

(1) 出火の防止、初期消火、救出救護及び要配慮者(高齢者・身体障害者

等)への支援の呼掛け 

(2) 火災の発生及び延焼状況に関する情報 

(3) 避難勧告又は指示に関する情報 

(4) 人心安定を図るための情報 

(5) 救急告示医療機関等の診療情報 

(6) その他市民が必要としている情報 

２ 広報手段 

 時宜に応じて次により広報活動を実施する。 

(1) 消防車の車載拡声装置等による広報 

(2) 口頭、印刷物の配布、消防署、消防団及び町会等の掲示板等による広

報 

(3) テレビ・ラジオ等報道機関への情報提供 

(4) ホームページ・ＳＮＳ・東京消防庁公式アプリ等による情報提供 
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(5) 消防団員、自主防災組織を介しての情報提供 

東 京 電 力 

１ 広報内容 

災害による断線、電柱の倒壊、折損等による公衆感電事故や電気火災を

未然に防止するため、一般公衆に対し次の事項を中心に広報活動を行う。 

(1) 無断昇柱、無断工事をしないこと。 

(2) 電柱の倒壊、折損、電線の断線、垂下等設備の異常を発見した場合は、

速やかに当社事業所に通報すること。 

(3) 断線、垂下している電線には絶対にさわらないこと。 

(4) 浸水、雨漏りなどにより冠水した屋内配線、電気器具等は危険なため

使用しないこと。 

(5) 屋外に避難するときは安全器またはブレーカーを必ず切ること。 

(6) 電気器具を再使用する時は、ガス漏れや器具の安全を確認すること。 

(7) その他事故防止のため留意すべき事項。 

２ 広報手段 

(1) テレビ、ラジオ（ラジオ・ライフラインネットワーク）、新聞等の通

信機関を通じて行う。 

(2) 市の協力を得て固定系防災行政無線（同報系）も活用する。 

(3) 広報車等により直接当該地域へ周知する。 

ＮＴＴ東日本 

 

ＮＴＴコミュニ

ケーションズ 

 

Ｎ ＴＴドコモ 

 

Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ 

１ 通信のそ通状況、利用制限の措置状況及び被災した電気通信設備等の応

急復旧状況、災害用伝言ダイヤル 171、災害用伝言板 web171 等の提供開

始情報等の広報を行う。 

２ 公式ホームページのほか、報道機関、自治体との協力により広報を実施

する。 

東 京 ガ ス 

グ ル ー プ 

 災害時には、供給区域全域の供給停止をすることなく、被害の程度に応じ

てブロック毎に供給を停止するが、ガスによる二次災害事故の防止、市民の

不安除去のため、消防署、警察署、報道機関等に協力を要請し、あらゆる手

段を尽くして被害地区におけるガス機器の使用上の注意事項、ガス供給状

況、供給停止地区の復旧の見通しについて広報する。 

１ 広報内容 

 （1）被害地区におけるガス機器の仕様上の注意事項 

 （2）ガス供給状況、供給停止地区の復旧の見通し 

２  広報手段 

  (1) テレビ・ラジオ・新聞等の広報媒体及びインターネット等とする。 

  (2) NHK 及び民報各社に「マイコンメーター復帰方法のテープ・ビデオ」

を配付している。大地震発生時に放映を依頼し、マイコンメーターが作動し

てガスが止まったお客様が、ご自身で復帰できる手順を案内する。 
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Ｊ Ｒ 東 日 本 

 

京 王 電 鉄 

 

西 武 鉄 道 

 

１ 広報内容 

(1) 駅における広報案内 

災害の規模、被害範囲、駅周辺や沿線の被害状況、列車の不通線区

や開通見込み、帰宅困難者保護に関する情報等を掲示や放送により

行う。 

(2) 乗務員の広報案内 

乗務員は、輸送指令から災害の規模、被害状況、運転再開の見通し

等の指示を受け、放送等により案内を行う。 

２ 広報手段 

被災線区等の輸送状況、被害状況等を迅速かつ適切に把握し、旅客等に

周知・案内を行い、テレビ、ラジオ等のマスコミを通じて、市民への情報

提供に努める。 

  ２ 避難情報の伝達 

○ 「第３部第５章【応急対策】第１節第１-２-（４）-イ 市民への情報提供手段」（Ｐ震

266）により、迅速に市民へ情報を提供する。 

○ 災害発生時、本部設置時には、放送要請による対応を行う場合があるほか、本部設置に

至らない場合でも、市民等に対し各放送機関と連携した避難勧告等に関する情報提供を行

うなど、より一層の災害対応を実施する。 

(1) 実施機関 

  東京都、都内市区町村、東京都域を超える広域区域を事業区域とする各放送機関各社 

 

(2) 伝達する情報 

(1) 高齢者等避難 

(2) 避難指示 

(3) 緊急安全確保 

(4) 警戒区域の設定 
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○避難情報等の発令 

 

【図表３－５－７ 三類型の避難情報等一覧】 

 発令時の状況 住民に求める行動 

高齢者等避

難 

○ 避難行動要支援者等の避難行

動に時間を要する者が避難行動

を開始しなければならない段階

であり、人的被害の発生する可能

性が高まった状況 

○ 避難行動要支援者等の避難行動

に時間を要する者は計画された避

難場所への避難行動を開始(避難

支援等関係者は支援行動を開始) 

○ 上記以外の者は、家族等との連

絡、非常用持出品の用意等、避難

準備を開始 

避 難 指 示 

○ 通常の避難行動ができる者が

避難行動を開始しなければなら

ない段階であり、人的被害の発生

する可能性が明らかに高まった

状況  

○ 通常の避難行動ができる者は、

計画された避難場所等への避難行

動を開始 

緊急安全確

保 

○ 災害が発生している又は切迫

している状況 

 

○ 水平避難のいとまがなく、上層

階へ移動などの垂直避難など生命

を守る最低限の行動 

※ 自然現象のため不測の事態等も想定されることから、避難行動は計画された避難場所等に避難

することが必ずしも適切ではなく、事態の切迫した状況等に応じて、自宅や隣接建物の２階等

に避難することもある。 

  ３ 報道機関への発表 

(1) 市からの発表 

○ 災害に関する情報及び災害応急対策に関する状況等の報道機関への発表は、原則とし

て、本部で収集した防災関係機関及び市民からの情報を総合的に分析、整理し、災対総

合政策部秘書広報班を通じて統一的に行う。この場合、防災関係機関は説明員を同席さ

せるなど協力するものとする。 

○ 本部からの発表は、原則として武蔵野記者クラブに対して行う。 

○ 本部の報道機関への窓口は、災対総合政策部秘書広報班とする。 

○ 夜間または勤務時間外に発災した場合は、本部が設置されるまでの間、防災安全部が

発表を行う。 

(2) 防災関係機関からの発表 

○ 被害状況及び施設の復旧等に関する情報は、各防災関係機関の記者クラブ等で発表す

るが、事前又は事後にその内容を災対総合政策部秘書広報班に報告するものとする。 
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 第２ 災害時の放送 

○ 市は、災害情報等を市民に迅速かつ正確に伝えるため「災害時における緊急放送に関する協定」

（株式会社エフエムむさしの）、「災害時等における緊急放送に関する協定」（株式会社ジェイコ

ム東京 武蔵野・三鷹局）に基づき、下記要領で緊急放送等を行う。 

（協定第28（災害時における緊急放送に関する協定書）） 

（協定第29（災害時等における緊急放送に関する協定書）） 

  １ 自動放送 

○ 市の所有する地震計の震度が５弱以上を計測したとき、株式会社エフエムむさしの放送

中の番組を中断し、市が行う緊急無線放送を自動的かつ同時に放送する。 

  ２ 要請による放送 

○ 協定に基づき、市の要請を受けた場合は、速やかに緊急放送を行うものとする。 

  ３ 緊急文字放送 

○ 災害等発生時に情報伝達の必要が発生した場合、武蔵野市が市民向けに発信する災害時

等の緊急情報を株式会社ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局が制作する緊急放送等に文字と

して表示し放送する。

  ４ 株式会社エフエムむさしの副演奏所の活用 

○  防災安全センター内に設置している副演奏所を活用し、株式会社エフエムむさしのによ 

る緊急放送等を行う。 

第４節 広聴体制 

【関係各部、災対市民部 コールセンター班、都、武蔵野警察署、武蔵野消防署、その他関

係機関】

 第１ 広聴活動 

○ 災害時には被害者又は関係者からの家族の消息、医療、生活必需品、住居の確保や融資等

についての相談、要望、苦情に応じるため、防災関係機関は次のとおり広聴活動を実施する。 
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第５節 住民相互の情報連絡等 

【災対総合政策部 秘書広報班、株式会社エフエムむさしの、株式会社ジェイコム東京 武

蔵野・三鷹局】

○ 市は、個人・企業等に対する一斉帰宅抑制の呼びかけや安否確認方法の周知を行い、関係機

関と連携して、避難所や一時滞在施設の開設状況など、災害関連情報等を提供する。 

○ 通信事業者は、行政機関と連携し、住民、事業者及び帰宅困難者に災害情報、一時滞在施設

等の情報提供を行う。また、災害伝言ダイヤル、災害伝言板等の安否確認サービスの利用を呼

び掛ける。 

○ 報道機関は、行政機関や交通機関等と連携して、交通機関の運行情報や安否確認サービスの

利用方法等について、住民、事業者及び帰宅困難者に提供する。 

○ 市民等は、災害伝言ダイヤル、災害伝言板等を利用し、家族等の安否を確認する。 

機 関 名 内               容

市 

(1) 発災時には、災害の規模に応じて災害時特設コールセンターを設置し、

市民からの情報収集、相談、要望等を聴取する。また、復興対策の本

格化に応じて、災害時特設コールセンター内に被災者総合相談所を設

置する。

(2) 必要に応じて、災害終息期（復興期）において、臨時の出張相談

所（各市政センター内等）の開設を検討する。（開設期間中はコー

ルセンター機能（本庁舎）のみの対応とする）。 

(3) 避難所等に相談窓口を設ける体制を検討し、相談、要望、苦情等

を聴取し、速やかに関係各部に連絡して早期解決に努力する。 

武 蔵 野 

警 察 署 

署又は交番その他必要な場所に臨時相談所を設置して、警察関係の相

談にあたる。 

武 蔵 野 

消 防 署 

(1) 災害の規模に応じて、消防庁舎その他必要な場所に消防相談所を

設置し、各種相談、説明、案内にあたる。 

(2) 被災建物、仮設建物及び避難所等における火災予防対策の指導を

行う。 

(3) 電気、都市ガス等の機能停止に伴う火気使用形態の変化に対応し

た出火防止及び機能復旧時における出火防止対策の指導を行う。 

(4) 危険物施設等における余震に対する警戒体制、構造・設備に関す

る点検指導等を行う。 
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【本章における対策の基本的考え方】 
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第６章 医療救護等対策 

本章における対策の基本的考え方 

第３部 施策ごとの具体的計画（予防・応急・復旧計画） 



第６章 医療救護等対策 

【対策の全体像】 
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対策の全体像 

 

 

課題 対策の方向性 到達目標 

現在の到達状況 



第６章 医療救護等対策 

【対策の全体像】 
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初動医療体制等の整備  初動医療体制等  防疫 

医薬品・医療資器材の備蓄・調

達 
 医薬品・医療資器材の確保 

 

医療施設の基盤整備  医療施設の確保 

遺体の取扱い 

 
 行方不明者の捜索、遺体の 

検視・検案・身元確認等 
 火葬 

 

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 地震後の行動（復旧対策） 

具体的な取組 
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【予防対策】第１節 初動医療体制等の整備 
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予防対策 

項 目 
実施担当 

市担当 関係機関等 

 

本部管理部 本部管理班 

本部管理部 庶務班 

災対健康福祉部 医療班 

災対健康福祉部 避難行動要支援

者対策班 

都福祉保健局 

各関係機関 

 
本部管理部 本部管理班 

災対健康福祉部 医療班 
各関係機関 

 災対健康福祉部 医療班 都福祉保健局 

 
災対教育部 遺体収容班 

災対市民部 被災者対応班 
 

第１節 初動医療体制等の整備 

 第１ 情報連絡体制の確保 

  １ 市域における情報連絡体制 

基本方針 
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【予防対策】第第１節 初動医療体制等の整備 
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  ２ 二次保健医療圏の情報連絡体制 

 第２ 医療救護活動の確保 

  １ 武蔵野市災害時医療救護本部の設置 

基本方針 
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【予防対策】第１節 初動医療体制等の整備 
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【図表３－６－１ 災害時における情報の流れイメージ図】 

  ２ 武蔵野市災害医療コーディネーターの指定 

市医療救護本部 市災害対策本部 

・医療機関被害状況 

・傷病者殺到状況 等 

・市内被害状況 

・避難所情報 

・避難者情報 等 

・救命等緊急性のある医療

ニーズに関する情報 

・病院間搬送に関わる情報 

等 

五師会 

・五師会被害状況 

・五師会医療資源 等  

・医療機関被害状況 

・傷病者殺到状況 等 

・市内被害状況 

・病院受入可能状況 等 
・病院受入可能状況 等 

・災害発生状況等  

・負傷者発生状況 等 

災害拠点病院 

災害拠点連携病院 

災害医療支援病院 

避難所 

地域 

消防 

警察 
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【予防対策】第第１節 初動医療体制等の整備 

震
災
編 

第
３
部 

第
６
章 

  ３ 看護師等受援体制の検討 

  ４ 市民に対する武蔵野市災害時医療救護体制の周知 

【図表３－６－２ 武蔵野市の災害時医療救護体制】 

西部地区 中央西地区 中央地区 吉祥寺地区 吉祥寺東地区

境
桜堤
境南町

西久保
緑町
八幡町
関前

中町
吉祥寺北町

吉祥寺本町
御殿山

吉祥寺東町
吉祥寺南町

発災～72時間

災害拠点病院　※
災害拠点連携病院
（緊急医療救護所）

外傷治療、救命救急等

武蔵野赤十字病院
※

医師会 １　班 ２　班 ３　班 ４　班 ５　班

柔道整復師会

薬剤師会

歯科医師会

助産師会

災害医療支援病院

境南小学校
桜野小学校

第五小学校 大野田小学校 第一小学校 第三小学校

第二小学校
第二中学校
第六中学校
都立武蔵高校

関前南小学校
千川小学校
第五中学校

都立武蔵野北高校

第四小学校
第一中学校
第四中学校

井之頭小学校
本宿小学校
第三中学校

72時間～

避難所
（避難所救護所）

診療、歯科診療・口腔ケア、

服薬指導、健康相談等

武蔵野陽和会病院 吉祥寺南病院

災害拠点病院・災害拠点連携病院参集

災害拠点病院・災害拠点連携病院参集　／　災害薬事センター設置

災害拠点病院・災害拠点連携病院参集　／　保健センターを活動拠点とし避難所等を巡回

武蔵境病院（慢性疾患）　・　小森病院（慢性疾患）　・　吉方病院（中等症）　　・　吉祥寺あさひ病院（透析）
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【予防対策】第１節 初動医療体制等の整備 
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  ５ 災害関連死への対策 

  ６ 保健センターの防災機能の拡充 

 第３ 在宅療養者対策 

  １ 在宅人工呼吸器使用者への対応 

基本方針 
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【予防対策】第第１節 初動医療体制等の整備 
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  ２ 透析患者等への対応 

  ３ 医療依存度の高い在宅療養者への対応 

  ４ 感染症流行時の自宅療養者に対する対応 

 第４ 慢性期医療対策・こころのケア等 

基本方針 
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【予防対策】第１節 初動医療体制等の整備 
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 第５ 災害時医療対策の見直し・充実 

  １ 三鷹・武蔵野災害医療救護対策連絡協議会の推進 

基本方針 
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【予防対策】第第１節 初動医療体制等の整備 
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ア 急性期における病院支援体制について 

イ 受援体制について 

ウ 武蔵野・三鷹地域における災害時医療連携について 

  ２ 東京都における災害時医療体制の概要 

【図表３－６－３ 災害医療コーディネーター】 
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【予防対策】第１節 初動医療体制等の整備 
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【図表３－６－４ 医療対策拠点等】 
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【予防対策】第第１節 初動医療体制等の整備 
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【図表３－６－５ 医療救護活動におけるフェーズ区分と主な活動】 
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【予防対策】第１節 初動医療体制等の整備 
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【図表３－６－６ 発災直後の連携体制（イメージ）】 

  ３ 北多摩南部保健医療圏地域災害医療連携会議の推進 

  ４ 武蔵野市災害時医療救護本部の整備 

 副本部長：副知事、警視総監
 本 部 員：局  長

　本部各局

東京DMAT
指定病院

他県等（被災地外）

　指定公共機関、
　指定地方公共機関等関係機関等

日
本
赤
十
字
社

東
京
都
支
部

献
血
供
給
事
業
団

東
京
都
医
師
会

被災現場
（東京DMAT）

　政   府
　（緊急災害対策本部等）

内
閣
府

防
衛
省

厚
生
労
働
省

そ
の
他
各
省
庁

現場指揮
本部長

東京DMAT
連携隊

DMAT隊員

本 部 長 ： 知 事

二次保健医療圏
医療対策拠点

（基幹・中核病院に設置）

東

京

消

防

庁

そ

の

他

各

局

地域災害医療
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ区市町村

保健衛生主管部

本部長 ： 区市町村長

病

院

経

営

本

部

区市町村
災害対策本部

区市町村災害医療
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

福祉保健局

東京都災害医療
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

地
区
薬
剤
師
会

地
区
歯
科
医
師
会

地
区
医
師
会

都
保
健
所

災
害
拠
点
病
院

都
立
・
公
社
病
院

市
立
病
院
等

区
市
保
健
所

消
防
方
面
本
部
・
消
防
署

方
面
本
部
・
警
察
署

警

視

庁

DMAT隊員

DMAT隊員

 災害拠点病院
 災害拠点連携病院
 災害医療支援病院

東京都災害対策本部

自
衛
隊

東
京
都
薬
剤
師
会

東
京
都
歯
科
医
師
会

そ
の
他

協
定
締
結
団
体

応援要請

応援医療チーム

副知事、警視総監、消防総監 
局  長 

 副本部長：副知事、警視総監
 本 部 員：局  長

　本部各局

東京DMAT
指定病院

他県等（被災地外）

　指定公共機関、
　指定地方公共機関等関係機関等

日
本
赤
十
字
社

東
京
都
支
部

献
血
供
給
事
業
団

東
京
都
医
師
会

被災現場
（東京DMAT）

　政   府
　（緊急災害対策本部等）

内
閣
府

防
衛
省

厚
生
労
働
省

そ
の
他
各
省
庁

現場指揮
本部長

東京DMAT
連携隊

DMAT隊員

本 部 長 ： 知 事

二次保健医療圏
医療対策拠点

（基幹・中核病院に設置）

東

京

消

防

庁

そ

の

他

各

局

地域災害医療
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ区市町村

保健衛生主管部

本部長 ： 区市町村長

病

院

経

営

本

部

区市町村
災害対策本部

区市町村災害医療
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

福祉保健局

東京都災害医療
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

地
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師
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会
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会
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署
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本
部
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庁
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DMAT隊員

 災害拠点病院
 災害拠点連携病院
 災害医療支援病院

東京都災害対策本部

自
衛
隊

東
京
都
薬
剤
師
会

東
京
都
歯
科
医
師
会

そ
の
他

協
定
締
結
団
体

応援要請

応援医療チーム

副知事、警視総監、消防総監 
局  長 
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【予防対策】第第２節 医薬品・医療資器材の備蓄・調達 
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第２節 医薬品・医療資器材の備蓄・調達 

 第１ 調達の基本的な考え方 

 第２ 市における備蓄・調達 

 第３ 災害拠点病院・災害拠点連携病院・災害医療支援病院等における備蓄・調達 

基本方針 
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【予防対策】第３節 医療施設の基盤整備 
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第３節 医療施設の基盤整備 

第 1 災害拠点連携病院・災害医療支援病院の指定 

【図表３－６－７ 市内における災害拠点連携病院・災害医療支援病院】 

第２ 緊急医療救護所の整備 
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【予防対策】第第４節 遺体の取扱い 
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【図表３－６－８緊急医療救護所設置場所及び倉庫等】 

 

第４節 遺体の取扱い 

 第１ 遺体収容所の設置に関する事前準備 

基本方針 



第６章 医療救護等対策 

【予防対策】第４節 遺体の取扱い 
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 第２ 遺体収容所の事前指定・公表 

【図表３－６－９ 市の遺体収容所指定施設】 
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【応急対策】第第４節 遺体の取扱い 
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応急対策 

項 目 

実施担当 

市担当 
関係機関等 

非常配備態勢 

第１節 初動医療体制等 

災対健康福祉部 避難行動要支援

者対策班 

災対健康福祉部 医療班 

災対水道部 庶務班 

都福祉保健局 

東京ＤＭＡＴ 

武蔵野消防署 

医師会 等 

災害医療コーディネーター 

保健所 

透析医療機関 

武蔵野三鷹獣医師会 

東京都トラック協会多摩支部

第一地区武蔵野分会 

(社)東京都個人タクシー協会 

バス事業者 

第２節 医薬品・医療資器材の確保 災対健康福祉部 医療班 

都福祉保健局 

東京ＤＭＡＴ 

武蔵野消防署 

医師会等 

災害薬事センター 

第３節 医療施設の確保 災対健康福祉部 医療班  

第４節 行方不明者の捜索、遺体の検視・検

案・身元確認等 

災対教育部 遺体収容班 

災対市民部 被災者対応班 

都福祉保健局 

武蔵野警察署 
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【応急対策】第１節 初動医療体制等 
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第１節 初動医療体制等 
発
災
直
後
（フ
ェ
ー
ズ
０
）

超
急
性
期
（フ
ェ
ー
ズ
１
）

急
性
期
（フ
ェ
ー
ズ
２
）

亜
急
性
期
（フ
ェ
ー
ズ
３
）

慢
性
期
（フ
ェ
ー
ズ
４
）

中
長
期
（フ
ェ
ー
ズ
５
）

発
災
～
6時
間
ま
で

72
時
間
ま
で

1週
間
程
度
ま
で

1ヵ
月
程
度
ま
で

3ヵ
月
程
度
ま
で

3ヵ
月
程
度
以
降

【被
災
状
況
】

傷
病
者
等
の
状
況

【被
災
状
況
】

医
療
資
源
の
状
況

医
療
ニ
ー
ズ

必
要
と
さ
れ
る
医
療
救
護
活
動

全
体
概
要

倒
壊
・火
災
・交
通
事
故
等
に
よ
り
傷
病
者
が
多

数
発
生

軽
症
者
が
自
力
で
病
院
や
緊
急
医
療
救
護
所
に

殺
到

救
助
さ
れ
た
外
傷
系
の

傷
病
者
数
が
最
大
と
な
る

救
出
救
助
活
動
が
徐
々
に
収
束

外
傷
系
の
患
者
は
逓
減

慢
性
疾
患
が
悪
化
す
る
患
者
の
増
加

精
神
的
不
安
定
者
が
徐
々
に
増
加

慢
性
疾
患
患
者
の
状
態
が
徐
々
に
安
定
化

災
害
拠
点
病
院
等
の
病
床
を
臨
時
拡
大
し
て
対
応

病
院
・緊
急
医
療
救
護
所
で

医
療
ス
タ
ッ
フ
が
不
足

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
機
能
低
下
、
交
通
・通
信
の
途
絶
等
に
よ
り
医
療
提
供
の
制
約

避
難
者
の
減
少
と
と
も
に
医
療
救
護
所
の
規
模

が
徐
々
に
縮
小

地
域
の
医
療
機
関
、
薬
局
等
が
徐
々
に
再
開

医
療
救
護
所
は
ほ
ぼ
閉
鎖

平
常
診
療
体
制
に
向
け
て
医
療
昨
日
が
復
旧
・

復
興

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
機
能
等
が
徐
々
に
回
復
（医
療
提
供
機
能
も
回
復
）

外
傷
治
療
、
救
命
救
急
ニ
ー
ズ

要
援
護
者
へ
の
対
応
ニ
ー
ズ

主
に
外
傷
に
対
す
る
医
薬
品
・医
療
資
器
材

要
援
護
者
（人
工
透
析
患
者
、
人
工
呼
吸
器
を
要
す
る
在
宅
患
者
等
）へ
の
支
援

都
医
療
救
護
班
等
の
派
遣
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急
医
療
救
護
所
・医
療
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護
所
、
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療
機
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）
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所
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の
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営
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所
避
難
者
へ
の
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回
診
療
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康
相
談
・診
療
・服
薬
指
導
等
）

東
京
D
M
A
T
の
出
動
・現
場
活
動

他
県
D
M
A
T
等
の
参
集
・受
入
・配
置
・活
動

災
害
拠
点
病
院
に
よ
る
重
傷
者
の
収
容
、
治
療

災
害
拠
点
連
携
病
院
に
よ
る
中
等
症
以
下
の
収
容
、
治
療

災
害
医
療
支
援
病
院
に
よ
る
軽
症
者
や
慢
性
疾
患
患
者
の
治
療
等

遺
体
の
検
視
・検
案
・身
元
確
認

慢
性
疾
患
治
療
、
被
災
者
、
支
援
従
事
職
員
等
の
健
康
管
理
（メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
を
含
む
）、
公
衆
衛
生
的
な
ニ
ー

ズ
に
対
す
る
医
療
救
護
活
動

主
に
内
科
・精
神
科
・そ
の
他
慢
性
疾
患
に
対
す
る
医
薬
品
・医
療
資
器
材

緊
急
医
療
救
護
所
の
設
置
・運
営

慢
性
疾
患
治
療
、
被
災
者
・支
援
す
る
職
員
等
の
健
康
管
理
（メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
を
含
む
）、
公
衆
衛
生
的
な
ニ
ー
ズ

人
工
透
析
患
者
、
人
工
呼
吸
器
を
要
す
る
在
宅
患
者
等
へ
の
対
応
ニ
ー
ズ
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 第１ 医療情報の収集伝達 

  １ 医療情報の収集伝達体制 
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【図表３－６－１ 災害時における情報の流れイメージ図】【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２ 市民への情報提供 

 第２ 初動医療体制 

  １ 初動期の医療救護活動 

市医療救護本部 市災害対策本部 

・医療機関被害状況 

・傷病者殺到状況 等 

・市内被害状況 

・避難所情報 

・避難者情報 等 

・救命等緊急性のある医療

ニーズに関する情報 

・病院間搬送に関わる情報 

等 

五師会 

・五師会被害状況 

・五師会医療資源 等  

・医療機関被害状況 

・傷病者殺到状況 等 

・市内被害状況 

・病院受入可能状況 等 
・病院受入可能状況 等 

・災害発生状況等  

・負傷者発生状況 等 

災害拠点病院 

災害拠点連携病院 

災害医療支援病院 

避難所 

地域 

消防 

警察 
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【図表３－６－10 災害時医療救護の流れ】 
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【図表３－６－11 医療救護所等の概要】 

【図表３－６－12 災害拠点病院等の概要】 

 

【図表３－６－13 災害拠点病院】 
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【図表３－６－14 市内における災害拠点連携病院】 

 

【図表３－６－15 市内における災害医療支援病院】 
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(1) 初動期の活動内容 

(2) 武蔵野市災害時医療救護本部の活動 
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【図表３－６－16 武蔵野市災害時医療救護本部組織図】 

(3) 武蔵野市災害医療コーディネーターの活動 

【役割】 

■武蔵野市災害医療コーディネーター 

○市内被害状況把握及び医療資源の適切
な配置等についての医学的な助言 

○東京都地域災害医療コーディネーター

等との連絡調整 
 

■連絡員 

○市災害時医療救護本部との連絡調整・情
報提供・収集等を行う。 

 

■武蔵野赤十字病院 
 ○武蔵野市災害時医療救護本部場所等提供 

 ○その他市医療救護本部運営で必要な調整 

 
■事務局（市災対健康福祉部医療班（健康課）） 

○市災害対策本部との連絡 

○被害状況等集約、連絡員への情報提供等 
市医療救護本部関係事務全般 

 

武
蔵
野
警
察
署 

武
蔵
野
消
防
署 

武蔵野市災害医療 
コーディネーター（複数名） 

医
師
会 

歯
科
医
師
会 

薬
剤
師
会 

柔
道
整
復
師
会 

武
蔵
野
赤
十
字
病
院 

福祉関係機関 

医療ニーズ 医療サービス 

災害対策本部長（市長） 

事
務
局 

（
災
対
健
康
福
祉
部
医
療
班
） 

連
絡
員
派
遣 

連 絡 員 

助
産
師
会 

市災害時医療救護本部長 
（災対健康福祉部保健医療担当部長） 
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(4) 各医療機関の活動 

(5) 医療救護班の活動 

【図表３－６－17 市の医療救護班の編成】 
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【図表３－６－18 都医療救護班等の活動内容】 
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(6) その他関係機関による広域的な活動 
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  ２ 市内医療救護活動 

(1) 機関別活動内容 
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( )

       

(2) 医療救護所（緊急医療救護所及び避難所救護所）の設置等 

(3) 連絡調整 
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(4) 医療救護態勢の充実強化 

(5) 武蔵野消防署の支援 

 第３ 負傷者等の搬送体制 

  １ 負傷者の搬送 

(1) 搬送体制 

(2) 搬送の方法 

  ２ 医療スタッフの搬送 
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 第４ 保健衛生体制 

  １ 保健所の役割 

  ２ 保健活動 

(1) 保健活動班の編成 

(2) 保健活動班の活動内容 

  ３ こころのケア 
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  ４ 透析患者等への対応 

【図表３－６－19 透析患者の災害時透析医療情報の流れ】 
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  ５ 在宅人工呼吸器使用者への対応 

  ６ 医療依存度の高い在宅療養者への対応 

  ７ 水・食品の安全確保 

(1) 飲料水の安全確保 

(2) 食品の安全確保 

 

(3) 避難所の食品衛生指導 
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  ８ 避難所の衛生管理 

  ９ 公衆浴場等の確保 

【図表３－６－20 市内公衆浴場一覧（令和４年６月１日現在）】 

(1)  公衆浴場の再開支援 

(2)  仮設入浴施設等の設置 

(3)  自衛隊による支援 

(4)  その他施設の利用 
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第２節 医薬品・医療資器材の確保 

 第１ 医薬品・医療資器材の調達 

  １ 市 
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【図表３－６－21 市が使用する医薬品等の調達手順】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２ 医薬品等の卸売販売業者、災害時協力協定締結団体  

  ３ 災害拠点病院 

  ４ 災害拠点連携病院・災害医療支援病院・診療所・歯科診療所・薬局  

① 市の備蓄品を使用する 

② 都の備蓄品を使用する 

③ 市が卸から調達する ③ 都が卸から調達する 

④ 卸売販売業者が医薬品等を納入
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 第２ 災害薬事センターの設置 

  １ 災害薬事センターの役割 

  ２ 設置場所 
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【図表３－６－22 医薬品調達の流れ】 

≪発災直後から超急性期（～72 時間）程度≫ 

≪急性期（72 時間～）程度以降≫ 

   
   

災害拠点病院 
災害拠点連携病院 

 

薬局 緊急医療救護所 

①災害拠点病院等病院及び緊急医
療救護所の備蓄医薬品を活用す
る。 

②①の医薬品が不足する場合は、
市、近隣薬局の医薬品を活用する。 

市 

避難所救護所・避難所等 

医薬品卸売 

販売業者 

武蔵野市災害薬事センター 
（保健センター） 

東京都災害対策本部 

②災害薬事センターは医薬品卸
売販売業者に医薬品を要請する。 

③医薬品卸売販売業者
は、災害薬事センター（可
能であれば各避難所救護
所・避難所等）に医薬品
を供給する。 

④卸売販売業者からの調達が
困難な場合は、東京都災害対策
本部に医薬品を要請する。 

病院・診療所・歯科診
療所・薬局 

⑤病院・診療所・歯科診
療所・薬局は、平時と同
様に医薬品卸売販売業者
に医薬品を発注し、供給
を受ける。 

⑤病院・診療所・歯科診
療所・薬局は、平時と同
様に医薬品卸売販売業者
に医薬品を発注し、供給
を受ける。 

①避難所救護所・避難所等は災
害薬事センターに医薬品を要
請する。 
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【図表３－６－23 支援物資供給の流れ】 

【図表３－６－24 血液製剤の供給体制】 

国、道府県

市災害薬事センター

災害薬事コーディネーター：薬剤師会

支援の要請

供
給

メーカー

支援物資の提供（無償）

東京都（集積センター）

医療救護所 避難所

東京都
要請外の支援物資

※要請外の支援物資は基本的に受け入れない。
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第３節 医療施設の確保 

第４節 行方不明者の捜索、遺体の検視・検案・身元確認等 

 第１ 遺体取り扱いの流れ 
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 第２ 捜索・収容等 

  １ 行方不明者の捜索 

(1) 実施機関 

(2) 機関別活動 

(3) 捜索の期間等 
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  ２ 遺体の搬送（遺体収容所まで） 

  ３ 遺体収容所の設置とその活動 

(1) 遺体収容所の設置 

【図表３－６－25 遺体収容施設候補地】 

(2) 遺体収容所での活動 

(3) 遺体の一時保存 

(4) 遺体収容所に関する住民広報等 
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(5) 遺体処置の期間 

(6) 延長の期間（特別基準） 

(7) 国庫負担の対象となる費用の限度 

 第３ 検視・検案・身元確認等 

  １ 検視・検案に関する連携 

  ２ 検視・検案に関する機関別活動内容 
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  ３ 市民への情報提供 

  ４ 遺体の身元確認 
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  ５ 遺体の遺族への引き渡し 

  ６ 死亡届の受理、火葬許可証等の発行等 
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復旧対策 

項 目 

実施担当 

市担当 
関係機関等 

非常配備態勢 

第１節 防疫 
災対健康福祉部 医療班 

災対環境部 防疫・動物班 

都福祉保健局 

医師会 

第２節 火葬 
災対教育部 遺体収容班 

災対市民部 被災者対応班 

都福祉保健局 

武蔵野警察署 

第１節 防疫 

 第１ 防疫活動 

  １ 市の役割 

＜防疫班の業務＞ 

＜消毒班の業務＞ 

  ２ 都 （福祉保健局） の役割 
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  ３ 防疫業務の実施項目 

(1) 健康調査及び健康相談等 

(2) 消毒 

(3) 避難所の防疫措置 

(4) 消毒とその確認 
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(5) 感染症予防のための広報及び健康指導 

(6) 感染症対策 

 第２ 防疫用資材の備蓄・調達 

第２節 火葬 

 第１ 火葬許可の特例 
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 第２ 火葬体制の確立 

 第３ 広域火葬の実施 
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【図表３－６－26 広域火葬体制】 

 

 第４ 身元不明遺体の取り扱い等 

 第５ 必要帳票の整備 

武蔵野市 

 

広域火葬体制 
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第７章 帰宅困難者対策 

本章における対策の基本的考え方 

大規模な震災が発生した場合、多くの帰宅困難者が発生し、駅周辺や大規模集客施設などに

おいて混乱が想定される。これらの人々が一斉に移動を始めた場合、救助・救出に向かう人や

車両の交通の妨げとなることや、沿道火災や群衆雪崩、落下物等の二次災害に巻き込まれるお

それがあるため、事業者や学校などにおいて、従業員や児童・生徒を職場や学校等に待機させ、

一斉帰宅を抑制し混乱を防止する必要がある。併せて、公共交通機関利用者のための一時滞在

施設の確保等の支援も必要となる。

また、市外で保護者が帰宅困難者となった場合に、保育園・学校・学童クラブ等における園

児・児童・生徒等への対応も必要となる。行政機関だけではなく事業者、学校など社会全体で

連携し取組を進めることにより、駅周辺をはじめとした混乱の防止や帰宅困難者の安全な帰宅

を実現する。

第３部 施策ごとの具体的計画（予防・応急・復旧計画） 
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対策の全体像 

 

平成 24 年３月に吉祥寺駅周辺混乱防止対策協議会において、吉祥寺駅周辺混乱防止ルール（吉祥

寺ルール）を定め、市内民間事業者等に説明会を行った。 

市内や事業者へ「東京都帰宅困難者対策条例（平成 24 年３月制定・平成 25 年４月施行）」で規定

する内容の周知を図った。 

平成 25 年３月には、吉祥寺駅周辺にて初の帰宅困難者対策訓練を実施し、関係機関の役割・対応

の確認を行った。 

平成 25 年度以降も毎年、関係機関と連携した訓練等を実施し、関係機関の役割・対応の確認を行

っている。 

平成 30 年度に IP 無線を一時滞在施設等の関係機関に配備し、連絡体制の充実強化を図った。 

帰宅困難者等対策のための路線バスの利用に関する関東バス株式会社との協定締結により、帰宅困

難者対応の強化を図った。 

吉祥寺駅周辺混乱防止対策協議会を毎年開催し、帰宅困難者対応に係る検討・情報共有のほか、関

係機関の役割・対応の確認等を行っている。 

新たな民間事業者との協定締結等により、市内に帰宅困難者用一時滞在施設を約 4,000 人分確保し

ている（令和４年３月現在）。 

帰宅困難者用として、防寒用のアルミックシート、非常食のクラッカー等を備蓄している。 

感染症対応資器材として、手指消毒液、ゴム手袋等を備蓄している。 

現在の到達状況 
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一斉帰宅の抑制や一
時滞在施設の確保、
情報通信基盤の強
化、情報提供に向け
た体制の確保、帰宅
困難者用の備蓄や帰
宅支援策の強化など
帰宅困難者対策の充
実が必要

吉祥寺駅周辺混乱防止対策協
議会の活動促進、吉祥寺ルール
の周知徹底

吉祥寺駅周辺混乱防止対策協議会を
中心とする地域の事業者等が相互に
連携した、駅周辺の混乱防止体制の
構築

一時滞在施設の量的拡大
受入可能人数約 6,000 人分の一時滞
在施設の確保

帰宅困難者への情報提供体制
の整備

情報提供のための基盤整備

東京都帰宅困難者対策条例の
周知による事業所等における
帰宅困難者対策の強化

従業員等の施設内待機、３日分の備
蓄確保

帰宅困難者の子ども（園児・児
童・生徒）等の保護

各学校・保育園等における保護マニ
ュアルや緊急連絡体制の整備

帰宅支援体制の整備

鉄道運行状況や帰宅道路に関する情
報提供、災害時帰宅支援ステーショ
ン等による徒歩帰宅者に対する支援
体制の構築

感染症対策への対応
一時滞在施設における感染症拡大防
止のための感染症対策の推進

 

課題 対策の方向性 到達目標 
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東京都帰宅困難者対策条例に

基づく取組の周知徹底 
 駅周辺での混乱防止 

 

東京都帰宅困難者対策条
例の周知徹底

事業者・学校等における
帰宅困難者対策

吉祥寺駅周辺混乱防止対
策協議会の活動促進

帰宅困難者対策訓練の実
施

事業者による利用者の安
全確保

一時滞在施設の開設・帰
宅困難者の受入

一時滞在施設における感
染症対策の実施

帰宅困難者への情報提供体制

の整備 
 事業所等における帰宅困難者対策 

 

・情報通信基盤の整備及び
災害関連情報等を提供す
るための体制構築

 事業所による従業員等の
施設内待機（一斉帰宅の
抑制）

施設内に待機できない場
合の対応

防災活動への参加

情報提供体制の確保

一時滞在施設の確保     

民間施設との一時滞在施
設の提供に関する協定の
締結

 

帰宅支援体制の整備  鉄道運行情報の提供  代替輸送手段の確保 

災害時帰宅支援ステーシ
ョン等による支援体制整
備

徒歩帰宅訓練の実施

 ・鉄道運行情報の提供  鉄道運行情報の提供

代替輸送手段の確保

 徒歩帰宅者の支援

 徒歩帰宅者への支援

帰宅道路に係る情報の提
供

帰宅困難者の子ども（園児・児

童・生徒）等の保護 
 帰宅困難者の子ども（園児・児

童・生徒）等の保護 
  

帰宅困難者の子どもの保
護マニュアルの整備

緊急連絡体制の確保

備蓄の推進

 学校・保育園等の対応  

地震前の行動（予防対策） 

 

地震直後の行動（応急対策） 
発災後 72 時間以内 

具体的な取組 

地震後の行動（復旧対策） 
発災後１週間目途 
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予防対策 

項 目 実施担当 

 市担当 関係機関等 

第１節 東京都帰宅困難者対策条例に基づく取

組の周知徹底 

各部 

本部管理部 本部管理班 

災対教育部 避難所班 

都 

関係機関 

第２節 帰宅困難者への情報提供体制の整備 

本部管理部 本部管理班 

災対市民部 帰宅困難者対策班 

災対都市整備部 帰宅困難者対策班 

災対教育部 帰宅困難者対策班 

通信事業者 

第３節 一時滞在施設の確保 

本部管理部 本部管理班 

災対市民部 帰宅困難者対策班 

災対教育部 避難所班 

災対都市整備部 帰宅困難者対策班 

災対教育部 帰宅困難者対策班 

 

第４節 帰宅支援体制の整備 本部管理部 本部管理班  

第５節 帰宅困難者の子ども（園児・児童・生

徒）等の保護 

災対子ども家庭部 避難所班 

災対教育部 避難所班 
 

第１節 東京都帰宅困難者対策条例に基づく取組の周知徹底 

【各部、本部管理部 本部管理班、災対教育部 避難所班、都、関係機関】

 第１ 東京都帰宅困難者対策条例の周知徹底 

【各部、都、関係機関】

■ 首都直下地震等への備えを万全とするためには、「自助」、「共助」、「公助」による総合的な

対応が不可欠である。帰宅困難者等の発生による混乱を防止するための一斉帰宅の抑制な

ど東京都帰宅困難者対策条例の内容を周知徹底する。

○ 市及び都は、市民や事業者、そして行政機関が取り組むべき基本的事項について定めた

東京都帰宅困難者対策条例について、ホームページ、パンフレットの配布、説明会・訓練

の実施等により普及啓発を図る。 

○ 東京都帰宅困難者対策条例で規定した内容を実施するための具体的運用方法等について

は、「東京都帰宅困難者対策実施計画」として都が取りまとめ、都民や事業者・学校等に周

知していく。 

 

 

 

 

基本方針 
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各 機 関 対 策 内 容 

市 

○ 東京都帰宅困難者対策条例の市民・事業者への周知徹底 

○ 吉祥寺駅周辺混乱防止対策協議会の活動促進 

○ 駅周辺の滞留者の一時滞在施設の確保 

○ 児童・生徒等の安全確保のための体制整備 

都総務局 

○ 「東京都帰宅困難者対策実施計画」の策定 

○  東京都帰宅困難者対策条例の都民・事業者・学校等への普及

啓発 

○ 都は、国とともに、首都圏自治体、鉄道・通信事業者、民間 

団体等からなる「首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議」 

を設置  

○ 広域的な立場から、都内市区町村、駅前滞留者対策協議会、警 

視庁、東京消防庁等を構成員とする連絡会議を設置  

○ 市区町村に設置する駅前滞留者対策協議会のガイドラインを 

 策定 

都教育庁 

都生活文化スポーツ局 

学校等  

○ 児童・生徒等の安全確保のための体制整備  

都都市整備局 
○ 都市開発の機会を捉え、従業員用の防災品備蓄倉庫等の整備を

促進  

武蔵野警察署 

○ 武蔵野警察署は、計画の策定、広報及び誘導要領等に関し、吉 

祥寺駅周辺混乱防止対策協議会等に対して必要な助言を行う。  

○ 吉祥寺駅周辺混乱防止対策協議会等と連携した訓練の実施  

○ 地域版パートナーシップを活用した広報・啓発活動の推進 

武蔵野消防署 

○ 武蔵野消防署は、吉祥寺駅周辺混乱防止対策協議会等に対して 

指導助言を行う。  

○ 事業所防災計画の作成状況の確認、作成の指導  

事業者 

○ 企業等における従業員等の一斉帰宅の抑制のための施設内に 

 おける体制整備や必要な備蓄の確保  

○ 外部の帰宅困難者を受け入れるため10％程度余分の備蓄を検

討 

○ 企業等における施設内待機計画の策定と従業員等への周知  

商工会議所 
○ 団体及び会員企業向け啓発や対策の実施  

○ 団体における連携協力体制の整備  

集客施設 

駅の事業者 

○ 集客施設及び駅における利用者保護のための施設内における 

 体制整備や必要な備蓄の確保  

○ 集客施設及び駅における利用者保護計画の策定と従業員等へ 

 の理解の促進  

市 民  ○ 外出時の発災に備えた必要な準備  
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【東京都帰宅困難者対策条例の概要】 

・企業等従業員の施設内待機の努力義務化

・企業等従業員の３日分の備蓄（飲料水、食料等）の努力義務化

・駅、大規模な集客施設等の利用者保護の努力義務化

・学校等における児童・生徒等の安全確保の努力義務化

・官民による安否確認と災害関連情報提供のための体制整備等

・一時滞在施設の確保に向けた都、国、市区町村、民間事業者との連携協力

・帰宅支援（災害時帰宅支援ステーションの確保に向けた連携協力等）

 第２ 事業者・学校等における帰宅困難者対策 

 ■ 首都直下地震等の災害が発生した場合、救助・救出活動を迅速に行う観点から帰宅困難者

の発生を抑制する必要がある。そのために多数の従業員や来客者、児童・生徒等を抱える

事業者が災害時の施設内待機に対して備えをする必要がある。

 １ 事業者・学校等における施設内待機計画の策定 

○ 事業者は、首都直下地震帰宅困難者等対策協議会で取りまとめた「事業所における帰宅困

難者対策ガイドライン」を参考に、従業員等の施設内待機に係る計画を作成し、あらかじめ

事業所防災計画又は事業継続計画（ＢＣＰ）に反映させておくことが重要である。 

    その際、可能であれば、他の企業等との連携、行政機関との連携、地域における帰宅困難

者等対策の取組への参加等についても計画に明記する。 

○  事業者は、施設内待機計画または事業継続計画を冊子等にまとめ、全従業員に周知する。 

○ 従業員等が企業等の施設内に一定期間待機するためには、必要な水、食料、毛布、簡易ト

イレ等をあらかじめ備蓄しておく必要がある。その際、円滑な備蓄品の配付ができるよう、

備蓄場所についても考慮する。 

○  高層ビルに所在する企業等においては、エレベーターが停止した場合に備え、備蓄品の保

管場所を分散させておくことも考慮する必要がある。また、従業員個々に事前に備蓄品を配

付しておくなど、配付作業の軽減の視点から検討する。 

○  救助・救出活動が優先される発災後３日間は、従業員等の一斉帰宅による大規模な交通渋

滞を発生させない観点から、事業者が従業員等を施設内に待機させる必要がある。 

    このことから、備蓄量の目安は３日分となる。ただし、以下の点について留意する必要が

ある。 

・事業者は、震災の影響の長期化に備え、３日分以上の備蓄についても検討していく。 

・事業者は、３日分の備蓄を行う場合についても、共助の観点から、外部の帰宅困難者（発

災時に建物内にいない帰宅困難者）のために、例えば、10％程度余分に備蓄することも

検討していく。 

○  備蓄の考え方は、次の「一斉帰宅抑制における従業員等の備蓄の考え方について」のとお

りとする。 

基本方針 
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【「事業所における帰宅困難者対策ガイドライン」における一斉帰宅抑制における従業員等の備

蓄の考え方について】 

１ 対象となる企業等

国、都、市区町村、全ての事業者

２ 対象となる従業員等

雇用の形態（正規、非正規）を問わず、事業所内で勤務する全従業員

３ ３日分の備蓄量の目安

水については、１人当たり１日３リットル、計９リットルとする。

主食については、１人当たり１日３食、計９食とする。

毛布については、１人当たり１枚とする。

その他の品目については、物資ごとに必要量を算定する。

４ 備蓄品目の例示

（１）水 ：ペットボトル入り飲料水

（２）主食：アルファ化米、クラッカー、乾パン

※水や食料の選択に当たっては、賞味期限に留意する必要がある。

（３）その他の物資（特に必要性が高いもの）

毛布、簡易トイレ、敷物（ビニールシート等）、携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池、救急医

療薬品類

（備 考）

１ 上記品目に加えて、事業継続等の要素も加味して、企業ごとに必要な備蓄品を検討していくこ

とが望ましい。（例）非常用発電機、燃料、工具類、調理器具（携帯用ガスコンロ、鍋等）、副食

（缶詰等）、ヘルメット、軍手、自転車、地図

２ 携帯電話用予備電池等、個人レベルの備えも必要である。

３ チェックリストを作成し、保有期限、保存期間を確認することが必要。

○ 事業者は、施設内に従業員等が留まれるよう、日頃から耐震診断・耐震改修やオフィスの

家具類の転倒・落下・移動防止措置、事務所内のガラス飛散防止措置等に努める。 

〇 事業者は、災害発生時の建物内の点検箇所をあらかじめ定めておくとともに、安全点検の

ためのチェックリストを作成する。また、停電時の対応も含め、建物及び在館者（発災時建

物内にいた従業員等及び従業員等以外の来所者）の安全確保の方針について、事業所防災計

画等で具体的な内容をあらかじめ定めておく。なお、高層ビルについては、高層階で大きな

揺れの影響を受ける長周期地震動への対策を講じておく。 

○ 事業者は、発災時における従業員等との連絡の手段・手順をあらかじめ定めておくととも

に、従業員等が安心して施設内に待機できるよう、家族等との安否確認手段を従業員等へ周

知する必要がある。 

(1) 外出する従業員等の所在確認 

○ 外出する従業員等は、事前に訪問先を告げ、急な変更の場合は、メール等で所在場所を職

場に連絡するなど、発災時に企業等が、従業員等の居場所を把握できるよう努める。 
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(2) 安否確認手段 

○ 安否確認については、電話の輻輳や停電等の被害を想定し、以下の手段のうち、それぞれ

の通信手段網の特性を踏まえて複数の手段を使うことが望ましい。 

・ 固定及び携帯電話の音声ネットワークを利用するもの 

（例）災害用伝言ダイヤル 171 

・ 固定及び携帯電話のパケット通信ネットワークを利用するもの 

（例）災害用伝言板、ｗｅｂ171、災害用音声お届けサービス、ＳＮＳ、ＩＰ電話 等 

○  事業者は、従業員等に対し家族等との安否確認の訓練を行うようにする。 

○ 自衛消防訓練等を定期的に実施する際に、施設内待機に関する訓練を行い、施設内待機の

手順等について確認し、必要な場合は改善を行う。 

○  事業者は、年１回以上の訓練を定期的に行い、その結果は必ず検証し、計画等に反映させ

る。 

○ 商工会議所等は、ポスター・パンフレット等の配布や講習会等の開催及び企業備蓄の啓発

などを行う。また、市や都・地域と連携し、団体及び会員企業向け対策を実施する。地域住

民と会員企業との連携・協力について、会員企業に対し、啓発を行うとともに、団体におい

て連携協力体制を整備する。 

 ２ 集客施設及び駅等の利用者保護  

○ 事業者は、首都直下地震帰宅困難者等対策協議会で取りまとめた「大規模な集客施設や駅

等における利用者保護ガイドライン」を参考に、利用者の保護に係る計画を作成し、あらか

じめ事業所防災計画や事業継続計画（ＢＣＰ）等の計画に反映させておく。その際、可能で

あれば、他の企業等との連携、行政機関との連携、地域における帰宅困難者等対策の取組へ

の参加等についても計画に明記する。 

建物所有者とテナントが存在する複合ビルの場合、事業者は、建物ごとの個別の事情に応

じて、あらかじめ役割分担を取り決める。 

事業者は、計画をマニュアル等にまとめた後、必要な箇所に配備し、発災後にすぐに確認

できるようにしておく。また、事業者は、計画についてあらかじめ全従業員に周知し、理解

の促進を図る。 

○ 事業者は、利用者の安全確保のため、発災直後の施設内待機や安全な場所への誘導や案内

手順について、あらかじめ検討しておく。この際、必要と考えられる備蓄品の確保や必要と

する人への提供方法、災害時要援護者（高齢者、障害者、乳幼児、妊婦、外国人、通学の小

中学生等）や急病人への対応等の具体的な内容についても検討しておく。 



第７章 帰宅困難者対策 

【予防対策】第１節 東京都帰宅困難者対策条例に基づく取組の周知徹底 

  震-346   

震
災
編 

第
３
部 

第
７
章 

 

・高齢者、障害者、乳幼児、妊婦、通学の小中学生への対応 

事業者は、施設の特性や状況に応じ、必要となる物資をあらかじめ備えておくこと

を考慮する。例えば、車椅子や救護用担架、段差解消板等を備えておく。また、可能

な限り優先的に環境の良いスペースや物資が提供されるように配慮する。 

・外国人への対応 

誘導の案内や情報提供などについて配慮する。例えば、英語、中国語等の誘導案内

板やアナウンス等による対応なども実施する。 

 

○ 事業者は、日頃から耐震診断・耐震改修や家具類の転倒・落下・移動防止措置、施設内の

ガラス飛散防止措置等に努める。なお、高層ビルについては、高層階で大きな揺れの影響を

受ける長周期地震動への対策を講じておく。 

事業者が管理する施設に隣接して、道路や通路、広場など、市が管理所有する施設がある

場合は、これらの自治体等の管理者と連携して施設の安全確保を行う必要がある。事業者は、

施設の安全点検のためのチェックリストを作成する。その際、事業者は、利用者が待機する

ための施設内の安全な待機場所リストも準備しておく。 

○ 各事業者は、施設の特性や事情に応じて、利用者保護のために必要となる飲料水や毛布等

を備蓄しておくことが必要である。首都直下地震時には、一時滞在施設の開設が遅れること

も視野に、事業者は、当該施設において利用者の保護することを想定した量の飲料水や毛布

等も備えておくことが望ましい。 

○ 各事業者は、訓練等を定期的に実施することにより、利用者保護の手順等について確認し、

必要な場合は改善を行う。 

事業者は、建物所有者、施設管理者、テナント事業者等と相互に協力し、年１回以上の訓

練を定期的に行い、その結果を必ず検証し、計画等に反映させる。 

 ３ 学校等における児童・生徒等の安全確保 

【災対教育部 避難所班】 

○ 学校等は、学校危機管理マニュアル等に基づき、校舎内での児童・生徒の安全確保に向け

た体制整備や、発災時における児童・生徒の安全確保、児童・生徒用備蓄の確保、保護者へ

の連絡体制、引き渡しまでの保護体制の整備を図る。 

 

 ４ 市民における準備 

○ 外出時の災害に備え、家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段の確保、待機又は避

難する場所、徒歩による帰宅経路の確認、歩きやすい靴などその他必要な準備をする。 
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 第３ 吉祥寺駅周辺混乱防止対策協議会の活動促進 

【本部管理部 本部管理班】

 

■ 行政や民間事業者等の災害時における役割分担や地域特性に応じた対策などを定めた

「吉祥寺ルール」を周知徹底する。 

 

 １ 吉祥寺駅周辺混乱防止ルール「吉祥寺ルール」の徹底・拡充 

○ 平成 21 年５月に吉祥寺駅周辺混乱防止対策協議会を設立した。

○ 吉祥寺駅周辺混乱防止対策協議会（関係機関相互）内の情報連絡体制の仕組みについて、

さらなる検討を行う。また、現地本部（情報提供拠点）の設置を検討する。 

○  民間事業者、学校等へは「一斉帰宅行動の抑制」、「従業員等の備蓄品は、事業所内で備蓄」

等を協力依頼していく。

○ 吉祥寺駅周辺に災害用備蓄倉庫を整備する。 

○ 協議会を中心に地域の事業者等は、相互に連携し、駅周辺の混乱防止のため、次のルール

を主体的に進める。行政はこれを支援する。

○ 吉祥寺ルールを実践するため、帰宅困難対策訓練を継続的に実施し、発災時の役割の確認

と円滑な行動の習熟を図る。

ルール① 一斉帰宅の抑制 

事業者・学校等は、一斉帰宅行動を抑制。二次災害防止のため、従業員、学生等に「む

やみに移動を開始しない」を周知、徹底する。 また、正しい情報により安全な帰宅が

可能となるか、交通機関が機能し始めるまでの間、屋内等の安全な場所で一時待機を行

う。 帰宅できない従業員、学生等は、引き続き、交通機関が機能するまでの間、安全

な場所に留まる。

ルール② 待機に必要な３日分の備蓄 

事業者・学校等における備蓄の一層の充実が必要。従業員等が事業所内に待機できる

よう、３日分の必要な水、食料、毛布などの物資の備蓄に努める。施設内に待機する従

業員や、遠距離帰宅者等には、あらかじめ備蓄していた物品を提供し、支援を行う。

 

ルール③ 来街者等の保護 

事業者・学校等は、来街者等に「むやみに移動を開始しない」ことを広報。また、各

施設で発生した負傷者の応急措置を実施する。まちぐるみで相互に連携し、駅前滞留

者・帰宅困難者に対し、情報提供と飲料水・食料等を提供する。帰宅困難者の一時滞在

施設を開設後は、開設情報の提供、施設へ誘導を実施。

基本方針 
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ルール④ 官民の連携による正確な情報提供 

協議会は、発災後速やかに、市災害対策本部へ連絡。駅周辺、道路の被災状況などの

情報を収集し、対策本部へ伝達。帰宅困難者、民間事業者等に対しては、株式会社エフ

エムむさしの、株式会社ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局（ケーブルＴＶ）等で情報提

供を行う。また、情報提供手段として、サンロード、ダイヤ街、平和通り等の商店街の

緊急放送設備や、吉祥寺駅の南北通路に開設予定の情報ステーションも活用する。

ルール⑤ まちぐるみで帰宅困難者用一時滞在施設の確保 

大規模事業所、公的機関等は、一時滞在施設としてスペースを積極的に提供する。一

時滞在施設の運営は、各施設で自主的、臨機応変に行う。交通機関の再開や、バス等に

よる代替輸送の開始等まで、待機。市備蓄品の提供（毛布、クラッカー、水等）と情報

提供を行う。

第２節 帰宅困難者への情報提供体制の整備 

【本部管理部 本部管理班、災対市民部 帰宅困難者対策班、災対都市整備部 帰宅困難者

対策班、災対教育部 帰宅困難者対策班、通信事業者】

 

 ■ 帰宅困難者の施設内待機による一斉帰宅抑制をより効果的に実施するため、安否の確認及

び災害情報の提供体制を構築する。 

 

○ 市は、震災時の帰宅困難者等に対する安否の確認及び災害関連情報等の提供を行うため、通

信事業者と連携して、情報通信基盤の整備及び災害関連情報等を提供するための体制を構築す

る。 

○ 首都直下地震帰宅困難者等対策協議会において作成した「帰宅困難者等への情報提供ガイド

ライン」を基に、市・事業者等は取組を進めていく。  

○ 市のホームページ、SNS、ＮＴＴドコモ・ＫＤＤＩ・ソフトバンク・楽天モバイル各社の緊

急速報メールなどを活用した帰宅困難者向け情報提供手段を確保する。 

○ サンロード、ダイヤ街、平和通り等の商店街の緊急放送設備や、大型ビジョンを活用した帰

宅困難者への情報提供を検討する。 

○ 通信事業者は、あらかじめ市や報道機関と連携協力して、事業者及び帰宅困難者が必要な情

報を得られる仕組みを構築しておく。 また、災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板等の普及啓

発に努めるとともに、防災訓練等においてパンフレットの配布及び利用実験を実施する。 

〇 都のホームページにおける帰宅困難者ポータルサイト等を活用し情報提供を行う。 

基本方針 
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第３節 一時滞在施設の確保 

【本部管理部 本部管理班、災対市民部 帰宅困難者対策班、災対教育部 避難所班、災対

都市整備部 帰宅困難者対策班、災対教育部 帰宅困難者対策班】

■ 滞留者･帰宅困難者への対応は、まちぐるみ・社会全体で行っていくため、一時滞在施設 

としての事前指定・協力依頼（協定書の締結等）を民間事業者等に対して行う。 

 第１ 対策の基本的な考え方 

【本部管理部 本部管理班、災対市民部 帰宅困難者対策班、災対都市整備部 帰宅困難者

対策班、災対教育部 帰宅困難者対策班】 

○ 誘導場所に誘導された駅周辺の滞留者や路上等の屋外で被災した外出者のうち、帰宅が可

能になるまで待機する場所のない者が一時的に滞在する施設（一時滞在施設）を確保する必

要がある。 

○ 一時滞在施設は、公共施設や民間事業所を問わず幅広く確保する。また、一時滞在施設の

収容能力には限りがあるため、帰宅困難者の一時収容にあたっては、災害時要援護者（高齢

者、乳幼児、障害者、妊産婦など）の受け入れを優先する。 

○ 都は国とともに、首都圏自治体、鉄道、通信事業者、民間団体等からなる首都直下地震帰

宅困難者等対策協議会を設置し、同協議会は平成 24 年９月に下記のガイドラインを取りまと

めた。 

 

【「一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン」における一時滞在施設の考え方】 

（１）背景 

首都直下地震等発生時において、駅周辺の滞留者や路上等の屋外で被災した外出者等は、帰宅

が可能となるまでの間に待機する場所がないことが想定されている。そのため、このような帰宅

困難者等を一時的に受け入れるための一時滞在施設をできるだけ多く確保するとともに、災害時

における運営方法をあらかじめ明確にしていく必要がある。 

（２）用語の定義 

ア 帰宅困難者 

地震発生時に外出している者のうち、近距離徒歩帰宅者（近距離を徒歩で帰宅する人）を除

いた帰宅断念者（自宅が遠距離にあること等により帰宅できない人）と遠距離徒歩帰宅者（遠

距離を徒歩で帰宅する人） 

イ 一時滞在施設 

帰宅が可能になるまで待機する場所がない帰宅困難者を一時的に受け入れる施設 

ウ 災害時帰宅支援ステーション 

災害時、救急・救助活動が落ち着いた後に帰宅困難者の徒歩帰宅を支援するため、水道水、

トイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可能な道路に関する情報などを提供

する施設 

エ 避難所 

地震等による家屋の倒壊、焼失などで被害を受けた者又は現に被害を受けるおそれのある者

を一時的に受け入れ、保護するため市区町村が開設する施設 

  オ 施設管理者 

一時滞在施設として提供する施設を所有・管理する事業者等 

 

基本方針 
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カ 施設滞在者 

一時滞在施設内に滞在している帰宅困難者等 

（３）対象施設 

一時滞在施設の対象となる施設は、帰宅困難者等を一時的に受け入れることについて、都県や

市区町村の指定を受けるか、協定を締結した施設とする。

例えば、集会場、庁舎やオフィスビルのエントランスホール、ホテルの宴会場、学校等が想定

される。 

一時滞在施設として使用する施設については、当該施設が発災時において担うべき役割、立地

条件や施設ごとの特徴を踏まえるとともに、施設の安全性の観点から、昭和 56 年の新耐震基準を

満たした建物（耐震改修により同基準を満たした建物を含む。）であることが必要である。 

（４）開設基準 

ア 一時滞在施設は、受け入れた帰宅困難者が安全に帰宅開始できるまで、最長で発災後３日間

の運営を標準とする。 

イ 帰宅困難者の受入は、床面積当たり 3.3 ㎡につき２人の収容を目安とする。 

（５）施設管理者の役割 

施設管理者は、災害発生時の状況に応じて、可能な範囲で以下の支援を行う。 

また、必要に応じて受入者へ施設運営の協力を要請する。 

  ア 施設の安全を確認した後、帰宅困難者を速やかに受け入れる。 

イ 水や食料、ブランケットなどの支援物資を配布する。 

ウ トイレやごみの処理などの施設の衛生管理を行う。 

エ 周辺の被害状況や道路、鉄道の運行状況などの情報収集及び受入者に対する情報提供を行う。

（６）災害時要援護者への対応 

施設管理者は、市区町村や関係機関とも連携し、災害時要援護者に特に配慮する。 

ア 高齢者、障害者、乳幼児、妊婦、通学の小中学生等 

待機スペースの一部を優先スペースにすることや具体的な避難誘導方法を検討する。 

あわせて、障害者については必要な支援や配慮を受けるためのヘルプカードの活用やユニバ

ーサルデザインの掲示物の活用などが考えられ、今後、関係機関とも連携しながら検討する。 

  イ 外国人 

誘導の案内や情報提供などについて配慮する。例えば、英語、中国語等の誘導案内板による

対応なども実施する。

 第２ 市、都、事業者等の役割 

 １ 市 

○ 国土交通省「第５回東京都市圏パーソントリップ調査」を活用した吉祥寺エリアにおける

屋外避難者となる帰宅困難者数の推計では、約 6,200 人が吉祥寺駅周辺に滞留する推計とな

っている。 

○ 企業や学校などに所属していない、行き場の無い帰宅困難者（屋外被災帰宅困難者）等を

待機させるため、吉祥寺において現在約 3,000 人分確保している一時滞在施設の受入可能人

数について、２倍の約 6,000 人分を確保し、駅周辺の混乱を防止する。 

○ 吉祥寺駅と同様に、三鷹駅・武蔵境駅において対策を推進する。 

○ 一時滞在施設の役割や利用方法、所在地について周知・啓発に努める。また、一時滞在施

設を利用する際には、施設の運営に可能な範囲で協力する、施設管理者が責任を負えない場

合もあるといった留意事項についても併せて普及啓発に努める。 

○ 一時滞在施設の名称や所在地等を、警察、消防をはじめとする各防災関係機関へ周知し、

災害時における連携に努める。 
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【参考】＜帰宅困難者用一時滞在施設として利用する公共施設及び災害等発生時における帰宅

困難者の一時滞在施設として利用する協定を締結している民間施設＞

（令和４年12月現在）

 （１）吉祥寺駅周辺エリア 

 施設名 最大受入可能想定人数 

1 武蔵野公会堂 ４００人 

2 武蔵野商工会館 ８０人 

3 吉祥寺シアター １５６人 

4 吉祥寺東コミュニティセンター ３３人 

5 吉祥寺南町コミュニティセンター ９６人 

6 御殿山コミュニティセンター ３０人 

7 本町コミュニティセンター ４８人 

8 安養寺 ３０人 

9 吉祥寺オデヲン ２２０人 

10 吉祥寺プラザ ２５０人 

11 専門学校中野スクールオブビジネス ８０人 

12 メガロス吉祥寺店 ３９３人 

13 吉祥寺東急 REI ホテル １００人 

14 吉祥寺エクセルホテル東急 １００人

15 成蹊中学・高等学校 ５１５人

16 藤村女子中学・高等学校 ６０６人

合計 ３，１３７人 

＊「最大受入可能想定人数」は、原則、各施設における受入可能スペースを基に「３．３㎡

に２人受入」として算定している。（以下同様） 

 

 （２）三鷹駅周辺エリア 

 施設名 最大受入可能想定人数 

1 武蔵野芸能劇場 ３３６人 

2 武蔵野市民文化会館 １０３人 

3 関東バス武蔵野営業所 ５４人 

合計 ４９３人 

 

 （３）武蔵境駅周辺エリア 

 施設名 最大受入可能想定人数 

1 市民会館 ６０人 

2 武蔵野スイングホール １８０人 

3 武蔵野プレイス １２７人 

合計 ３６７人 

 

 ２ 都 

○ 所管する施設で受け入れが可能なものを一時収容施設として指定し、市民・事業者に周知

する。 

○ 広域的な立場から、事業者団体に対して、帰宅困難者の一時収容について協力を求める。

必要に応じて、一時収容場所の提供に関する協定を締結することにより、市が当該団体の加

盟事業者との間で協定が締結できるよう努める。 
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○ 都は、都の指定する一時滞在施設の運営が円滑に行われるよう、「一時滞在施設の確保及

び運営のガイドライン」を踏まえ、マニュアルを作成する。 

○  都と国は、運営に係る費用について、国庫補填の対象となる災害救助法の適用可能性や費

用負担の考え方を整理する。 

○  民間施設の協力を得るために、国、都、市区町村は、必要な仕組みや補助等の支援策につ

いて検討し、地域の実情に応じて支援策を具体化していくものとする。 

○ 東京都帰宅困難対策実施計画に基づく対策を推進する。 

 

 ３ 事業者・学校等 

【本部管理部 本部管理班、災対市民部 帰宅困難者対策班、災対教育部 避難所班、災対

都市整備部 帰宅困難者対策班、災対教育部 帰宅困難者対策班】 

○ 事業者や学校等は、市や都の要請に応じて、管理する施設を一時滞在施設として提供する

ことを検討し、受入可能な場合は、市と協定を締結する。 

○  事業者団体は、加盟事業者に対して、それぞれが管理する施設を一時滞在施設として提供 

することについて協力依頼を行う。 

第４節 帰宅支援体制の整備 

【本部管理部 本部管理班】

 ■ 一斉帰宅抑制の実施後、自宅まで帰宅可能な距離にある帰宅困難者は原則として徒歩で帰

宅するよう促す。

 ■ 首都直下地震等の災害時には、発災後３日を経過しても公共交通機関が復旧しない可能性

がある。

 ■ 徒歩帰宅者が発生した場合の帰宅支援体制を整備する。

 第１ 災害時帰宅支援ステーション等による支援 

 １ 市 

○  徒歩帰宅者が安全・円滑に帰宅できるよう、都が指定した井の頭通り・五日市街道などの

徒歩帰宅支援対象道路と結ぶ市内の幹線道路沿いに、コミュニティセンター（災害時地域支

え合いステーション）等の公共施設や事業所等を活用した帰宅支援施設を配置し、水・食料、

トイレ、休憩の場の確保や情報提供などを行う体制を整備する。 

○ 市は、市内の事業者と協定を締結し、災害時帰宅支援ステーションの確保に努める。また、

市は、帰宅支援道路等の沿道において帰宅支援を行う体制を整備する。 

基本方針 
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 ２ 都 

○ 都では、帰宅経路上の徒歩帰宅者を支援する施設として「災害時帰宅支援ステーション」

を指定している。

【災害時帰宅支援ステーション】

災害時帰宅支援ステーションとは、帰宅経路上の徒歩帰宅者を支援する施設であり、指定

する施設は、学校等の公共施設や、沿道に多数の店舗があるコンビニエンスストア、ファミ

リーレストラン、ガソリンスタンド等の民間施設である。店舗には、協定先の地方公共団体

から提供をうけるステッカー等を利用者から見やすい入口等に掲出している。

 災害時帰宅支援ステーションが徒歩帰宅者に対して行う主な支援内容は、飲料水及びトイ

レの提供、地図等による道路情報及びラジオ等で知り得た通行可能な道路等の情報提供等で

ある。

※店舗の被害状況により、実施できない場合もある。

○ 全都立学校（島しょを除く。）を災害時帰宅支援ステーションに指定し、指定された都立学

校への連絡手段を確保する。

○ 沿道の民間施設等と協定を締結して新たな災害時帰宅支援ステーションとして位置付ける

ことを検討する。

○ 災害時帰宅支援ステーションにおける帰宅支援が円滑に行われるよう運営のガイドライン

を作成する。

○ 災害時帰宅支援ステーションを確保するため、九都県市と連携し、新たな事業者と協定を

締結する。

 第２ 徒歩帰宅訓練の実施 

○ 市、通信・交通事業者、事業者、学校等は、連携して徒歩帰宅訓練等を実施し、災害時帰

宅支援ステーションの開設、武蔵野郵便局内の休憩所の提供や企業等の帰宅ルールの検証な

ど、徒歩帰宅支援の充実を図る。

○ 徒歩帰宅訓練は、参加者が実際に徒歩帰宅することにより、家までの経路、途中の支援施

設などを把握し、運動靴や携帯可能な食品など、徒歩帰宅に必要な備品を認識し、備蓄等の

契機とするように行う。

○ 徒歩帰宅訓練によって、発災直後に、徒歩帰宅することを推奨しているという印象を参加

者などに与えないよう「むやみに移動を開始しないこと」の周知や発災後４日目以降という

想定で訓練を実施する。
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第５節 帰宅困難者の子ども（園児・児童・生徒）等の保護 

【災対子ども家庭部 避難所班、災対教育部 避難所班】

 ■ 帰宅困難者の一斉帰宅抑制により、子ども等を引き取れない保護者が発生することが予想

される。保護者の一斉帰宅を抑制するため、保育園や学校、学童クラブ等における保護施

設としての役割を強化する。

○ 帰宅困難者対策が一斉帰宅を抑制する方向へ移行するため、これまで以上に子ども等を引

き取ることができない保護者が増えることが予想される。それに伴い、地元に残された子ど

も等を一時保護する必要性が高まるものと考えられる。保育園、学童クラブ及び学校等は子

ども等を確実に保護者に引き渡すための体制を整える必要がある。

 第１ 帰宅困難者の子どもの保護マニュアルの整備 

○ 保育園、学童クラブ及び学校等における児童・生徒等の引き渡しに至る対応と避難者対応

を両立するマニュアルの整備をする。

 第２ 緊急連絡体制の確保 

○ 市からの情報提供ネットワークを強化するため、保護者へのむさしの防災・安全メール、

学校緊急メールの普及を図る。

○ 保育園、学童クラブ及び学校等は、保護者の携帯電話や職場の電話番号だけでなく、携帯

メールアドレスなど複数の連絡先の確保や、メーリングリストを作成する等、迅速な緊急連

絡体制の確保が必要である。また、親族や近隣住民など、保護者以外に安全に児童・生徒を

引き渡しすることが可能なリストを事前に作成することが必要である。 

 

 第３ 備蓄の推進 

○ 園児・児童・生徒等を保護するための職員体制と備蓄が必要である。そのために、必要な

水、食料、毛布、簡易トイレ等をあらかじめ備蓄しておく必要がある。加えて、保育園等乳

児を預かる施設においては、粉ミルクや紙おむつなどを備蓄しておく必要がある。

基本方針 
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応急対策 

項 目 

実施担当 

市担当 
関係機関等 

非常配備態勢 

第１節 駅周辺での混乱防止対策 

本部管理部 本部管理班 

災対市民部 帰宅困難者対策班 

災対都市整備部 帰宅困難者対策班 

災対教育部 帰宅困難者対策班 

都 

吉祥寺駅周辺混乱防止対策協議会 

武蔵野警察署 

武蔵野消防署 

鉄道事業者 

通信事業者 

施設管理者 

第２節 帰宅困難者の子ども（園児・

児童・生徒）等の保護 

災対市民部 帰宅困難者対策班 

災対教育部 避難所班 

災対子ども家庭部 避難所班 

災対都市整備部 帰宅困難者対策班 

災対教育部 帰宅困難者対策班 

学校 

保育園・幼稚園等 

第３節 事業所等における帰宅困難

者対策 

本部管理部 本部管理班 

災対市民部 帰宅困難者対策班 

災対子ども家庭部 避難所班 

災対教育部 避難所班 

災対都市整備部 帰宅困難者対策班 

災対教育部 帰宅困難者対策班 

事業所 

武蔵野商工会議所 

○ 想定される帰宅困難者の行動と必要とされる主な対策 

 

発災      2～3 時間       24 時間       72 時間 

初動態勢の確立期 即時対応期 復旧対応期 
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○ターミナル駅周辺や繁華街等で滞留 

○安全な場所を求めて移動 

○一時的に落ち着ける場所にとどまる 

○被害状況の確認、安否の確認 

○情報の入手、備蓄物資の調達 

○徒歩帰宅 

○駅構内等での情報提供（滞留者の誘導） 

○一時滞在施設の開設 

○災害用伝言ダイヤル等の運用開始 

○災害情報提供システム等による情報提供 

○徒歩帰宅支援 

○代替輸送の確保 

○備蓄物資の提供 
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第１節 駅周辺での混乱防止 

【本部管理部 本部管理班、災対市民部 帰宅困難者対策班、災対都市整備部 帰宅困難者

対策班、災対教育部 帰宅困難者対策班、都、吉祥寺駅周辺混乱防止対策協議会、武蔵野

警察署、武蔵野消防署、鉄道事業者、通信事業者、施設管理者】

 第１ 各機関、団体の役割 

 １ 市 

○ 初動要員（帰宅困難者対策担当）は、市内各駅周辺の情報収集及び連絡活動を行い、さら

に警察等と連携し、駅周辺の混乱を防止する。 

○  帰宅困難者対策班は、情報収集及び連絡活動のほかに、一時滞在施設の被害状況確認及び

開設依頼と防災備蓄倉庫からの物資供給を行う。 

○ 一時滞在施設として利用できる公共施設を開設する。 

○ 緊急速報メール及びむさしの防災・安全メール、ツイッター、フェイスブック、LINE、市

ホームページ等を活用し、帰宅困難者へ情報を提供する。 

○ 吉祥寺ルールに基づき、吉祥寺駅周辺混乱防止対策協議会と連携して、駅周辺の混乱を防

止する。 

○ 武蔵野市安全パトロール隊（ブルーキャップ）は警察等と連携し、吉祥寺駅周辺の混乱防止

及び帰宅困難者の対応を行う。 

 

 ２ 吉祥寺駅周辺混乱防止対策協議会 

○ 吉祥寺駅周辺混乱防止対策協議会は、発災後速やかに活動の拠点となる現地対策本部を立

ち上げ、災害対策本部へ連絡する。 

○ 協議会は、商店会等と協力し、地域防災活動に必要な駅周辺施設、商業施設、道路の被災

状況などの情報を収集し、災害対策本部へ報告する。 

○ 状況に応じ、駅周辺滞留者、帰宅困難者を一時滞在施設等へ安全に誘導し、混乱が収まる

まで待機を促す。 

○ 駅周辺滞留者、帰宅困難者、民間事業者等に対し、株式会社エフエムむさしの、株式会社

ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局等で情報提供を行う。また、情報提供手段として、サンロ

ード、ダイヤ街、平和通り等の商店会の緊急放送設備や電光掲示板、吉祥寺駅の南北通路に

開設予定の情報ステーションも活用する。 

 ３ 武蔵野警察署 

○ 武蔵野警察署は、駅周辺の混乱防止対策に係る指導助言を行うほか、駅周辺の滞留者等の

避難誘導、治安維持のため警備及び緊急交通路確保のための交通規制にあたる。 

○ 災害発生時は駅周辺の状況について、市へ情報提供する。 
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 ４ 武蔵野消防署 

○ 武蔵野消防署は、吉祥寺駅周辺混乱防止対策協議会に参画し駅周辺の混乱防止対策に係る

指導助言を行う。 

○ 武蔵野消防署は、大規模集客施設及び駅等の事業者に、事業所防災計画の作成について、

利用者の保護に係る計画を作成し、事業所防災計画に反映させるよう指導する。 

○ 災害発生時は、駅周辺の災害状況の情報を市へ提供する。 

 ５ 鉄道事業者 

○ 駅周辺事業者等の協力を得て、構内放送や駅周辺地図の配布等により、駅から誘導場所ま

での人の流れをつくるとともに、列車の運行状況や代替輸送などの情報を、大型ビジョンや

掲示板等により提供する。 

 

 ６ 都 

○ 帰宅困難者に対し、市や報道機関等と連携して、情報提供を行う。 

 

 ７ 通信事業者 

○ 事業者及び帰宅困難者に対し、情報提供を行う。 

○ 災害用伝言ダイヤル、災害伝言板等の利用を呼びかける。

 ８ 事業者等 

○ 施設の安全性の確認

事業者は、利用者及び自らが管理する施設の安全を確認する。

○ 施設の周囲の安全の確認

市及び国や都の一斉帰宅抑制の呼びかけ等を受け、行政機関や関係機関から提供される災

害関連情報等により、火災の状況等、周辺の安全を確認する。

○ 利用者の保護

安全を確認できた場合、利用者を施設内の安全な場所で保護する。なお、各施設管理者に

よる自発的な対応を妨げるものではない。

○ 一時滞在施設への誘導等

＜事業者等による案内又は誘導＞

保護した利用者については、市や関係機関との連携の下、事業者や駅前滞留者対策協議

会等が一時滞在施設へ案内又は誘導することを原則とする。

＜一時滞在施設への案内又は誘導が困難な場合＞

災害発生時、一時滞在施設への案内又は誘導が困難な場合において、各事業者は市や関

係機関と連携し、施設の特性や状況に応じ可能な限り待機中の施設又は隣接施設の協力を

得て、当該施設が帰宅が可能になるまでの間、一時的に受け入れる一時滞在施設となるこ

とも想定する。

さらに、利用者を保護した施設が一時滞在施設となる場合は、施設の安全性や確保可能

なスペース等を勘案し、外部の帰宅困難者等の受け入れについても検討する。



第７章 帰宅困難者対策 

【応急対策】第１節 駅周辺での混乱防止 

  震-358   

震
災
編 

第
３
部 

第
７
章 

○ 建物や周辺が安全でないために、施設内保護ができない場合の対応

市や関係機関との連携の下、事業者が一時滞在施設等へ利用者を案内又は誘導することを

原則とする。

○ 要配慮者への配慮

利用者保護に当たって、事業者は、市や関係機関とも連携し、あらかじめ定めた手順等に

基づき、要配慮者に配慮する。

○ 利用者に対する情報提供

事業者は、災害関連情報や公共交通機関の運行情報等を行政機関や関係機関から入手し、

施設内で待機している利用者に情報提供する。

例えば、施設に備わる電子掲示板や放送設備を活用するなど、施設の特性や状況に応じて

多様な手段を用いることにより情報提供を行う。

 

 第２ 一時滞在施設の開設、帰宅困難者の受入 

○ 施設管理者は、発災時の国や都の一斉帰宅抑制の呼びかけ、あるいは市からの要請等によ

り、当該施設の待機場所や施設入口などの安全確認及び行政機関や関係機関から提供される

災害関連情報等による周辺状況を確認の上、一時滞在施設を開設する。なお、施設管理者に

よる自主的な判断による開設も妨げない。 

○  開設後、施設管理者は市へ一時滞在施設の開設を報告する。 

 ○ 市は、一時滞在施設の開設状況等の情報を武蔵野警察署及び武蔵野消防署に連絡する。
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一時滞在施設運営のフロー図

６
時
間
後
ま
で

混乱収
拾以降
(ex.発災
４日目
以降）

建物の耐震性や周辺の被害状況を勘案し、管管
理者が判断

一時滞在施設 都県、国、等

施設管理者が施設が
安全と判断

施設管理者が施設が
安全でないと判断

施設管理者は、受入れた帰宅困難者の帰宅を開
始させる

施設管理者が施設の安全確認

都、区市町村による開設の要請

施設管理者が一時滞
在施設を開放、帰宅
困難者の受入を開始

○受入人数・日数の決
定
○施設への誘導
○待機場所の指定
○備蓄品の配布
○災害関連情報の提供
○災害時要援護者へ
の対応 等

帰宅

地元区市町村
災害対策本部

災害関連情報及び徒歩
帰宅支援等に関する情
報等を提供

帰宅開始に係る参考情報の収集、帰宅困難者へ
の提供

地元区市町村へ、一時滞在
施設の開設状況を報告

企業、買物客等

区市町村から一時滞在
施設の開放状況を提供

移動

国 関係機関

連携

都、区市町村
災害対策本部

施設管理者があらかじめ運営計画等を策定平常時

国 関係機関

連携

都災害対策本部

発災

都や国の対策等の情報の流れ

一時滞在施設開設等の情報の流れ

災害関連情報については、都、国、区市町村、関係機関から、メディア等を通じて、随時行う。

都のＨＰでも提供

施設管理者が一時滞
在施設の開放を断念

12
時
間
後
ま
で

１日後

３日後

帰宅困難者も含めた施設の運営（共助）

【図表３―７－１ 一時滞在施設運営のフロー】 

市 

都 

市 

市 

市区 

市区 

都 

市 

市区 

市や都の対策等の情報の流れ 



第７章 帰宅困難者対策 

【応急対策】第２節 帰宅困難者の子ども（園児・児童・生徒）等の保護 

  震-360   

震
災
編 

第
３
部 

第
７
章 

【図表３－７－２ 一時滞在施設の運営の流れ】 

○ 発災直後から一時滞在施設開設まで（発災直後から概ね６時間後まで） 

・ 建物内の被害状況の把握や施設の安全性の確認 

・ 施設内の受入スペースや立入禁止区域の設定 

・ 感染症対策の実施 

・ 従業員等による運営組織の編成、備蓄や設備の確認などの運営準備 

・ 施設利用案内の掲示等 

（ 施設の入口や施設内の目に触れる所に下記の趣旨の文章を掲示する。） 

「共助の観点から管理者が自主的に施設を開放していること。」 

「一時滞在施設は、災害時という特殊な状況下で開設されるため、施設管理者の指

示に従うとともに、施設管理者が責任を負えない場合もあることを理解した上で、

施設内において行動すること。」 

・ 市等への一時滞在施設の開設報告 

○ 帰宅困難者の受入等（概ね 12 時間後まで） 

・ 帰宅困難者の受入開始 

・ 計画的な備蓄の配布など、水、食料等の供給 

・ し尿処理、ごみ処理のルールの確立 

・ テレビ、ラジオ、インターネット等での情報の収集及び受入者へ伝達 

・ 受入可能人数を超過した場合の市等への報告 

○ 運営体制の強化等（概ね１日後から３日後まで） 

・ 受入者も含めた施設の運営 

・ 公共交通機関の運行再開、搬送手段に関する情報など帰宅支援情報の提供 

○ 一時滞在施設の閉設（概ね４日後以降） 

・  一時滞在施設閉設の判断 

・  帰宅支援情報の提供による受入者の帰宅誘導 

・ 市等への一時滞在施設の閉設報告及び市へ施設の提供に要した経費の報告 

第２節 帰宅困難者の子ども（園児・児童・生徒）等の保護 

【災対市民部 帰宅困難者対策班、災対教育部 避難所班、災対子ども家庭部 避難所班、災

対都市整備部 帰宅困難者対策班、災対教育部 帰宅困難者対策班、学校、保育園・幼稚

園等】

 第１ 学校・保育園等の対応 

○ 学校・保育園・学童クラブ等は、園児・児童・生徒等を保護し、必要に応じて備蓄物資等

を提供する。園児・児童・生徒等の安否等について、事前に定めてある手段により、保護者

へ連絡する。加えて、帰宅困難者である保護者の状況を確認する。 

 ○ 学校・保育園・学童クラブ等は、園児・児童・生徒等を保護した場合、対応状況を市へ報

告する。

 ○ 園児・児童・生徒等の保護に際しては、安全面に十分に配慮した態勢で実施する。
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第３節 事業所等における帰宅困難者対策 

【本部管理部 本部管理班、災対市民部 帰宅困難者対策班、災対子ども家庭部 避難所班、

災対教育部 避難所班、災対都市整備部 帰宅困難者対策班、災対教育部 帰宅困難者対

策班、事業所、武蔵野商工会議所】

 第１ 事業所による従業員等の施設内待機 

○ 従業員等がチェックリストにより施設の安全を確認する。 

○ 市及び国や都の一斉帰宅抑制の呼び掛け等を受けた後は、災害関連情報等を入手ととも

に、周辺の火災状況等を確認し、従業員等を施設内又は他の安全な場所に待機させる。なお、

各企業等の自主的な判断による待機等の行動も妨げない。 

○ 来所者についても、従業員等に準じて、施設内又は他の安全な場所で待機させるようにす

る。 

 

 第２ 施設内に待機できない場合の対応 

○ 建物や周辺が安全でない場合は、事業所は、行政機関からの一時滞在施設や避難場所等の

開設情報等を基に、一時滞在施設等へ従業員等を誘導する。なお、誘導先は地域の事情によ

るものとする。 

    また、テナントビルの場合は、施設管理者の指示に従うものとする。 

 

 第３ 防災活動への参加 

○ 事業所は、事業継続のための要員を除き、可能な範囲で、被災者支援・復旧活動（特に災

害時要援護者の保護等）に努める。 

 

 第４ 情報提供体制の確保 

○ 事業所は、災害発生時に施設内待機の判断を行うとともに、待機させる従業員等に対して

災害関連情報や公共交通機関の運行情報等を提供する。 
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復旧対策 

項 目 

実施担当 

市担当 
関係機関等 

非常配備態勢 

第１節 代替輸送手段の確保 

本部管理部 本部管理班 

災対市民部 帰宅困難者対策班 

災対都市整備部 交通対策班 

災対都市整備部 帰宅困難者対策班 

災対教育部 帰宅困難者対策班 

都 

関東運輸局 

鉄道事業者 

バス事業者 

第２節 徒歩帰宅者の支援  

都 

武蔵野警察署 

武蔵野消防署 

日赤東京都支部 

日本郵便 

事業者 

災害時帰宅支援ステーション 

第１節 代替輸送手段の確保 

【本部管理部 本部管理班、災対市民部 帰宅困難者対策班、災対都市整備部 交通対策班、

災対都市整備部 帰宅困難者対策班、災対教育部 帰宅困難者対策班、都、関東運輸局、鉄道

事業者、バス事業者】

【図表３－７－３ 代替輸送手段確保のフロー】

行政機関
東京都

他の県市

関東運輸局

関東地方整備局

交通事業者

地元自治体

帰宅困難者

(要配慮者)
↓

代替交通確保

震災の発生

交通情報の提供

代替輸送手段調整誘導情報提供

帰宅困難者の搬送

交通事業者

報道機関
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 第１ 鉄道運行情報の提供 

 １ 市 

○ 市は、鉄道事業者からの情報を収集し、または都等から情報提供を受けるなどして情報を

収集・集約するとともにむさしの防災・安全メールや緊急速報メール等を活用して、市民に

提供する。 

 

 ２ 都 

○ 鉄道事業者からの情報を集約し、災害情報提供システムなどを活用して、市民に提供する。 

 

 ３ 関東運輸局 

○ 管区域の総合的な交通情報の集約・提供を行う。 

 

 ４ 鉄道事業者 

○ 折り返し運転等の実施状況、乗り継ぎが可能な路線等に係る情報を市や都に提供するとと

もに、利用者に提供する。 

 

 ５ バス事業者 

○ バス事業者は、運行状況、鉄道に乗り継ぎが可能な路線等に係る情報を市や都、報道機関

に提供する。 

 

 第２ 代替輸送手段の確保 

 １ 市及び都 

○ 市は、都や交通事業者などからの情報により、徒歩帰宅者を利用可能な交通機関や代替輸

送などに誘導して、帰宅を支援する。 

○ 都は、バスによる代替輸送手段を確保する。 

 

 ２ 関東運輸局 

○ 交通の認可を速やかに行う。 

 

 ３ バス事業者 

○ バス事業者は、運行状況、鉄道に乗り継ぎが可能な路線等に係る情報を都や報道機関に提

供するとともに、行政機関と連携して、バス等による代替輸送手段を確保する。 
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第２節 徒歩帰宅者の支援 

【都、武蔵野警察署、武蔵野消防署、日赤東京都支部、日本郵便、事業者、災害時帰宅支援

ステーション】

○ 一斉帰宅抑制の実施後、自宅まで帰宅可能な距離にある帰宅困難者は原則として徒歩で帰

宅するよう促す。 

○ 首都直下地震等の災害時には、発災後３日を経過しても公共交通機関が復旧しない可能性

がある。 

○ 徒歩帰宅者が発生した場合の帰宅支援体制を実施する。 

 

【図表３－７－４ 徒歩帰宅支援のフロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１ 徒歩帰宅者への支援 

 １ 市 

〇 市は、帰宅徒歩訓練の実施等を踏まえて、事業者と連携し、徒歩帰宅者への情報提供、

誘導など円滑な徒歩帰宅支援を行う。 

 ２ 都 

〇 都は、帰宅支援対象道路として指定した 16 路線を中心に、通行可能区間などの安全情報、

沿道の火災・建物倒壊などの危険情報を収集し、報道機関や帰宅困難者対策ポータルサイ

ト等を通じて事業者や都民等に提供する。 

（資料第 22（帰宅支援の対象道路（16 路線））） 

 

 

 

施設内待機者 

災害時帰宅支援 

ステーション 市区町村 

武蔵野警察署 日赤東京都支部 

事業者・学校等 
交通機関 

都 
順次帰宅 

情報 

提供 情報提供 
帰宅指示 

支援・誘導 

救出・救助活動が落ち着いた発災後おおむね４日目から、順次帰宅開始 
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【災害時帰宅支援ステーション】 

指定されている施設は、学校等の公共施設や、沿道に多数の店舗があるコンビニエンススト

ア、ファミリーレストラン、ガソリンスタンド等の民間施設である。店舗には、協定先の地方

公共団体から提供を受けるステッカー等を利用者から見やすい入口等に掲出している。 

 災害時帰宅支援ステーションが徒歩帰宅者に対して行う主な支援内容は、飲料水及びトイレ

の提供、地図等による道路情報及びラジオ等で知り得た通行可能な道路等の情報提供等であ

る。 

※店舗の被害状況により、実施できない場合もある。 

 

 ３ 武蔵野警察署 

○ 交通規制資器材を活用した誘導の確保等を行うとともに、被害状況等徒歩帰宅に必要と認

める情報の提供を帰宅困難者や市等に行う。 

 

 ４ 武蔵野消防署 

○ 火災情報、危険箇所等を市等に情報提供する。 

 

 ５ 日赤東京都支部 

○ 赤十字エイドステーション（帰宅困難者支援所）を設置し、炊出食、飲料水の配布、応急

手当、交通情報、地理情報、通過者情報等の提供を行う。 

 

 ６ 武蔵野郵便局 

○ 郵便局において、情報提供、休憩所として水道水、トイレ等の提供を行う。 

 

 ７ 事業者・学校等 

○ 事業者・学校等は、帰宅経路沿いの被害状況などの情報や、行政及び関係機関（テナント

ビルの場合は、施設管理者を含む。）から提供される災害関連情報等により、従業員等が安

全に帰宅できることを確認し、企業内で定めた帰宅の優先順位等あらかじめ定めた手順によ

り従業員等の帰宅を開始する。その際、職場近隣在住者については自宅までの帰路の安全が

確認された人等から順に段階的に帰宅させることも検討する。

○ 事業者・学校等において、災害時帰宅支援ステーションに指定されている施設は、徒歩帰

宅者を支援する。 
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第８章 避難者対策 

本章における対策の基本的考え方 

  

第３部 施策ごとの具体的計画（予防・応急・復旧計画） 
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対策の全体像 

 

23 11 30

25
26

30 12

 

課題 対策の方向性 到達目標 

現在の到達状況 
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避難体制の整備（避難行動要

支援者対策を含む） 
 避難誘導 

 

避難所・避難場所等の指定・安

全化 
 避難所等の開設・運営 

 

避難所等の管理運営体制の整

備 
 災害時におけるペット対策 

 

車中泊 車中泊 

被災者の他地区への移送 

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 地震後の行動（復旧対策） 

具体的な取組 
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予防対策 

項 目 実施担当 

 市担当 関係機関等 

第１節 避難体制の整備（避難行動要支援者 

対策を含む） 

本部管理部 本部管理班 

災対健康福祉部 避難行動要支援者

対策班 

都福祉保健局 

武蔵野消防署 

第２節 避難所・避難場所等の指定・安全化 

本部管理部 本部管理班 

災対市民部 庶務班 

災対市民部 支え合いステーション班 

災対健康福祉部 避難行動要支援者

対策班 

災対教育部 避難所班 

都建設局 

第３節 避難所等の管理運営体制の整備 

本部管理部 本部管理班 

災対市民部 コールセンター班 

災対環境部 防疫・動物班 

災対子ども家庭部 避難所班 

災対教育部 避難所班 

都建設局 

第４節 車中泊 本部管理部 本部管理班  

第１節 避難体制の整備（避難行動要支援者対策を含む） 

第１ 的確な避難行動の周知 

第２ 避難行動要支援者名簿の作成 

１ 避難行動要支援者名簿の作成 

基本方針 
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【図表３－８－１ 避難行動要支援者等の定義】 

(1) 避難行動要支援者の範囲 

【図表３－８－２ 避難行動要支援者の範囲】 

未同意の避難行動要支援者 

災害時要援護者 
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(2) 避難行動要支援者名簿の更新 

(3) 避難行動要支援者名簿の記載事項 

(4) 避難行動要支援者名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

２ 名簿情報の提供 

(1) 避難支援等関係者に対する名簿情報の事前提供 
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(2) 避難支援等関係者に対する災害時の名簿情報の提供 

(3) 名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するための措置 

第３ 個別避難計画の作成 

地域防災計画において定める必須事項 
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第４ 避難行動要支援者の支援体制の構築 

１ 避難行動要支援者名簿を活用した避難支援体制の整備 

(1) 災害時要援護者の安否確認体制の強化 

(2) 未同意の避難行動要支援者の安否確認体制の構築 

基本方針 
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(3) 避難行動要支援者の避難支援体制の構築 

(4) 避難支援等関係者の安全確保 

(5) 事業者等による生活状況把握及び生活支援の仕組みづくり 

(6) 自宅生活継続の仕組みづくり 
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２ 情報伝達体制の整備 

(1) 情報伝達体制の強化 

(2) 緊急通報システムの活用 

３ 防災訓練の充実 
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第２節 避難所・避難場所等の指定・安全化 

【避難者数の算出方法】 

第１ 避難所等の指定 

１ 一時集合場所・避難所の指定 

(1) 一時集合場所 

基本方針 
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(2) 避難所 

【図表３－８－３ 一時集合場所・避難所一覧】
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【図表３－８―４ 避難所運営組織と活動避難所】

避難所運営組織 活動避難所

２ 広域避難場所の指定 

【図表３－８－５  広域避難場所】 
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３ 地区災害時待避所の活用 

４ 福祉避難所の指定 

【図表３－８－６  福祉避難所一覧（令和４年４月１日現在）】 
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５ 災害時地域支え合いステーションの指定 

【図表３－８－７  コミュニティセンター一覧】 
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６ 避難所ごとに対象となる居住地域（区割り） 

【図表３－８－８  避難所対象居住地域】 
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第２ おもいやりルームの確保と福祉避難所の運用方法等の整備 

１ おもいやりルームの確保 

２ 福祉避難所の指定 

 

基本方針 
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３ 福祉避難所の運用方法等の整備 

(1) 福祉避難所連絡会議の推進 

(2) 福祉避難所運用マニュアル（ガイドライン）の作成 

(3) 人材の確保 

(4) 備蓄の推進 

(5) 介護用品取扱い業者との協定 

４ 避難者の振り分け基準「要配慮者トリアージ」の検討 
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【図表３－８－９ 「要配慮者トリアージ」のカテゴリーイメージ】 

【図表３－８－10 「要配慮者トリアージ」による振り分けイメージ】 

　　

要配慮者トリアージ　フローチャート案

『はい』

『いいえ』

A.感染症

B.外傷等

（見た目）該当
・

（聞き取り）いいえ

（見た目）非該当
・

（聞き取り）はい

•寝たきり
•車いす・担架搬送

見た目

判断

• 「自分でトイレ、食事、
移動ができますか？」

聞き取り

判断

要配慮者トリアージ

振り分け先

•高齢者 ・子連れ

•妊産婦 ・子どものみ

•障害者 ・外国人 等

見た目

判断

• 「体育館で集団生活が
できますか？」

聞き取り

判断
（見た目）非該当

・

（聞き取り）はい

『いいえ』

『はい』

（見た目）該当
・

（聞き取り）いいえ

※一度振り分けられた後でも、

必要に応じて、 再度トリアージが実施される

緊急を要する医療（外傷・感染症等）
・介護・保護（障害・妊産婦等）等の

特別な配慮が必要ですか？

『はい』 『いいえ』

要配慮者
トリアージ受付

校舎前へ

一般避難所

体育館へ
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避難支援連携シート ＜発災（ステージ１）～在宅（ステージ３）へ＞

①訪問看護　②訪問介護　③訪問リハビリ　④訪問入浴　⑤通所リハビリ　⑥通所介護　⑦居宅療養管理指導　⑧配食 ⑨生活支援ヘルパー ⑩自費ヘルパー

６ １２ １８ ２４０ ３ ９ １５ ２１

【図表３－８－11 「要配慮者トリアージ」のアセスメントシートイメージ】 

５ 学校改築時の避難所機能確保について 
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第３節 避難所等の管理運営体制の整備 

基本方針 
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第１ 女性の視点や子育てニーズ等に配慮した避難者対策の推進 

１ 避難所運営に関する女性の視点 

基本方針 
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２ 避難所運営の手引きの充実・改訂 

３ 応急保育・育成・教育体制の推進 

(1) 応急保育体制 
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【図表３－８－12 保育園型福祉避難所一覧】 

(2) 応急育成体制 

(3) 応急教育体制 
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第２ 感染症対策に配慮した避難所運営 

第３ 災害時におけるペット対策 

１ 市におけるペット対策の検討経緯 

基本方針 
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２ 飼い主の責務 

(1) しつけ・身元表示等 

(2) 備蓄等 

(3) その他 

３ 避難所等における適正なペットの受入体制の整備 
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４ ペット同行避難マニュアル（仮称）の周知徹底 

５ 動物の保護 

第４節 車中泊 

第１ 都における震災時の車中泊に係る基本的考え方 

第２ 車中泊者発生抑制に向けた取組 
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第３ 避難所における車中泊者発生抑制に向けた方針 
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応急対策 

項 目 

実施担当 

市担当 
関係機関等 

非常配備態勢 

第１節 避難誘導 

本部管理部 本部管理班 

災対健康福祉部 避難行動要支援者

対策班 

都 

武蔵野警察署 

武蔵野消防署 

武蔵野市消防団 

第２節 避難所等の開設・運営 

本部管理部 庶務班 

災対財務部 管財施設班 

災対健康福祉部 避難行動要支援者

対策班 

災対子ども家庭部 避難所班 

災対教育部 避難所班 

災対市民部 コールセンター班 

災対市民部 支え合いステーション班 

施設管理者 

教職員 

小中学校校長会・副校長会 

小中学校 PTA連絡協議会 

武蔵野市青少年問題協議会 

避難所運営組織 

ボランティア 

第３節 車中泊 本部管理部 本部管理班  

第４節 災害時におけるペット対策 

災対子ども家庭部 避難所班 

災対教育部 避難所班 

災対環境部 防疫・動物班 

避難所運営組織 

ボランティア 

第５節 被災者の他地区への移送 本部管理部 本部管理班  

第１節 避難誘導 

第１ 避難体制 

１ 避難指示等 
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【図表３－８－13 避難指示等】

【図表３－８－14 警戒レベル一覧】 

住民 

武
蔵
野
市 

高齢者等避難 

災害時要援護者等の避難行動に時間を

要する者が避難行動を開始しなければ

ならない段階 

避難指示 

通常の避難行動ができる者が避難行動

を開始しなければならない段階 

緊急安全確保 

人的被害の発生する危険性が非常に高

いと判断された状況 

災害時 

要援護者 

  

都 報告 
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２ 避難誘導 
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３ 避難方式 

(1) 地震時の避難システム 

【図表３－８－15 避難のフロー】 

(2) 避難方法 

発災 

 
自宅が 

倒壊・火災の危険 

あり 

なし 

 
 

自宅待機 

一時集合場所 

一時集合場所に 
危険がある場合 

広域避難場所 

他の 
一時集合場所 

避難所（小・中・高校の体育館等） 

仮設住宅 

大規模火災等 

公園・ 
防災広場 

など 

避難継続 

防災協定 
農地 
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第２ 避難行動要支援者への支援 

１ 市の態勢 

(1) 避難支援等関係者への避難行動要支援者名簿の提供 

(2) 多様な手段による情報伝達 

(3) 避難行動要支援者情報の集約 

２ 災害時要援護者の安否確認の実施 
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【図表３－８－16 災害時要援護者安否情報確認の流れ】 

３ 未同意の避難行動要支援者の安否確認の実施 



第８章 避難者対策 

【応急対策】第１節 避難誘導 

震
災
編 

第
３
部 

第
８
章 

４ 避難行動要支援者の避難支援の実施 

５ 事業者による状況確認及び生活支援 

６ 自宅生活継続のための支援 

第３ 「要配慮者トリアージ」の実施 
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【図表３－８－17 「要配慮者トリアージ」のカテゴリーイメージ】 

 

福祉避難所

避難所

障害者施設 保育施設高齢者施設

専門的なケアが必要

専門的なケアは必要ないが、

見守りなど配慮が必要

おもいやりルーム（福祉避難室）

避難者生活スペース（体育館など）

配慮者トリアージによる振り分け

要配慮者トリアージによる振り分け
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【図表３－８－18 「要配慮者トリアージ」による振り分けイメージ】 

　　

要配慮者トリアージ　フローチャート案

『はい』

『いいえ』

A.感染症

B.外傷等

（見た目）該当
・

（聞き取り）いいえ

（見た目）非該当
・

（聞き取り）はい

•寝たきり
•車いす・担架搬送

見た目

判断

• 「自分でトイレ、食事、
移動ができますか？」

聞き取り

判断

要配慮者トリアージ

振り分け先

•高齢者 ・子連れ

•妊産婦 ・子どものみ

•障害者 ・外国人 等

見た目

判断

• 「体育館で集団生活が
できますか？」

聞き取り

判断
（見た目）非該当

・

（聞き取り）はい

『いいえ』

『はい』

（見た目）該当
・

（聞き取り）いいえ

※一度振り分けられた後でも、

必要に応じて、 再度トリアージが実施される

緊急を要する医療（外傷・感染症等）
・介護・保護（障害・妊産婦等）等の

特別な配慮が必要ですか？

『はい』 『いいえ』

要配慮者
トリアージ受付

校舎前へ

一般避難所

体育館へ
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自宅は大丈夫ですか？

はい
自宅で生活をおくる
・生活必要品等を避難所な
どへ取りに行く

一人暮らしですか？

いいえ
※チェックシート（在宅
用）活用

食事やトイレはご自分で
できますか？

親族等と一緒に避難してもら
う

体育館での共同生活は大丈
夫そうだ

看護師やヘルパーが必要そ
うだ

　　　避難所へ
（何らかの理由により
自宅での生活が困難な
方）

避難所「おもいやりルー
ム」へ
（避難所（共同生活）で
の生活になじまない方
妊産婦・高齢者・障がい
者など）

      福祉避難所へ
（おもいやりりルーム等で対
応できない方、専門的処置が
必要な方）

共同生活をおくるのには、
本人も周囲も大変そうだ

避難者同士では、介助しきれない

避難所の管理者に連絡
ケアチーム派遣を検討する 受入先、搬送方法等確認
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避難支援連携シート ＜発災（ステージ１）～在宅（ステージ３）へ＞

①訪問看護　②訪問介護　③訪問リハビリ　④訪問入浴　⑤通所リハビリ　⑥通所介護　⑦居宅療養管理指導　⑧配食 ⑨生活支援ヘルパー ⑩自費ヘルパー

６ １２ １８ ２４０ ３ ９ １５ ２１

日時

【図表３－８－19 「要配慮者トリアージ」のアセスメントシートイメージ】 
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第２節 避難所等の開設・運営 

PTA

 

第１ 避難所の開設 

１ 避難所の開設の指示 

  

２ 避難所の開設 
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３ 避難所の開設期間 

 

４ 福祉避難所の開設・運営 

５ 災害時地域支え合いステーションの開設 
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第２ 避難所の管理・運営等 

１ 避難所の管理・運営 

２ 避難所の活動態勢 
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(1) 市及び避難所運営組織の対応 

(2) 学校の対応 

(3) 避難所における犯罪の抑止 

第３ 女性の視点や子育てニーズに配慮した避難者対策 
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第４ 応急保育体制及び応急教育体制 

１ 応急保育体制 

(1) 災害時の態勢 

(2) 応急保育の態勢 

(3) 保育所保育料の減免 

２ 応急育成体制 

(1) 災害時の態勢 
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(2) 応急育成の態勢 

(3) 学童クラブ育成料の減免 

３ 応急教育体制 

(1) 応急教育の実施＜学校長の役割＞ 

(2) 災害復旧時の対応 
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(3) 学用品の調達及び給与（支給） 
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(4) 授業料等の免除 

(5) 私立学校への助言、指導 

第５ おもいやりルーム・福祉避難所の開設 

１ 避難所等におけるおもいやりルームの設置 

２ 福祉避難所の開設・運営 
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第３節 車中泊 

第４節 災害時におけるペット対策 

第１ 避難所における動物の適正な飼養 
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第２ 被災動物の保護 
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【図表３－８－20 動物救護の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 被災者の他地区への移送 

第１ 市の対応 

武
蔵
野
市 
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第２ 都の対応 

【図表３－８－21 広域避難の調整フロー】 
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【本章における対策の基本的考え方】 
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第９章 物流・備蓄・輸送対策の推進 

本章における対策の基本的考え方 

第３部 施策ごとの具体的計画（予防・応急・復旧計画） 
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対策の全体像 

 

 

課題 

現在の到達状況 

対策の方向性 到達目標 
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食料及び生活必需品等の確保  備蓄物資の供給  多様なニーズへの対応 

義援物資の取扱い 炊き出し

飲料水等の供給  飲料水等の供給  水の安全確保 

生活用水の確保

備蓄倉庫の整備  調達による物資の確保 

輸送体制の整備 

 
 国・他道府県等からの支援物資

の受入れ・配分 
 物資の輸送 

 

輸送車両等の確保  輸送車両の確保 

燃料の確保  車両燃料の確保 

具体的な取組 

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 地震後の行動（復旧対策） 
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予防対策 

項 目 
実施担当 

市担当 関係機関等 

第１節 食料及び生活必需品等の確保 

本部管理部 本部管理班 

災対市民部 物資管理搬送班 

災対市民部 支え合いステーション班 

災対環境部 物資管理搬送班 

災対健康福祉部 避難行動要支援者対

策班 

災対子ども家庭部 避難所班 

災対教育部 避難所班 

監査委員事務局 物資管理搬送班 

 

第２節 飲料水等の供給 

本部管理部 本部管理班 

災対水道部 復旧班 

災対市民部 災害ボランティアセンター班 

 

第３節 備蓄倉庫の整備 

本部管理部 本部管理班 

災対財務部 管財施設班 

災対市民部 物資管理搬送班 

災対環境部 物資管理搬送班 

災対教育部 庶務班 

監査委員事務局 物資管理搬送班 

 

第４節 輸送体制の整備 

本部管理部 本部管理班 

災対財務部 管財施設班 

災対市民部 物資管理搬送班 

災対環境部 物資管理搬送班 

監査委員事務局 物資管理搬送班 

 

第５節 輸送車両等の確保 災対財務部 管財施設班  

第６節 燃料の確保 災対財務部 管財施設班  
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【予防対策】第１節 食料及び生活必需品等の確保 

震
災
編 

第
３
部 

第
９
章 

第１節 食料及び生活必需品等の確保 

第１ 食料・生活必需品などの備蓄及び物資供給体制の強化 

 

 

１ 多様な被災者及び避難所ニーズに対応した物資供給体制の強化 

(１) 備蓄計画 

基本方針 
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【予防対策】第１節 食料及び生活必需品等の確保 

震
災
編 

第
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部 

第
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(２) 備蓄対象とする物品  

 

２ 被災者への物資の配付態勢の整備 

(１) 配付対象 
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【予防対策】第１節 食料及び生活必需品等の確保 

震
災
編 

第
３
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第
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(２) 配付を実施する場所 

【図表３－９－１ 避難所一覧】 

 

【図表３－９－２ 災害時地域支え合いステーション一覧】 
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【予防対策】第１節 食料及び生活必需品等の確保 

震
災
編 

第
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部 

第
９
章 

(３) 要配慮者などへの物資の配付 

(４) 物資の配付に関する広報態勢 

           【図表３－９－３ 使用する広報手段例】 

 

３ 物資調達手段の多重化 



第９章 物流・備蓄・輸送対策の推進 

【予防対策】第１節 食料及び生活必需品等の確保 

震
災
編 

第
３
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第
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(１) 流通備蓄態勢の整備 

 

(２) 協定締結先への物資の調達要請 

【図表３－９－４ 物資支援に関する協定締結先】 



第９章 物流・備蓄・輸送対策の推進 

【予防対策】第２節 飲料水等の供給 

震
災
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第
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第
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(３) 訓練の実施 

第２節 飲料水等の供給 

第１ 応急給水態勢の整備とその目標水準 

１ 応急給水方法 

(１) 応急給水の方法 

基本方針 



第９章 物流・備蓄・輸送対策の推進 

【予防対策】第２節 飲料水等の供給 
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災
編 

第
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部 

第
９
章 

 

(２) 飲料水の衛生対策 

 

２ 目標水準 

 

【図表３－９－５ 地震発生後の時間経過と応急給水態勢】 



第９章 物流・備蓄・輸送対策の推進 

【予防対策】第２節 飲料水等の供給 
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災
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第
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第
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章 

 

【図表３－９－６ 応急給水のフロー】 

第２ 拠点給水態勢の整備 

１ 非常災害用給水施設による給水態勢の整備 

【図表３－９－７ 非常災害用給水施設一覧】 

配水池確保水量 

の確認 

拠点給水 運搬給水 仮設給水 

・拠点給水所の設置 

・衛生対策 
・運搬給水拠点の設置 

・拠点別給水車運行 

・衛生対策 

・仮設給水所の設置 

・衛生対策 

応援 

応急給水活動 

応援要請 

給水方法の選定 

優先運搬給水施設の選定 

運搬給水場所の選定 

給水車運行計画の策定 

人員・車両・資機材の配置 

地震発生 

断水地域の特定 

応急給水地区の選定 

応急給水体制の規模策定 

復旧班 

応急給水活動 



第９章 物流・備蓄・輸送対策の推進 

【予防対策】第２節 飲料水等の供給 
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２ 飲料水兼用耐震性貯水槽 

【図表３－９－８ 飲料水兼用耐震性貯水槽の現況（令和４年１月）】 



第９章 物流・備蓄・輸送対策の推進 

【予防対策】第２節 飲料水等の供給 

震
災
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第
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部 

第
９
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３ 災害対策用井戸 

 

【図表３－９－９ 災害対策用井戸指定一覧（町別 令和４年１月）】 

４ その他 

第３ 運搬給水態勢の整備 

１ 運搬給水拠点の整備 

【図表３－９－10 運搬給水拠点の現況】 

２ 運搬給水車両の確保 
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【予防対策】第２節 飲料水等の供給 

震
災
編 

第
３
部 

第
９
章 

３ 優先運搬給水施設 

 

４ 運搬給水場所  

５ 運搬給水訓練の実施 

第４ 仮設給水態勢の整備 

第５ 応援要請及び受援態勢の整備 

１ 応援要請 



第９章 物流・備蓄・輸送対策の推進 

【予防対策】第３節 備蓄倉庫の整備 

震
災
編 

第
３
部 

第
９
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２ 応援の受入れ態勢 

(１) 応援の受入れ態勢 

(２) ボランティアの受入れ態勢 

第６ 給水活動の事前広報 

第３節 備蓄倉庫の整備 

第１ 備蓄方式 



第９章 物流・備蓄・輸送対策の推進 

【予防対策】第３節 備蓄倉庫の整備 

震
災
編 

第
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第
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第２ 備蓄倉庫の位置付けと整備 

 

１ 避難所備蓄倉庫 

２ 避難所防災倉庫 
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120

 

【図表３－９－11 避難所防災倉庫】
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【予防対策】第３節 備蓄倉庫の整備 

震
災
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第
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部 

第
９
章 

３ 拠点備蓄倉庫 

 

【図表３－９－12 拠点備蓄倉庫一覧】 

第３ 支援物資を被災者の手元に届けるための物流態勢の構築・整備 
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【予防対策】第３節 備蓄倉庫の整備 

震
災
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第
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１ 支援物資の受入れ及び仕分け態勢 

【図表３－９－13 支援物資の流れ】 

２ 緊急物資輸送拠点の整備 

(１) 緊急物資輸送拠点の設備の整備 

(２) 作業員の確保 

被
災
者 

避
難
所 

災害対策本部 

被
災
者 

被
災
者 

被
災
者 

災
害
時
地
域
支
え
合
い 

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

都 

他自治体 

協定締結団体(物資支援) 

協定締結団体(輸送支援) 

災害ボランティアセンター 

要配慮者 

＜凡例＞ 

( )

 
 
 

輸
送
作
業 

輸送作業 

緊急物資輸送拠点 

受入れ・仕分け作業 

ニーズの集約 

支援の要請 

（総合体育館） 
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【予防対策】第４節 輸送体制の整備 

震
災
編 

第
３
部 

第
９
章 

(３) 緊急物資輸送拠点の運営手法の整備 

第４節 輸送体制の整備 

第１ 訓練の実施 

第５節 輸送車両等の確保 

第１ 輸送車両の確保 

21

第２ 協定による輸送車両の確保 

第３ 民間協力団体による輸送 
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【予防対策】第６節 燃料の確保 

震
災
編 

第
３
部 

第
９
章 

第４ 輸送車両への円滑なオペレーション 

第６節 燃料の確保 

第１ 輸送車両用の燃料の確保 

【図表３－９－14 協定先一覧（燃料関連）】 
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【応急対策】 

震
災
編 

第
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９
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応急対策 

項 目 

実施担当 

市担当 
関係機関等 

非常配備態勢 

第１節 備蓄物資の供給 

災対市民部 物資管理搬送班 

災対環境部 物資管理搬送班 

監査委員事務局 物資管理搬送班 

災対市民部 支え合いステーション班 

災対市民部 コールセンター班 

災対財務部 管財施設班 

災対健康福祉部 避難行動要支援者

対策班 

災対子ども家庭部 避難所班 

災対教育部 避難所班 

都福祉保健局 

東京むさし農業協同組合 

武蔵野市米穀小売商組合 

石油商業組合 

武蔵野商工会議所 

第２節 飲料水等の供給 災対水道部 復旧班 

日水協・都水道局 

自衛隊 

協定締結団体等 

第３節 調達による物資の確保 

災対市民部 物資管理搬送班 

災対環境部 物資管理搬送班 

監査委員事務局 物資管理搬送班 

災対財務部 管財施設班 

武蔵野総合体育館 

備蓄倉庫管理者 

東京都トラック協会多摩支部

第一地区武蔵野分会 

日本通運株式会社 

第４節 国・他道府県等からの支援物資の受

入れ・配分 

災対市民部 物資管理搬送班 

災対環境部 物資管理搬送班 

監査委員事務局 物資管理搬送班 

災対財務部 管財施設班 

武蔵野総合体育館 

備蓄倉庫管理者 

東京都トラック協会多摩支部

第一地区武蔵野分会 

日本通運株式会社 

第５節 義援物資の取扱い 

災対市民部 物資管理搬送班 

災対環境部 物資管理搬送班 

監査委員事務局 物資管理搬送班 

 

第６節 輸送車両の確保 災対財務部 管財施設班 

武蔵野警察署 

東京都トラック協会多摩支部

第一地区武蔵野分会 

(社)東京都個人タクシー協会 

第７節 車両燃料の確保 災対財務部 管財施設班  
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【応急対策】第１節 備蓄物資の供給 
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○ 主要機関の対応復旧活動表 

機
関
名 

発災       2～3時間        24時間       72時間 

初動態勢の確立期 即時対応期 復旧対応期 

市
民
部 

  

 

 

 

 

 

  

水
道
部 

    

第１節 備蓄物資の供給 

第１ 食料・生活必需品等の確保 

１ 備蓄による物資の確保 

(１) 避難所備蓄倉庫に備蓄する物資 

(２) 拠点備蓄倉庫に備蓄する物資 

○備蓄倉庫の被害状況確認

○事業者等への調達要請 

○備蓄倉庫から備蓄品の搬送 

○他県市からの受け入れ 

○関係機関への食料調達要請 

○米穀・副食品等 

の調達・要請 

○応急給水の実施 
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【応急対策】第１節 備蓄物資の供給 

震
災
編 

第
３
部 

第
９
章 

【図表３－９－15 拠点備蓄倉庫一覧】 

(３) 都福祉保健局が市に事前に配置してある物資 

第２ 食料・生活必需品等の配付 

１ 配付対象 
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【応急対策】第１節 備蓄物資の供給 
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２ 配付を実施する場所 

(１) 避難所等における配付 

３ 配付作業 

(１) 配付態勢 

４ 食料の配付についての取扱い 

≪給食例≫ 

５ 要配慮者などへの物資の配付 

 

６ 被災者ニーズの把握 

 

７ 物資の配付に関する広報態勢 



第９章 物流・備蓄・輸送対策の推進 

【応急対策】第２節 飲料水等の供給 
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部 
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第２節 飲料水等の供給 

第１ 応急給水活動 

【図表３－９－16 応急給水の目標水準】 
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【応急対策】第２節 飲料水等の供給 
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編 
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部 

第
９
章 

【図表３－９－17 応急給水のフロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 運搬給水車両の確保 

配水池確保水量 

の確認 

拠点給水 運搬給水 仮設給水 

・拠点給水所の設置 

・衛生対策 
・運搬給水拠点の設置 

・拠点別給水車運行 

・衛生対策 

・仮設給水所の設置 

・衛生対策 

応援 

応急給水活動 

応援要請 

給水方法の選定 

優先運搬給水施設の選定 

運搬給水場所の選定 

給水車運行計画の策定 

人員・車両・資機材の配置 

地震発生 

断水地域の特定 

応急給水地区の選定 

応急給水体制の規模策定 

復旧班 

応急給水活動 
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【応急対策】第３節 調達による物資の確保 

震
災
編 

第
３
部 

第
９
章 

第３ 応援要請 

第４ 給水活動の事前広報 

第３節 調達による物資の確保 

第１ 協定締結先への調達要請 

第２ 他自治体や民間協力団体からの物資調達 
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【応急対策】第４節 国・他道府県等からの支援物資の受入れ・配分 

震
災
編 

第
３
部 

第
９
章 

第３ 都への応援要請 

第４ 現地調達 

第４節 国・他道府県等からの支援物資の受入れ・配分 

第１ 支援物資の輸送 

１ 市有車両による輸送所領の確保 

２ 協定による輸送車両の確保 

３ 民間協力団体による輸送 

４ 輸送車両の燃料の確保 

【図表３－９－18 協定先一覧（燃料関連）】 
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【応急対策】第５節 義援物資の取扱い 
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災
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第
３
部 
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５ 輸送車両へのオペレーション 

第２ 支援物資受入れ 

１ 緊急物資輸送拠点の開設 

２ 作業員の確保 

３ 作業手順の周知 

第５節 義援物資の取扱い 
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【応急対策】第６節 輸送車両の確保 

震
災
編 

第
３
部 

第
９
章 

第６節 輸送車両の確保 

( )

第１ 車両の調達 

１ 車両の確保 
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２ 車両等の調達 

(1)
54

(2)

第７節 車両燃料の確保 

48
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【復旧対策】第１節 多様なニーズへの対応 
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復旧対策 

項 目 実施担当 

 
市担当 

関係機関等 
非常配備態勢 

第１節 多様なニーズへの対応 

災対市民部 物資管理搬送班 

災対環境部 物資管理搬送班 

監査委員事務局 物資管理搬送班 

 

第２節 炊き出し 

本部管理部 本部管理班 

災対子ども家庭部 避難所班 

災対教育部 避難所班 

避難所運営組織 

第３節 水の安全確保  都 

第４節 避難所等への物資の輸送 

災対市民部 物資管理搬送班 

災対環境部 物資管理搬送班 

監査委員事務局 物資管理搬送班 

災対財務部 管財施設班 

武蔵野総合体育館 

第１節 多様なニーズへの対応 

第２節 炊き出し 



第９章 物流・備蓄・輸送対策の推進 

【復旧対策】第３節 水の安全確保 

震
災
編 

第
３
部 

第
９
章 第３節 水の安全確保 

第４節 避難所等への物資の輸送 
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第10章 放射性物質対策 

本章における対策の基本的考え方 

市内及び都内には原子力施設が存在せず、また、他県にある原子力施設に関して原子力災害

対策重点区域に市の地域は含まれていない。このことから、国内の原子力施設において、原子

力緊急事態が発生した場合に、市は、市民の避難等の対応を迫られるものではない。

しかしながら、東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故では、発電所から約 220km

離れている東京においても、様々な影響を受けた。放射性物質等による影響は五感では感じら

れないという特殊性を踏まえ、放射性物質等による影響の可視化等により、市民の心理的動揺

や混乱をできる限り少なくするような対策を講じる。

第３部 施策ごとの具体的計画（予防・応急・復旧計画） 
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対策の全体像 

 

福島第一原子力発電所の事故への対応として、原発事故情報窓口を開設し、市民からの問い合わせ

に対応してきた。

市独自に、水道水、土壌、給食、プール水、公園、クリーンセンターでの放射性物質測定や定点に

よる空間放射線量測定を行い、ホームページ等で公表している。特に、小中学校及び認可保育園に

おける給食の安全性について、一層の向上を図るため、ゲルマニウム半導体検出器を導入し、放射

性物質検査体制を強化している。

武蔵野市の空間放射線量低減に向けた基本方針を定め、市独自の放射線量基準値[毎時 0.23 ﾏｲｸﾛｼｰ
ﾍﾞﾙﾄ]を設定し、子ども施設など公共施設 76 か所や市道雨水排水ます 34 か所等での空間放射線量
を測定するとともに、基準値を超過した場合には除染を実施することとしている。私有地の測定に

ついては、市民へ簡易空間放射線量測定器の貸出を行っている。

   
 

 

放射性物質等による
影響について、より
円滑に対応できる体
制の構築が必要

情報連絡体制の整備
庁内プロジェクトチームや都・国・
警察署・消防署等の関係機関との連
絡体制を確保。

市民の不安払拭、安全確保のた
めの対策

放射性物質及び放射線による影響の
変化に応じた施策の最適化。

空間放射線量の測定や放射性物質の
検査に係る体制の強化。
科学的・客観的根拠に基づく正確な
情報の提供体制の整備。
原子力防災に関する教育・啓発の充
実。

 

課題 

現在の到達状況 

対策の方向性 到達目標 
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情報連絡体制の整備  情報連絡態勢  保健医療活動 

 市災害対策本部を設置し
た場合

市災害対策本部を設置し
ない場合

市

都

市民の不安払拭・安全確保の

ための対策 
 空間放射線量・放射性物質の

測定 
 放射性物質への対応 

 

市民への啓発及び情報提
供

放射性物質への対応体制
の強化

市内公共施設の空間放射
線量、食材等における放
射性物質の測定

市外測定結果の情報収集

市民への空間放射線量測
定器の貸出

 除染対応

局所的汚染対応

放射線等使用施設の安全化  市民への情報提供等  風評被害への対応 

 測定結果の情報提供  

  放射線等使用施設の応急措置   

 放射線同位元素使用者の
対応

市の対応

武蔵野消防署の対応

都福祉保健局の対応

 

  核燃料物質輸送車両等の応急

対策 
  

 対策内容と役割分担

業務手順

詳細な取組み内容

 

地震前の行動（予防対策） 

 

地震直後の行動（応急対策） 
発災後 72 時間以内 

地震後の行動（復旧対策） 
発災後１週間目途 

具体的な取組 
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予防対策 

項 目 
実施担当 

市担当 関係機関等 

第１節 情報連絡体制の整備 
本部管理部 本部管理班 

災対環境部 防疫・動物班 

都 

武蔵野警察署 

武蔵野消防署 

第２節 市民の不安払拭・安全確保のための

対策 

本部管理部 本部管理班 

災対環境部 防疫・動物班 
都 

第３節 放射線等使用施設の安全化 
本部管理部 本部管理班 

災対環境部 防疫・動物班 

武蔵野消防署 

武蔵野警察署 

都 

文部科学省 

第１節 情報連絡体制の整備 

【本部管理部 本部管理班、災対環境部 防疫・動物班、都、武蔵野警察署、武蔵野消防署】 

■ 市内において原子力災害による放射性物質等の影響が懸念される事態が発生した場合に備

え、より迅速かつ機能的に対応できる体制を構築する。

○ 市内において原子力災害による放射性物質等の影響が懸念される事態が発生した場合に

連絡体制を構築する。 

○ 休日・夜間等の緊急対応が必要な場合に備え、都、警察署、消防署等の関係機関、庁内

の連絡体制を強化する。 

第２節 市民の不安払拭・安全確保のための対策 

【本部管理部 本部管理班、災対環境部 防疫・動物班、都】

■ 放射性物質及び放射線による影響の変化に応じた施策の最適化を図る。 

■ 原子力防災に関する知識の普及啓発・教育を推進する。 

■ 市民の心理的動揺や混乱をできる限り少なくするため、放射性物質等による影響を可視化

する対策を維持する。 

第１ 市民への啓発及び情報提供 

  １ 市 

【本部管理部 本部管理班、災対環境部 防疫・動物班】

○ 市民への原子力防災に関する知識の普及と啓発を行う。 

○ 教育機関においては、原子力防災に関する教育の充実に努める。

基本方針 

基本方針 
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○ 国や都との役割分担を明確にした上で、必要な情報提供体制を整備する。 

○ 科学的・客観的根拠に基づく正確な情報の提供、食品・水の安全性、農林水産物の出

荷制限等に関する情報の提供など、市民への情報提供策を講じる。

○ 市民への情報提供・問い合わせに対応する窓口を整備する。

  ２ 都 

○ 都は、国、道府県及び原子力事業者と協力して、原子力防災に関する知識の普及と啓

発のため、次に掲げる事項について広報活動等を実施する。 

ア 放射性物質及び放射線の特性に関すること 

イ 原子力施設の概要に関すること 

ウ 原子力災害とその特性に関すること 

エ 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること 

オ 緊急時に都や国等が講じる対策の内容に関すること 

第２ 放射性物質への対応体制の維持 

【本部管理部 本部管理班、災対環境部 防疫・動物班】 

○ 事故が発生した場合、発災初期→継続期→収束期などの放射性物質及び放射線による影
響の変化に応じた施策の最適化を図る。

○ 放射性物質に関する対応策について、時間軸・対象軸を整理した検討を図り、事故が発

生した場合の行動マニュアルを作成する。（図表３－10－１「放射性物質に関する対応の

時間軸」を参照） 

○ 小中学校及び認可保育園における給食の安全性の向上を図るため、ゲルマニウム半導体

検出器を導入し、放射性物質の検査体制を整備してきた。今後は必要に応じて、空間放射

線量の測定や放射性物質の検査について実施していく。 

○ 放射性物質対策の抜本的な強化を国に働きかける。 
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【図表３－10－１ 放射性物質に関する対応の時間軸】 

 

＜資料「放射線防護の線量の基準の考え方（原子力安全委員会）」を基に作成＞

事故発災初期

事故継続期

事故収束期
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原子力規制委員会等の安定ヨウ素剤についての見解 

 

１「原子力災害対策指針（平成 27 年４月 22 日全部改正）」〔原子力規制委員会〕より抜粋 

＜（３）原子力災害対策重点区域－②原子力災害対策重点区域の設定＞ 

（イ）予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ：Precautionary Action Zone） 

ＰＡＺとは、急速に進展する事故においても放射線被ばくによる確定的影響等を回避するため、

先述のＥＡＬに基づき、即時避難を実施する等、放射性物質の環境への放出前の段階から予防的に

防護措置を準備する区域のことを指す。ＰＡＺの具体的な範囲については、ＩＡＥＡの国際基準に

おいて、ＰＡＺの最大半径を原子力施設から３～５ｋｍの間で設定すること（５ｋｍを推奨）とさ

れていること等を踏まえ、「原子力施設から概ね半径５ｋｍ」を目安とする。 

なお、この目安については、主として参照する事故の規模等について検討した上で、迅速で実効

的な防護措置を講ずることができるよう継続的に改善していく必要がある。 

（ロ）緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ:Urgent Protective Planning Action Zone） 

ＵＰＺとは、確率的影響のリスクを最小限に抑えるため、先述のＥＡＬ、ＯＩＬに基づき、緊急

時防護措置を準備する区域である。ＵＰＺの具体的な範囲については、ＩＡＥＡの国際基準におい

て、ＵＰＺの最大半径は原子力施設から５～30ｋｍの間で設定されていること等を踏まえ、「原子力

施設から概ね 30ｋｍ」を目安とする。 

なお、この目安については、主として参照する事故の規模等を踏まえ、迅速で実効的な防護措置

を講ずることができるよう検討した上で、継続的に改善していく必要がある。 

 

＜（５）防護措置－③安定ヨウ素剤の服用＞ 

安定ヨウ素剤の服用の方法は、原子力災害対策重点区域の内容に合わせて以下のとおりとするべき

である。 

・ＰＡＺにおいては、全面緊急事態に至った時点で、直ちに、避難と安定ヨウ素剤の服用について

原子力災害対策本部又は地方公共団体が指示を出すため、原則として、その指示に従い服用する。

ただし、安定ヨウ素剤を服用できない者、放射性ヨウ素による甲状腺被ばくの健康影響が大人よ

りも大きい乳幼児、乳幼児の保護者等については、安定ヨウ素剤を服用する必要性のない段階で

ある施設敷地緊急事態において、優先的に避難する。 

・ＰＡＺ外においては、全面緊急事態に至った後に、原子力施設の状況や緊急時モニタリング結果

等に応じて、避難や一時移転等と併せて安定ヨウ素剤の配布・服用について、原子力規制委員会

が必要性を判断し、原子力災害対策本部又は地方公共団体が指示を出すため、原則として、その

指示に従い服用する。 

 

２「レベル 3PSA 手法による防護措置の被ばく低減効果の分析」〔原子力規制委員会「第２回

原子力災害事前対策等に関する検討チーム」資料（平成 24 年 11 月 30 日）〕より抜粋 

 

・放射性物質が環境中へ放出される前に、ＰＡＺ（約５km）範囲は予防的に避難することで高い被

ばく低減効果を期待できる。 

・ＵＰＺ（約 30km）内では、放出点に近い５～10km は屋内退避と段階的避難、10km 以遠は屋内退

避によって、実効線量の十分な低減が見込まれる。 
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３「防護措置の中での安定ヨウ素剤の取り扱いについて」〔 原子力規制委員会「第３回原子

力災害事前対策等に関する検討チーム」資料（平成 24 年 12 月 13 日）〕より抜粋 
 

「防護策を考える上での論点」 

・甲状腺がんによる死亡の確率は極めて高いというわけではない(等価線量 50 mSv 前後では） 

・安定ヨウ素剤による他の防護対策の阻害 

「投与のタイミング」 

・安定ヨウ素剤は効果が限られる 

・有効な投与タイミングが限られる 

‒ 放射性ヨウ素取込前の予防投与が必要 
‒ 時間がたちすぎても効果がなくなる 

・放射性ヨウ素以外の放射性物質に無効 

 

４「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって」〔 原子力規制庁 原子力災害対策・核物質防護

課（平成 27 年４月 22 日修正）〕より抜粋 

・安定ヨウ素剤は、放射性ヨウ素による内部被ばくに対する防護効果に限定されることから、避難

や一時移転等の防護措置と組み合わせて活用する必要がある。このとき安定ヨウ素剤の服用は、

原則として他の主たる防護措置に対して従たる防護措置となる。 

第３節 放射線等使用施設の安全化 

【本部管理部 本部管理班、災対環境部 防疫・動物班、武蔵野消防署、武蔵野警察署、都、

文部科学省】

 

■ 放射線等使用施設の事故時における応急対策が迅速に行えるよう、市・武蔵野消防署・都

等の連絡体制を構築する。

○ 放射線等使用施設の事故時には必要に応じ、市は住民に対する避難の勧告又は指示、避

難所の開設等を行い、都及び東京消防庁は放射線源の露出、流出の防止を図るための緊急

措置や危険区域の設定、立入禁止措置等を行う必要がある。そのため、平常時から市・武

蔵野消防署・都等における連携体制を構築しておく。

○ 放射線等使用施設については、国（文部科学省）が、放射性同位元素等による放射線障

害の防止に関する法律に基づき、ＲＩ（ラジオ・アイソトープ）※の使用、販売、廃棄等

に関する安全体制を整備するとともに、立入検査の実施による安全確保の強化、平常時は

もとより震災時においても監視体制がとれるよう各種の安全予防対策を講じる。 

○ 放射性物質等のうち核物質の保管状況等の情報については、核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）に基づき、国が把握しているが、

治安対策上の理由から国からの情報提供は行われていない。火災予防条例に基づく届出に

より東京消防庁が消防活動に必要な情報を把握しており、関係機関において、必要な情報

の共有を図っていく。 

基本方針 
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【図表３－10－２ 放射線障害防止法の対象事業所数】 

分類 

教
育
機
関 

研
究
機
関 

医
療
機
関 

民
間
機
関 

そ
の
他
の
機
関 

計 

２ ― １ ２ ― ５ 

※ ＲＩ（ラジオ・アイソトープ） 

放射線を出す同位元素（ウラン、ラジウム、カリウム等）のことで、 核医学検査及び放

射線治療で使用
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応急対策 

項 目 

実施担当 

市担当 
関係機関等 

非常配備態勢 

第１節 情報連絡態勢 
本部管理部 本部管理班 

災対環境部 防疫・動物班 

国 

都 

関係機関 

第２節 空間放射線量・放射性物質の測定 
本部管理部 本部管理班 

災対環境部 防疫・動物班 
 

第３節 市民への情報提供等 
本部管理部 本部管理班 

災対環境部 防疫・動物班 
 

第４節 放射線等使用施設の応急措置 

本部管理部 本部管理班 

災対環境部 防疫・動物班 

災対子ども家庭部 避難所班 

災対教育部 避難所班 

都福祉保健局 

東京消防庁 

第５節 核燃料物質輸送車両等の応急対策 

本部管理部 本部管理班 

災対環境部 防疫・動物班 

災対子ども家庭部 避難所班 

災対教育部 避難所班 

都福祉保健局 

東京消防庁 

第１節 情報連絡態勢 

【本部管理部 本部管理班、災対環境部 防疫・動物班、国、都、関係機関】

○ 市内において原子力災害による放射性物質等の影響が懸念される事態が発生した場合、以

下の態勢により円滑かつ的確に対応する。 

第１ 市災害対策本部を設置した場合 

○ 市災害対策本部の下に、災対環境部を中心に構成する放射能対策プロジェクトチーム（仮

称）（以下、「プロジェクトチーム」という。）を設置する。

○ プロジェクトチームでは、各部が連携した対応策を実施するため、被害情報等の情報の

共有化や必要な連絡調整を行う。

＜構成メンバー＞ 

防災安全部・環境部・健康福祉部・子ども家庭部・都市整備部・水道部・教育部 

  ※ 必要に応じ、関係部署を加えることとする。

○ プロジェクトチームの事務は災対環境部が掌理する。

第２ 市災害対策本部を設置しない場合 

○ 放射能対策連絡調整会議を設置する。

○ 機能は上記プロジェクトチームと同様とする。
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第２節 空間放射線量・放射性物質の測定 

【本部管理部 本部管理班、災対環境部 防疫・動物班】

○ 市民の不安の払拭と安全・安心の確保を目的に、空間放射線量や給食食材等における放射

性物質の測定を行う。 

 

 第１ 市内公共施設の空間放射線量、食材等における放射性物質の測定 

○ 市内公共施設の測定を行い、必要に応じて対策を講じる。 

環境政策課 

・空間放射線量の定点測定 

・土壌放射性物質の定点測定 

・公共施設の空間放射線量の測定 

道路管理課 ・市管理雨水排水ますの空間放射線量の測定 

水道部 ・水道水の放射性物質の測定 

教育部 
・市立小中学校給食食材の放射性物質の測定 

・プール水の放射性物質の測定 

子ども育成課 ・市内認可保育園給食食材の放射性物質の測定 

緑のまち推進課 ・公園内の水中の放射性物質の測定 

ごみ総合対策課 
・焼却灰等の放射性物質の測定 

・空間放射線量の測定 

 

 第２ 市外測定結果の情報収集 

○ 国や都が実施する測定結果等を情報収集し、必要に応じて対策を講じる。 

国・原子力規制委員会 ・全国の放射線モニタリング情報 

都環境局 

・大気環境測定局で得られた気象データ 

・市区町村と連携して集計した焼却施設等における放

射能濃度等のデータ 

都福祉保健局 

・被ばく線量の測定等に関する医療情報 

・保健所において被ばく線量の測定結果 

・空間放射線量や流通食品等の放射性物質の測定結果 

都産業労働局 ・都内産農林水産物等の放射性物質検査結果 

都水道局 ・浄水場原水・浄水等の放射性物質の測定結果 

都下水道局 
・下水汚泥焼却灰及び混練灰に含まれる放射能量の測

定結果 
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 第３ 市民への空間放射線量測定器の貸出 

○ 市は、市民からの私有地の測定の要望を受けた場合、簡易空間放射線量測定器を貸し出

す。 

第３節 市民への情報提供等 

【本部管理部 本部管理班、災対環境部 防疫・動物班】

○ 放射性物質の測定結果等について、情報提供を迅速かつ的確に行う。 

○  市民への情報提供・問い合わせに対応する窓口は、災対環境部とする。 

 

第１ 測定結果の情報提供 

○ 情報提供に際しては、市ホームページ・防災安全センターＷＥＢ、ＳＮＳ等の様々な情

報媒体を用い、市民へ可能な限り情報の提供を行う。

○ 提供項目は、測定日・場所・測定値（除染を行った場合は除染後の測定値を含む）を基

本とする。

○ 情報提供に当たっては、情報の発信源を明確にするとともに、できるだけ専門用語や曖

昧な表現は避け、理解しやすく誤解を招かない表現を用いるとともに、繰り返し広報する

よう努める。

第４節 放射線等使用施設の応急措置 

【本部管理部 本部管理班、災対環境部 防疫・動物班】

○ 放射線障害が発生するおそれがある場合、又は放射線障害が発生した場合等においては、

関係機関との連絡を密にし、必要な措置を講ずる。

 

 第１ 放射線同位元素使用者の対応 

○ 放射線同位元素使用者等は、放射性同位元素又は放射線発生装置に関し、放射線障害が

発生するおそれがある場合、又は放射線障害が発生した場合においては、放射線同位元素

等による放射線障害の防止に関する法律に基づいて定められた基準に従い、直ちに応急の

措置を講じる。 

 第２ 市の対応 

○ 関係機関との連絡を密にし、事故時には必要に応じ、次の措置を実施する。

・ 住民に対する避難の勧告又は指示

・ 住民の避難誘導
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・ 避難所の開設、避難住民の保護

・ 情報提供、関係機関との連絡

 第３ 武蔵野消防署の対応 

○ 放射性物質の露出、流出による人命危険の排除を図ることを主眼とし、使用者に次の各

措置をとるよう要請する。

・ 施設の破壊による放射線源の露出、流出の防止を図るための緊急措置

・ 放射線源の露出、流出に伴う危険区域の設定等、人命安全に関する応急措置

○ 事故の状況に応じ、火災の消火、延焼の防止、警戒区域の設定、救助、救急等に関する

必要な措置を実施する。

 第４ 都福祉保健局の対応 

○ ＲＩ使用医療施設での被害が発生した場合、人身の被害を最小限にとどめるため、４人

を１班とするＲＩ管理測定班を編成し、漏えい放射線の測定、危険区域の設定、立入禁止、

住民の不安の除去に努める。

第５節 核燃料物質輸送車両等の応急対策 

【本部管理部 本部管理班、災対環境部 防疫・動物班、災対子ども家庭部 避難所班、災対教育

部 避難所班、都福祉保健局、東京消防庁】

○ 核燃料物質の輸送中に、万一事故が発生した場合のため、国の関係省庁からなる放射性物

質安全輸送連絡会(昭和58年11月10日設置)において安全対策を講じる。 

機  関  名 対  策  内  容 

市 

○ 関係機関と連絡を密にし、事故時には必要に応じ、次の措置を実施

する。 

・ 住民に対する避難指示等

・ 住民の避難誘導

・ 避難所の開設、避難住民の保護

・ 情報提供、関係機関との連絡

警視庁 

○ 事故の状況把握に努めるとともに、把握した事故の概要、被害状況

等について市民等に対する広報を行う。 

○ 施設管理者、運行管理者に対し、災害の発生及び被害の拡大を防止

するための応急措置を指示する。 

○ 関係機関と連携を密にし、事故の状況に応じた交通規制、警戒区域

の設定、救助活動等必要な措置をとる。 

東京消防庁 

○ 事故の通報を受けた場合、直ちにその旨を都総務局に通報する。 

○ 事故の状況把握に努め、事故の状況に応じて、火災の消火、延焼の

防止、警戒区域の設定、救助、救急等に関する必要な措置を実施する。 
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事業者等 

○ 事故発生後直ちに、関係機関への通報、人命救助、立入制限等事故

の状況に応じた応急の措置を講じる。 

○ 警察官又は消防吏員等の到着後は、必要な情報を提供し、その指示

に従い適切な措置をとる。 

（図出典：都地域防災計画 震災編 第２部 第１２章 第５節【応急対策】４ より）
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復旧対策 

項 目 

実施担当 

市担当 
関係機関等 

非常配備態勢 

第１節 保健医療活動 
災対環境部 防疫・動物班 

災対健康福祉部 医療班 
都 

第２節 放射性物質への対応 

災対環境部 防疫・動物班 

災対都市整備部 道路管理班 

災対水道部 庶務班 

災対教育部 庶務班 

災対子ども家庭部 庶務班 

災対環境部 公園班 

災対環境部 災害廃棄物処理班 

国 

都 

第３節 風評被害への対応 災対市民部 庶務班 
国 

都 

第１節 保健医療活動 

【災対環境部 防疫・動物班、災対健康福祉部 医療班、都】

○ 放射性物質及び放射線による影響は五感に感じられないという原子力災害の特殊性を考

慮し、原子力災害時における市民の健康に関する不安を解消するため、必要と認められる場

合、市は都と連携し保健医療活動を行う。 

 第１ 市 

○ 住民の求めに応じ、都と連携し、保健所等の協力を得て外部被ばく線量等の測定等を実

施する。 

 第２ 都 

○ 放射線医学総合研究所、国立病院、国立大学附属病院の医療関係者からなる緊急医療派

遣チームの指導、助言、行政からの要請に基づき、保健所、都立病院において、住民等の

外部被ばく線量等の測定を実施する。

○ 都の体制では不足が見込まれる場合は、災害拠点病院等に対し、実施を要請する。

第２節 放射性物質への対応 

【災対環境部 防疫・動物班、災対都市整備部 道路管理班、災対水道部 庶務班、災対教

育部 庶務班、災対子ども家庭部 庶務班、災対環境部 公園班、災対環境部 災害廃棄

物処理班、国、都】
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○ 放射性物質による環境汚染に関する国や都の対処方針や市内の状況等を踏まえ、除染等

の必要性を検討し、必要に応じて対応を行う。 

 第１ 除染対応 

○ 除染については、平成 24 年１月に施行された「放射性物質汚染対処特措法」に基づき、

本市でも必要に応じて対応する。 

 第２ 局所的汚染対応 

○ 局所的汚染については、文部科学省が平成 23 年 10 月に策定した「放射線測定に関する

ガイドライン」や環境省が平成 23 年 12 月に策定した「除染等の措置に係るガイドライン」

等を踏まえて、具体的な測定方法や、周辺より放射線量が高い箇所への対応を行う。 

第３節 風評被害への対応 

【災対市民部 庶務班、国、都】

○ 風評等により農作物や工業製品等が購入されず経済的な被害が生じるおそれがある。こ

のような風評被害を防ぐために、関係機関と連携し、正しい情報を把握し発信する。
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第11章 住民の生活の早期再建 

本章における対策の基本的考え方 

第３部 施策ごとの具体的計画（予防・応急・復旧計画） 
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対策の全体像 

 現在の到達状況 
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課題 対策の方向性 到達目標 
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生活再建のための事前準備  生活再建のための応急対策  生活再建のための復旧対策 

トイレの確保及びし尿処理  トイレの確保及びし尿処理 

ごみ処理体制の構築  ごみ処理 

がれき処理体制の構築  がれき処理  がれき処理の実施 

災害救助法及び激甚災害法の

適用にかかる報告体制の整備 
 災害救助法及び激甚災害法の

適用 
 災害救助法の運用等 

 

具体的な取組 

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 地震後の行動（復旧対策） 
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予防対策 

項 目 
実施担当 

市担当 関係機関等 

 

本部管理部 本部管理班 

災対総務部 情報政策班 

災対財務部 被害調査班 

災対市民部 被災者対応班 

災対環境部 公園班 

災対健康福祉部 義援金等対応班 

災対都市整備部 建物調査班 

都 

 

本部管理部 本部管理班 

災対環境部 公園班 

災対環境部 下水道管理班 

災対環境部 災害廃棄物処理班 

 

 災対環境部 災害廃棄物処理班  

 災対環境部 災害廃棄物処理班  

 

本部管理部 本部管理班 

災対総務部 庶務班 
 

第１節 生活再建のための事前準備 

第１ 被災住宅・宅地の応急危険度判定 

基本方針 
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第２ 家屋の被害状況調査 

第３ 民間住宅の被災度区分判定調査 

基本方針 

基本方針 
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第４ 罹災証明書交付体制の整備 

第５ 応急仮設住宅の供給体制の整備 

基本方針 

基本方針 
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  １ 市営住宅等の把握 

  ２ 民間賃貸住宅等の供給 

  ３ 応急仮設住宅の建設予定地の確保 

【図表３－11－１ 応急仮設住宅建設予定地】（令和４年１月１日現在） 
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第６ 義援金の配分事務 

第２節 トイレの確保及びし尿処理 

第１ 自助・共助によるトイレ対策の推進 

１ 災害用トイレの普及啓発 

基本方針 

基本方針 
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２ 生活用水の確保の普及啓発 

第２ 災害用トイレの確保、し尿の収集運搬体制の整備 

  １ 災害用トイレの現状 

  ２ 災害用トイレの整備の充実 

( )
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【予防対策】第２節 トイレの確保及びし尿処理 
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  ３ 避難所におけるトイレ対策 

【図表３－11－２ 下水道直結型の災害用トイレ設置避難所】 

  ４ し尿収集・搬入体制の整備 
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【予防対策】第３節 ごみ処理体制の構築 

震
災
編 

第
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部 

第
11
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第３節 ごみ処理体制の構築 

【図表３－11－３ 一次集積場所候補地】 

基本方針 
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【予防対策】第４節 がれき処理体制の構築 

震
災
編 

第
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部 

第
11
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第４節 がれき処理体制の構築 

第５節 災害救助法及び激甚災害法の適用にかかる報告体制の整備 

第１ 災害救助法の適用 

第２ 激甚災害法の適用 

基本方針 

基本方針 
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【応急対策】 
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災
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応急対策 

項 目 

実施担当 

市担当 
関係機関等 

非常配備態勢 

第１節 被災住宅の応急危険度判定 災対都市整備部 建物調査班 
都被災建築物応急危険度判

定支援本部 

第２節 被災宅地の危険度判定 災対都市整備部 建物調査班 武蔵野建設業協会 

第３節 家屋被害状況調査等 
災対財務部 被害調査班 
災対都市整備部 建物調査班 

東京消防庁 
武蔵野消防署 

武蔵野建設業協会 

第４節 罹災証明書の交付準備 

災対総務部 情報政策班 

災対財務部 被害調査班 

災対市民部 被災者対応班 

災対総務部 受援応援班 

東京消防庁 
武蔵野消防署 

武蔵野建設業協会 

第５節 義援金の募集・受付 
災対財務部 出納班 

災対健康福祉部 義援金等対応班 

都福祉保健局 
都義援金配分委員会 

日赤東京都支部 

第６節 トイレの確保及びし尿処理 災対環境部 災害廃棄物処理班 
都 

湖南衛生組合 

第７節 ごみ処理 災対環境部 災害廃棄物処理班 都 

第８節 がれき処理 災対環境部 災害廃棄物処理班 
都 

武蔵野建設業協会 

第９節 災害救助法の適用 
本部管理部 本部管理班 

災対総務部 庶務班 
都総務局 

第 10 節 激甚災害の指定 
本部管理部 本部管理班 

災対総務部 庶務班 
都知事 
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【応急対策】第１節 被災住宅の応急危険度判定 

震
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○ 主な機関の応急復旧活動 

機
関
名 

発災       １時間       24 時間       72 時間 

初動態勢の確立期 即時対応期 復旧対応期 

都
本
部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都
福
祉
保
健
局 

 

 

 

 

 

 

市
下
水
道
課 

都
下
水
道
局 

 

  

 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 被災住宅の応急危険度判定 

第１ 判定の実施 

  １ 市本部の対応 

○災害用トイレの設置 

○し尿の収集・搬入 

○都への応援要請 

(災害用トイレ・し尿収集車) 

○広域応援の調整 

(災害用トイレ) 

○し尿の受け入れ 

○がれき処理部会

の設置 

○広域応援の調整 

(し尿収集車) 

○都備蓄品で対応 

(災害用トイレ) 

○ごみ処理・がれき処理 
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【応急対策】第２節 被災宅地の危険度判定 

震
災
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  ２ 被災建築物応急危険度判定支援本部の設置 

  ３ 応急危険度判定の実施 

第２ 判定結果の表示 

第２節 被災宅地の危険度判定 

第１ 判定制度の目的 

第２ 判定対象宅地 

第３ 判定の実施 
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【応急対策】第３節 家屋被害状況調査等 

震
災
編 

第
３
部 

第
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第４ 判定結果の表示 

第３節 家屋被害状況調査等 

第１ 調査の目的 

第２ 調査の実施 

第４節 罹災証明書の交付準備 



第 11章 住民の生活の早期再建 

【応急対策】第４節 罹災証明書の交付準備 

震
災
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第
３
部 

第
11
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家屋・住家被害に関する調査等の流れ（案）
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【応急対策】第５節 義援金の募集・受付 
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第５節 義援金の募集・受付 

第６節 トイレの確保及びし尿処理 

第１ 避難所等における対応 

１ 避難所における対応 

２ 事業所・家庭等における対応 

３ 地域 
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【応急対策】第７節 ごみ処理 
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第２ し尿の収集・搬入 

第７節 ごみ処理 

第１ 処理方針 

第２ 処理方法 

第３ 応援要請 
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【応急対策】第８節 がれき処理 
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第８節 がれき処理 

第１ 処理方針 

第２ 処理計画 

１ 「がれき」発生量の推計 

 

 

２ 緊急道路障害物除去作業に伴う「がれき」の搬入 

 

３ 「がれき」の撤去及び倒壊建物の解体 

（１）  受付事務 

（２）  民間業者との契約事務 
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【応急対策】第９節 災害救助法の適用 

震
災
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（３）  適正処理の指導事務 

 

 

４ 「がれき」の一次集積場所候補地の設置 

第９節 災害救助法の適用 

第１ 救助の実施機関 

第２ 災害救助法の適用基準 
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【応急対策】第９節 災害救助法の適用 
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災
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第３ 被災世帯の算定基準 

１ 被災世帯の算定 

 

 

２ 住家の滅失等の認定 

     (1) 住家が滅失したもの 

     (2) 住家が半壊・半焼する等著しく損傷したもの 

     (3) 住家が半壊・半焼に準ずる程度に損傷したもの 

     (4) 住家の床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの 

 

 

３ 世帯及び住家の単位 

     (1) 世 帯 

     (2) 住 家 
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【応急対策】第 10節 激甚災害の指定 
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第10節 激甚災害の指定 

第１ 激甚災害指定の手続 

 

【図表３－11－４ 激甚災害指定手続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 激甚災害に関する被害状況等の報告 



第 11章 住民の生活の早期再建 

【応急対策】第 10節 激甚災害の指定 
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第３ 激甚災害指定基準 

第４ 局地激甚災害指定基準 

第５ 特別財政援助額の交付手続 
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【復旧対策】 
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復旧対策 

項 目 

実施担当 

市担当 
関係機関等 

非常配備態勢 

第１節 罹災証明書の交付 
災対財務部 被害調査班 
災対市民部 被災者対応班 

東京消防庁 
武蔵野消防署 

武蔵野建設業協会 

第２節 被災住宅の応急修理 災対都市整備部 建物調査班 
都 

武蔵野建設業協会 

第３節 応急仮設住宅等の供与 

災対都市整備部 建物調査班 
災対市民部 コールセンター班 

災対健康福祉部 庶務班 

東京都住宅供給公社 
（独）都市再生機構 
民間賃貸住宅業者 
赤十字奉仕団 
民生児童委員協議会 

武蔵野市民社会福祉協議会 

第４節 建設資材等の調達 災対都市整備部 建物調査班 
都 

武蔵野建設業協会 

第５節 生活相談 災対市民部 コールセンター班 
都生活文化スポーツ局 
武蔵野警察署 
武蔵野消防署 

第６節 義援金の配分 
災対財務部 出納班 

災対健康福祉部 義援金等対応班 
 

第７節 被災者の生活再建資金援助等 災対健康福祉部 義援金等対応班  

第８節 職業のあっ旋 
災対市民部 庶務班 
災対市民部 コールセンター班 

 

第９節 租税等の徴収猶予及び減免等 

災対財務部 被害調査班 

災対健康福祉部 庶務班（保険年金

課） 

災対健康福祉部 避難行動要支援

者対策班 

災対子ども家庭部 庶務班 

 

第 10 節 その他の生活確保  

東京労働局 

日本郵便 

日本放送協会 

NTT 東日本 

NTT コミュニケーションズ 

NTT ドコモ 

第 11 節 事業再開の支援 災対市民部 庶務班  

第 12 節 がれき処理の実施 災対環境部 災害廃棄物処理班 
都 

武蔵野建設業協会 

第 13 節 災害救助法の運用等 
本部管理部 本部管理班 

災対総務部 庶務班 
都総務局 

第 14 節 災害時出納 災対財務部 出納班  



第 11章 住民の生活の早期再建 

【復復旧対策】第第１節 罹災証明書の交付 
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部 
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第１節 罹災証明書の交付 

第１ 交付手続 

     (1) 災害対策本部が設置されている場合 

     (2) 災害対策本部が設置されていない場合 

第２ 証明の範囲 

第３ 証明書交付手数料 

第４ 火災に関する罹災証明書の交付 



第 11章 住民の生活の早期再建 

【復旧対策】第２節 被災住宅の応急修理 

震
災
編 

第
３
部 

第
11
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第２節 被災住宅の応急修理 

第１ 住宅の応急修理 

１ 修理の目的 

 

２ 対象者 

３ 対象者の調査及び選定 

４ 対象戸数 

第２ 応急修理の方法 

１ 修 理 

 

２ 経 費 

３ 期 間 
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【復復旧対策】第第３節 応急仮設住宅等の供与 
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災
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３
部 
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４ 帳票の整備 

第３節 応急仮設住宅等の供与 

第１ 供給の目的 

第２ 供給の実施 

１ 公的住宅の供給 

２ 民間賃貸住宅等の供給 

３ 建設する仮設住宅の供給 

     (1) 設置戸数 

     (2) 建設の方法、構造及び規模等 
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【復旧対策】第３節 応急仮設住宅等の供与 

震
災
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第
３
部 

第
11
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４ 入居資格 

５ 入居者の募集・選定 

６ 応急仮設住宅の管理及び入居期間 
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【復復旧対策】第第４節 建設資材等の調達 

震
災
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７ 仮設住宅地域等での見守り活動 

     (1) 入居者確認及びニーズ把握 

     (2) 連絡体制の整備 

     (3) 安否確認活動の推進 

     (4) 住民相互の助け合い 

８ 供給後の事務処理 

第４節 建設資材等の調達 
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【復旧対策】第５節 生活相談 
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第１ 応急仮設住宅資材等の調達 

第２ 災害復旧用材（国有林材）の供給 

第５節 生活相談 

第６節 義援金の配分 

第１ 義援金募集の検討 
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【復復旧対策】第第６節 義援金の配分 
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第２ 義援金配分委員会の設置 

第３ 義援金の受付・保管 

  １ 市 

  ２ 都（福祉保健局・総務局） 

  ３ 日本赤十字社東京都支部 
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【復旧対策】第６節 義援金の配分 
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第４ 義援金の保管及び配分 

【図表３－11－５ 義援金受付・配分の流れ】 

  １ 市 



第 11章 住民の生活の早期再建 

【復復旧対策】第第７節 被災者の生活再建資金援助等 
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災
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部 
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  ２ 都 （福祉保健局） 

第７節 被災者の生活再建資金援助等 

第１ 災害弔慰金等の支給 

第２ 被災者生活再建支援制度 

第３ 災害援護資金等の貸付 
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【復旧対策】第８節 職業のあっ旋 
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第８節 職業のあっ旋 

第９節 租税等の徴収猶予及び減免等 

第１ 市税の納税緩和措置  

  １ 期限の延長 

  ２ 徴収猶予 
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【復復旧対策】第第９節 租税等の徴収猶予及び減免等 

震
災
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部 
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  ３ 滞納処分の執行の停止等 

  ４ 減免 

                    

第２ 国民健康保険税・一部負担金（医療機関等の窓口負担）の減免  

  １ 減免 

  ２ 徴収猶予 

  ３ 滞納処分の執行の停止等 

第３ 後期高齢者医療保険料・一部負担金（医療機関等の窓口負担）の減免 

  １ 減免 
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【復旧対策】第 10節 その他の生活確保 
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  ２ 徴収猶予 

第４ 介護保険料・利用者負担額の減免  

  １ 減免 

  ２ 徴収猶予 

第５ 国民年金保険料の免除  

第６ 保育所措置費徴収金の減額  

第10節 その他の生活確保 

NTT NTT NTT

第１ 東京労働局  

  １ 雇用保険の失業等給付に関する特別措置 
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【復復旧対策】第第 10節 その他の生活確保 
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災
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  ２ 労働保険料等の徴収の猶予 

第２ 武蔵野郵便局 

  １ 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

  ２ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

  ３ 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

  ４ 被災者救助団体に対するお年玉付郵便葉書等寄附金の配分  

第３ 日本放送協会  

第４ ＮＴＴ東日本・ＮＴＴコミュニケーションズ・ＮＴＴドコモ 
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【復旧対策】第 11節 事業再開の支援 
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第11節 事業再開の支援 

第12節 がれき処理の実施 

第13節 災害救助法の運用等 

第１ 災害救助法の適用手続 

  １ 適用要請 

  ２ 要請手続 



第 11章 住民の生活の早期再建 

【復復旧対策】第第 13節 災害救助法の運用等 
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部 
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第２ 救助の種類 

第３ 救助の実施方法等 

  １ 災害報告 

  ２ 救助実施状況の報告 

  ３ 救助の程度・方法及び期間 
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【復旧対策】第 14節 災害時財務会計 
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第４ 従事命令等 

第14節 災害時財務会計 

第１ 災害時財務会計の目的 

第２  災害時財務会計の実施 

第３  災害時財務会計事務 

  １ 予算事務の原則 

  ２ 契約事務の原則 

  ３ 出納事務の原則 
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【復復旧対策】第第 14節 災害時財務会計 
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  ４ 被災直後の事務 

     (1) 予算事務 

     (2) 契約事務 

     (3) 出納事務 

第４ 災害時財務会計における支出の取り扱い 

 

１ 緊急に物品調達・請負が必要となった場合 

２ 緊急に現金が必要となった場合 
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【復旧対策】第 14節 災害時財務会計 
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３ 緊急を要する支払に関すること 
 

第５ 災害時財務会計の終了 
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第１章 復興の基本的考え方 

第１節 復興に関する基本方針 
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第１章 復興の基本的考え方 

○ 大規模な震災被害等の災害が発生した時は、速やかに復興に関する方針を定めて対策を講じ

る必要がある。 

○ 応急・復旧は対策を迅速かつ機動的に実施するものであり、復興は対策を中長期的視点に立

って計画的に実施するものである。 被災後間もない段階での応急・復旧対策が質的な変化を伴

いつつ、徐々に、復興対策へと進行していく。 

○ 復興に際しては、災害に強い安全なまちづくりに努めるとともに、誰もが安心して暮らせる

よう、住宅、福祉、医療、環境、雇用、産業などの施策を総合的かつ計画的に進めることで、

より快適で魅力的な都市として発展させていかなければならない。 

○ このため、震災復興の基本目標は、連携と協働による「安全・安心なまち」と「魅力と活力

があふれるまち」の構築とする。  

○ 本計画の地震の被害想定では、建物倒壊の危険性は低いとされており、市全域で壊滅的な被

害を受けることは考えにくいため、最大限、平時と同様に市民意見を取り入れ、合意形成を図

りながら復興を推進する。 

○ そのため、武蔵野市では、被災地域の市民が相互に協力し合いながら、市と協働で地域の復

興に取り組むための仕組みを検討する。

第１節 復興に関する基本方針 

〇 震災後も平和で安全なまちを再建し、また、世代を超えて愛着と誇りを感じることができるま

ちであり続けられるよう、「誰もが安心して暮らし続けられる魅力と活力があふれるまち」をつく

るため、次の点に留意してまちの復興に取り組む。

項目 内容

生 活 復 興

○ 第一の目標は、被災者のくらしを一日も早く震災前の状態に戻し、その安

定を図ることである。 

○ 心身や財産に回復し難いダメージを受け、震災前のくらしに戻ることが困

難な場合には、被災者が新しい現実の下で、それに適合した暮らしのスタイ

ルを構築していくことができるようにする。 

○ 市民は自らの責任において、あるいは共に助け合って復興を図っていくこ

とが基本である。行政は、被災者の復興作業が円滑に進むよう、公的融資や

助成、情報提供・指導・相談等を通じて自立のための環境整備を行う。 

○ 自らの力のみでは生活の復興に特別の困難を伴う被災者に対しては、医療、

福祉等の施策を通じ、生活復興のための直接支援を行う。 

都 市 復 興

○ 特に大きな被害を受けた地域のみの復興に止まらず、都市全体の防災性の

向上を目指し、都市基盤の向上や良好な市街地の形成を図り、「被災を繰り返

さないまちづくり」を行う。

○ 復興の整備水準は、窮状の回復に止まらず、新しい時代の要請に応えられ

る質の高い都市の実現を目指す。このため、将来世帯も含め人びとが快適な

暮らしや都市の活動を営むことができる「持続的発展が可能なまち」にして

いくことを目標とする。

○ 市民、事業者、市区町村、都、国など、多様な主体が「自治と連携による

まちづくり」を行う。

第４部 震災復興計画 
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第２節 復興の全体像 
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第２節 復興の全体像 

○ 復興のプロセスはその担い手により「被災者個人による自力復興」「行政主導による復興」

「地域力を活かした地域協働復興」という３パターンがある。復興を円滑に進めるために

は、行政の役割を明確にしたうえで、市民、ボランティア、市が相互に協力しあいながら地

域力を活かして自主的に地域社会の復興に取り組むことが重要である。 

○ 本市は緑豊かな住地が広がる一方で、吉祥寺駅周辺のような商業地域や、中央部の行政機

関や文化・スポーツの集積する地域、武蔵境のような大学等の教育機関が集まり都市農業が

盛んな地域もある。また、まちには高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国籍の

方といった要配慮者も多く暮らしている。復興を進めるには地域特性や被災者のおかれた状

況等のさまざまな背景を考慮する。



第２章 復興組織・体制の整備 

第１節 災害発生前 
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第２章 復興組織・体制の整備 

 

○ 被災直後の救助と応急復旧中心の体制から復興対策の体制へ円滑に移行ができるよう、震災

復興事業を長期的視野に立って速やかに、かつ計画的に実施していくための組織として災害復

興本部等の総合的な組織・体制の整備を図る。 

第１節 災害発生前 

○ 大地震の発生に備え、速やかに復興事業が行える体制を整えることを目的として、事前に

計画等の整備を行う。 

 第１ 震災復興計画 （骨子案） の検討 

○ 被災後速やかに策定する武蔵野市震災復興方針に基づき、震災復興事業を推進するため

の計画として「武蔵野市震災復興計画」を策定するが、あらかじめ骨子案を検討する。

 第２ 武蔵野市震災復興マニュアルの更新 

○ 令和４年２月に策定した「武蔵野市震災復興マニュアル」について、東京都の「東京都

震災復興マニュアル」との整合を図りつつ、随時見直しを行っていく。

 第３ 災害復興本部の分掌事務 

○ 災害復興本部の主な事務は次のとおりとするが、被災状況などに応じて、本部長の名に

より変更されることがある。また、復興対策の事務自体も、時間の経過とともに応急、復

旧、復興と徐々に推移するため、災害対策本部との事務分担については、必要に応じて協

議し、決定する。

  （１）災害復興本部の運営に関すること。

（２）震災復興方針の策定及び推進に関すること。

（３）震災復興計画の策定及び推進に関すること。

（４）被災市民の生活保護及び商業の復興に関する施策の策定及び推進に関すること。

（５）公共施設の復旧及び整備計画の策定及び推進に関すること。

（６）財源の確保及び資金計画に関すること。

（７）震災復興事業の総合調整に関すること。

（８）復興情報の収集及び伝達に関すること。

（９）武蔵野市災害対策本部との連絡調整に関すること。

（10）国及び都その他関係機関との連絡及び総合調整に関すること。

（11）上記に掲げるもののほか、重要な復興対策に関すること。

第４部 震災復興計画 
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第２節 災害復興本部の設置 
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第２節 災害復興本部の設置 

 第１ 災害復興本部の設置 

○ 市長は、地震により被害を受けた地域が武蔵野市の地域内で相当の範囲におよび、かつ、

震災からの復興に相当の期間を要すると考えられるような重大な被害を受けた場合に、災

害復興本部を設置する。

○ 本部は、被災後１週間程度の早い時期に設置するものとし、震災復興方針及び震災復興

計画（※）を早期に策定することにより、震災復興後の市民生活やまちづくりの基本目標

を市民に明確に示すとともに、具体的な震災復興事業を推進していく。

※震災復興計画 

 震災により重大な被害を受けた場合において、まちの復興並びに市民生活の再建及び安

定を図るため、東京都震災対策条例第 56 条に準じて策定する計画。大規模災害からの復

興に関する法律第８条に基づき、政府が復興基本方針を定めた場合には、市の震災復興計

画は同法第 10 条に基づく復興計画として位置づける。 

 第２ 災害復興本部の役割及び災害対策本部との関係 

○ 災害復興本部は、震災復興事業を長期的視点に立って速やかに、かつ、計画的に実施す

る組織であり、災害応急・復旧対策を臨時的、機動的に実施する災害対策本部とは、その

目的と機能を異にする。

○ しかしながら、震災復興に関連する一連の活動は、被災後間もない応急対策の段階から

質的な変化を伴いつつ、連続的に、徐々に進行していくものであるため、災害対策本部が

所掌する応急的な事務事業で、震災復興にも関係し、それに大きな影響を与えるものにつ

いては、両本部が緊密に連携、連絡しながら処理する。

○ 災害復興本部の設置後速やかに職員、学識経験者、市民代表等より構成される武蔵野市

震災復興計画検討会議を設置し、震災復興計画等を諮る。

【震災時における市の取組図】

災害対策本部 災害復興本部 震災復興検討会議 

応急・復旧の取組み 復興に向けた取組み 

提言 

（被災後１か月） 
●災害情報の 

収集･伝達 

●消防活動 

●救助・救急 

●医療救護 

●警備・交通規制 

●ライフライン・ 

公共施設の 

復旧対策 

●被害状況の把握 

●用地の確保・調整 

●がれき等の処理 

●相談 

復
興
本
部
の
設
置 

市
長
が
本
部
長 

基
本
方
針
の
策
定 

復
興
計
画
及
び
特

定
分
野
計
画
の
策

定 

被災後 被災後 被災後 

１週間程度～ ２週間以内 ６ヶ月以内 

地震 

発生 

復興 
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※ 災害復興本部の組織は、平常時の組織体制にできるだけ影響を及ぼさずに効率的に

震災復興事業を推進していく体制として、組織条例上の部等に対応し、それに上乗せ

する臨時的な組織とする。 

※ 震災の状況に応じ、本部長が必要と認める者を本部員として指名することができる。  

 第３ 災害復興本部の解散 

○ 本部長（市長）は、まちの復興及び市民生活の再建と安定が図られたと認めるときは、

災害復興本部を解散する。

武蔵野市災害復興本部 

本 部 長 市 長

副 本 部 長 副市長、教育長

本 部 員 各部長

各 部 部 員

武蔵野市震災復興検討会議 

（市職員、学識経験者、市民代表等）
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第３章 震災復興計画の策定 

 

○ 市長は、大規模な震災被害等の災害発生後、災害復興本部を設置し、復興に係る基本方針 （武

蔵野市震災復興方針） を策定するとともに、被災後６ヶ月以内を目途に震災復興計画を策定す

る。 

第１節 震災復興方針の策定 

○ 災害復興本部長は、復興後の市民生活や市街地形成のあるべき姿及びその実現に至る基本

戦略を明らかにするため、震災後２週間以内を目途に、災害復興本部会議の審議を経て、「震

災復興方針」を策定し、公表する。 

○ 震災復興方針の策定にあたっては、次の事項に配慮する。 

１ くらしのいち早い再建と安定

２ 安全で快適な生活環境づくり

３ 雇用の確保、事業の再開と新しい時代に対応した産業の創造

第２節 震災復興計画の策定 

○ 災害復興本部長は震災復興方針に基づき、震災復興計画を策定する。 

○ 震災復興計画は、次の視点で策定する。 

１ 市が実施する復興施策に係る基本目標と体系を明らかにする。

２ 市民の生活再建、生活の基盤であるまちの再生（まちづくり）等に必要な施策を網羅す

る。

３ 繰り返し発生する大災害にも耐えうるまちへの改善を目指した長期的視点に立つ。

○ 復興計画の策定手続きは次のとおりである。 

１ 災害復興本部長は、震災復興検討会議を招集し、計画の理念等の検討を依頼する。

２ 災害復興本部長は、震災復興検討会議の提言を踏まえ、復興本部会議の審議を経て、震

災後６か月を目途に、復興計画を策定し公表する。

※ 武蔵野市震災復興検討会議

 震災復興に関して知見を有する学識経験者等で構成される「武蔵野市震災復興検討会

議」を設置。

第４部 震災復興計画 
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第１ 災害復興計画策定のスケジュール 

○ 震災復興計画は概ね以下のスケジュールで策定する。

３週間程度
・震災復興方針の策定

・震災復興検討会議開催

１ヶ月程度 ・震災復興計画の基本理念等決定

３ヶ月以内 ・財政計画の調整

４ヶ月以内
・震災復興計画の原案策定

・住民への提示及び意見集約

６ヶ月以内 ・東京都震災復興計画との調整

６ヶ月後 ・震災復興計画策定、公表

第２ 地域協働復興 

 

○ 円滑な復興を進めるためには、行政の役割を明確に示したうえで、それぞれの立場ごとに、

市民・事業者・市等が協働で復興のあり方について協議し、都市・住宅・くらし・産業など

について、誰もが安心して暮らせるまちになるよう取り組むことが大切である。

○ 市民が相互に協力し合い地域力を活かしながら、市民・事業者・市等と連携・協働で自主

的に地域社会の復興に取り組むことを「地域協働復興」といい、被災した地域において、市

民による地元組織や事業者が主体となって、市と協働で復興に取り組む組織を東京都震災復

興マニュアルでは「地域復興協議会」としている。

○ 長年の市民参加の歴史がある武蔵野市においても、災害時であってもできる限り多くの意

見を取り入れるため、本市における地域復興協議会として「地域復興会議」を設置して合意

形成をはかりながら、復興を推進していく。

第３節 特定分野計画の策定 

○ 都市復興等、その性質上具体的な事業計画等が必要となる場合は、総合的な復興計画の策
定と並行して、個別の復興計画をおおよそ６か月以内に策定する。

（１）都市復興 

（２）住宅復興 

（３）くらしの復興 

（４）産業の復興

震災復興方針

震災復興計画

特定分野計画

都市復興 住宅復興

くらしの復興 産業の復興

復興事業の推進

等
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３
章 

第４節 被災者総合相談所の設置 

○ 市は、数多くの行政分野において市の復興施策の中心的役割を果たすことから、復興対

策の本格化に応じて、福祉をはじめ関係各部の連携・協力により、被災者からの相談の総

合的な窓口を設置する。

（１）開設時期

被災後１週間以内に「災害時特設コールセンター」を、被災後１か月程度に「被災者

総合相談所」を設置する。

（２）開設決定

被災者総合相談所については、被災状況に応じて災害復興本部において開設の可否を

決定する。

（３）相談分野、相談内容

  資料第 26 参照 

（資料第 26（被災者総合相談窓口の相談分野・相談内容）） 

 

○ 都においても被災者総合相談所を設置することとなっており、災害時における相互連

携・協力体制を確立する。
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